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大村市収入印紙等購買基金の概要（第４７号議案関係）

１ 設置の理由

収入印紙の売りさばき所である市役所売店が令和７年１０月３１日をもって撤退

したことに伴い、市民の利便性を考慮し、本市が日本郵便株式会社からの委託を受

け、収入印紙等を販売する。収入印紙等の売りさばきに関する事務を円滑かつ効率

的に行うことができるよう基金を設置するものである。

２ 条例の内容

基金の額及び管理、運用益金の処理、収入印紙等の購入計画等について定める。

３ 条例の施行期日

公布の日
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又
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又
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０
，
０
０
０
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０
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大村市職員退隠料等支給条例の一部を改正する条例の改正概要（第４９号議案

関係）

１ 改正の理由

昭和３７年１１月３０日以前に退職した職員又はその遺族に支給する年金（普通

退隠料及び扶助料）の額については、恩給法の規定による恩給の額に準じて条例で

規定している。恩給の改定率を定める政令が改正されたことに伴い、次のとおり条

例の改正を行うものである。

２ 改正の内容

普通退隠料の受給資格を有する職員が昭和３７年１１月３０日以前に死亡した場

合に、その遺族に対して支給する扶助料の最低保障額及び寡婦加算額を、以下のと

おり引き上げる。

３ 施行期日

公布の日（令和８年４月１日から適用）

区分 改正前 改正後 差額

最低保障額（年額） 829,200 円 845,100 円 15,900 円

寡婦加算額（年額） 159,000 円 162,000 円 3,000 円
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大村市税条例の改正概要（第５０号議案関係）

１ 公的年金等受給者の扶養親族等申告書に係る提出義務の範囲の見直し

（第２８条の３の３関係）（施行期日：令和９年１月１日）

所得税の基礎控除額の引上げにより、所得税において源泉徴収を要しないことと

なる公的年金等受給者のうち一定の要件に該当するものについて、市として配偶者

や扶養親族等の情報を把握することができるよう、個人市民税において扶養親族等

申告書の提出を新たに義務付ける。

２ 固定資産税の免税点の見直し

（第４１条関係）（施行期日：令和９年４月１日）

固定資産税の免税点を以下のとおり見直す。

３ 特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例の適用期限の延

長

（附則第１３項の６関係）（施行期日：令和９年１月１日）

特定一般用医薬品等購入費を支払った場合における個人市民税の医療費控除の特

例(※)の適用期限を以下のとおり延長する。

※ 健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている者が、自己又は自己と生

計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費を支払った場合には、一定の

金額の所得控除（医療費控除の特例）を受けることができるもの

４ 住宅借入金等特別税額控除の適用期限の延長

（附則第１３項の１０関係）（施行期日：令和９年１月１日）

個人市民税の住宅借入金等特別税額控除の適用期限を以下のとおり延長する。

改正前

土地 ３０万円

家屋 ２０万円

償却資産 １５０万円

改正後

土地 ３０万円

家屋 ３０万円（＋１０万円）

償却資産 １８０万円（＋３０万円）

改正前

平成３０年度から令和９年度までの

各年度分の個人市民税

改正後

平成３０年度以後の各年度分の個人

市民税

改正前

平成２２年度から令和２０年度まで

の各年度分の個人市民税

（居住年が平成２１年から令和７年

までの各年である場合に限る。）

改正後

平成２２年度から令和２５年度まで

の各年度分の個人市民税

（居住年が平成２１年から令和１２

年までの各年である場合に限る。）
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５ 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税

の特例の見直し

（附則第２１項の４関係）（施行期日：令和１０年１月１日）

優良住宅地の造成等のために譲渡した土地等がその譲渡をした時において次に掲

げる区域内にある場合は、当該土地等の譲渡について長期譲渡所得に係る個人市民

税の課税の特例の対象から除外するよう見直す。

(1) 地すべり等防止法第３条第１項の地すべり防止区域

(2) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第３条第１項の急傾斜地崩壊危

険区域

(3) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第９条第１

項の土砂災害特別警戒区域

(4) 特定都市河川浸水被害対策法第５６条第１項の浸水被害防止区域

６ 特定暗号資産に係る譲渡所得等に係る課税の特例の新設

（附則第３５項の７及び附則第３５項の８関係）（施行期日：金融商品取引法及び資

金決済に関する法律の一部を改正する法律の施行の日の属する年の翌々年の１月１

日施行）

金融商品取引業者又は暗号資産取引業者に対して金融商品取引業者登録簿に登録

されている特定暗号資産の譲渡等をした場合には、特定暗号資産に係る課税譲渡所

得等の金額の３％に相当する金額に相当する個人市民税の所得割を課する旨等を規

定する。

７ その他の改正

所要の条文整理を行う。
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の
規
定
に
よ
り
給
与
支
払
報
告
書
又
は
公
的
年
金
等
支
払
報
告
書
を
提

出
す
る
義
務
が
あ
る
者
か
ら
１
月
１
日
現
在
に
お
い
て
給
与
又
は
公
的
年
金

等
の
支
払
を
受
け
て
い
る
者
で
前
年
中
に
お
い
て
給
与
所
得
以
外
の
所
得
又

は
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
以
外
の
所
得
を
有
し
な
か
っ
た
も
の
（
公
的
年

金
等
に
係
る
所
得
以
外
の
所
得
を
有
し
な
か
っ
た
者
で
社
会
保
険
料
控
除
額

（
令
第
４
８
条
の
９
の
７
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
、
小
規
模
企
業
共

済
等
掛
金
控
除
額
、
生
命
保
険
料
控
除
額
、
地
震
保
険
料
控
除
額
、
勤
労
学

生
控
除
額
、
配
偶
者
特
別
控
除
額
（
所
得
割
の
納
税
義
務
者
（
前
年
の
合
計

所
得
金
額
が
９
０
０
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
法
第
３
１
４
条

の
２
第
１
項
第
１
０
号
の
２
に
規
定
す
る
自
己
と
生
計
を
一
に
す
る
配
偶
者

（
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
９
５
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
で
控

除
対
象
配
偶
者
に
該
当
し
な
い
も
の
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
、
法
第
３
１

４
条
の
２
第
４
項
に
規
定
す
る
扶
養
控
除
額
若
し
く
は
特
定
親
族
特
別
控
除

額
（
特
定
親
族
（
同
条
第
１
項
第
１
２
号
に
規
定
す
る
特
定
親
族
を
い
う
。

第
２
８
条
の
３
の
２
第
１
項
第
３
号
並
び
に
第
２
８
条
の
３
の
３
第
１
項
及

び
第
２
項
第
４
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
８
５
万

円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
控
除
又
は
こ

れ
ら
と
併
せ
て
雑
損
控
除
額
若
し
く
は
医
療
費
控
除
額
の
控
除
、
法
第
３
１

３
条
第
８
項
に
規
定
す
る
純
損
失
の
金
額
の
控
除
、
同
条
第
９
項
に
規
定
す

（
寄
附
金
税
額
控
除
）

第
２
６
条
の
６

略
２

前
項
の
特
例
控
除
額
は
、
法
第
３
１
４
条
の
７
第
１
１
項
（
法
附
則
第
５

条
の
６
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
と
す
る
。

（
市
民
税
の
申
告
）

第
２
８
条
の
２

第
１
６
条
第
１
項
第
１
号
に
掲
げ
る
者
は
、
３
月
１
５
日
ま

で
に
、
施
行
規
則
第
５
号
の
４
様
式
（
別
表
）
に
よ
る
申
告
書
を
市
長
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
法
第
３
１
７
条
の
６
第
１
項
又
は
第

４
項
の
規
定
に
よ
り
給
与
支
払
報
告
書
又
は
公
的
年
金
等
支
払
報
告
書
を
提

出
す
る
義
務
が
あ
る
者
か
ら
１
月
１
日
現
在
に
お
い
て
給
与
又
は
公
的
年
金

等
の
支
払
を
受
け
て
い
る
者
で
前
年
中
に
お
い
て
給
与
所
得
以
外
の
所
得
又

は
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
以
外
の
所
得
を
有
し
な
か
っ
た
も
の
（
公
的
年

金
等
に
係
る
所
得
以
外
の
所
得
を
有
し
な
か
っ
た
者
で
社
会
保
険
料
控
除
額

（
令
第
４
８
条
の
９
の
７
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
、
小
規
模
企
業
共

済
等
掛
金
控
除
額
、
生
命
保
険
料
控
除
額
、
地
震
保
険
料
控
除
額
、
勤
労
学

生
控
除
額
、
配
偶
者
特
別
控
除
額
（
所
得
割
の
納
税
義
務
者
（
前
年
の
合
計

所
得
金
額
が
９
０
０
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
法
第
３
１
４
条

の
２
第
１
項
第
１
０
号
の
２
に
規
定
す
る
自
己
と
生
計
を
一
に
す
る
配
偶
者

（
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
９
５
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
で
控

除
対
象
配
偶
者
に
該
当
し
な
い
も
の
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
、
法
第
３
１

４
条
の
２
第
４
項
に
規
定
す
る
扶
養
控
除
額
若
し
く
は
特
定
親
族
特
別
控
除

額
（
特
定
親
族
（
同
条
第
１
項
第
１
２
号
に
規
定
す
る
特
定
親
族
を
い
う
。

第
２
８
条
の
３
の
２
第
１
項
第
３
号
及
び
第
２
８
条
の
３
の
３
第
１
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
（
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
８
５
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
に

限
る
。
）
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
控
除
又
は
こ
れ
ら
と
併
せ
て
雑
損
控

除
額
若
し
く
は
医
療
費
控
除
額
の
控
除
、
法
第
３
１
３
条
第
８
項
に
規
定
す

る
純
損
失
の
金
額
の
控
除
、
同
条
第
９
項
に
規
定
す
る
純
損
失
若
し
く
は
雑

（ 8 ）



改
正
後

改
正
前

る
純
損
失
若
し
く
は
雑
損
失
の
金
額
の
控
除
若
し
く
は
第
２
６
条
の
６
の
規

定
に
よ
り
控
除
す
べ
き
金
額
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
寄
附
金
税
額
控
除

額
」
と
い
う
。
）
の
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
「
給
与
所
得
等
以
外
の
所
得
を
有
し
な
か
っ
た
者
」
と
い
う
。
）

及
び
第
１
７
条
第
２
項
に
規
定
す
る
も
の
（
施
行
規
則
第
２
条
の
２
第
１
項

の
表
の
上
欄
の
（
二
）
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。

２
～
８

略

（
個
人
の
市
民
税
に
係
る
給
与
所
得
者
の
扶
養
親
族
等
申
告
書
）

第
２
８
条
の
３
の
２

所
得
税
法
第
１
９
４
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に

規
定
す
る
申
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
給
与
所
得
者
」
と
い
う
。
）
で
市
内
に
住
所
を
有
す
る
も
の
は
、
当
該

申
告

書
の

提
出

の
際

に
経

由
す

べ
き

同
項

に
規

定
す

る
給

与
等

の
支

払
者

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
給
与
支
払
者
」
と
い
う
。
）
か
ら
毎
年
最
初
に

給
与
の
支
払
を
受
け
る
日
の
前
日
ま
で
に
、
施
行
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
を
、
当
該
給
与
支
払
者
を
経

由
し
て
、
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(1
)
略

(2
)
所
得
割
の
納
税
義
務
者
（
合
計

所
得
金
額
が
１
，
０
０
０
万
円
以
下
で

あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
自
己
と

生
計
を
一
に
す
る
配
偶
者
（
法
第
３
１

３
条
第
３
項
に
規
定
す
る
青
色
事

業
専
従
者
に
該
当
す
る
も
の
で
同
項
に

規
定
す
る
給
与
の
支
払
を
受
け
る

も
の
及
び
同
条
第
４
項
に
規
定
す
る
事

業
専
従
者
に
該
当
す
る
も
の
を
除

く
。
次
条
第
１
項
第
２
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
（
合
計
所
得
金
額
が
１
３

３
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）

の
氏
名

(3
)・

(4
)
略

２
～
４

略
５

給
与
所
得
者
は
、
第
１
項
及
び
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
の
提
出
の

際
に
経
由
す
べ
き
給
与
支
払
者
が
令
第
４
８
条
の
９
の
７
の
２
に
お
い
て
準

損
失
の
金
額
の
控
除
若
し
く
は
第
２
６
条
の
６
の
規
定
に
よ
り
控
除
す
べ
き

金
額
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
寄
附
金
税
額
控
除
額
」
と
い
う
。
）
の
控

除
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
給
与
所
得

等
以
外
の
所
得
を
有
し
な
か
っ
た
者
」
と
い
う
。
）
及
び
第
１
７
条
第
２
項

に
規
定
す
る
も
の
（
施
行
規
則
第
２
条
の
２
第
１
項
の
表
の
上
欄
の
（
二
）

に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
～
８

略

（
個
人
の
市
民
税
に
係
る
給
与
所
得
者
の
扶
養
親
族
等
申
告
書
）

第
２
８
条
の
３
の
２

所
得
税
法
第
１
９
４
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に

規
定
す
る
申
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
給
与
所
得
者
」
と
い
う
。
）
で
市
内
に
住
所
を
有
す
る
も
の
は
、
当
該

申
告

書
の

提
出

の
際

に
経

由
す

べ
き

同
項

に
規

定
す

る
給

与
等

の
支

払
者

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
給
与
支
払
者
」
と
い
う
。
）
か
ら
毎
年
最
初
に

給
与
の
支
払
を
受
け
る
日
の
前
日
ま
で
に
、
施
行
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
を
、
当
該
給
与
支
払
者
を
経

由
し
て
、
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(1
)
略

(2
)
所
得
割
の
納
税
義
務
者
（
合
計

所
得
金
額
が
１
，
０
０
０
万
円
以
下
で

あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
自
己
と

生
計
を
一
に
す
る
配
偶
者
（
法
第
３
１

３
条
第
３
項
に
規
定
す
る
青
色
事

業
専
従
者
に
該
当
す
る
も
の
で
同
項
に

規
定
す
る
給
与
の
支
払
を
受
け
る

も
の
及
び
同
条
第
４
項
に
規
定
す
る
事

業
専
従
者
に
該
当
す
る
も
の
を
除

き
、
合
計
所
得
金
額
が
１
３
３
万
円
以

下
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
次
条
第
１
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
氏
名

(3
)・

(4
)
略

２
～
４

略
５

給
与
所
得
者
は
、
第
１
項
及
び
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
の
提
出
の

際
に
経
由
す
べ
き
給
与
支
払
者
が
令
第
４
８
条
の
９
の
７
の
２
に
お
い
て
準

（ 9 ）



改
正
後

改
正
前

用
す
る
令
第
８
条
の
２
の
２
に
規
定
す
る
要
件
を
満
た
す
場
合
に
は
、
施
行

規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
申
告
書
の
提
出
に
代
え
て
、
当
該
給

与
支
払
者
に
対
し
、
当
該
申
告
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電
磁
的
方
法
（
電

子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す

る
方
法
で
あ
っ
て
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
次
条
第
５
項
及
び
第

３
５

条
の

８
第

３
項

に
お

い
て

同
じ

。
）

に
よ

り
提

供
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

６
略

（
個
人
の
市
民
税
に
係
る
公
的
年
金
等
受
給
者
の
扶
養
親
族
等
申
告
書
）

第
２
８
条
の
３
の
３

次
に
掲
げ
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
公
的
年
金

等
受
給
者
」
と
い
う
。
）
は
、
公
的
年
金
等
支
払
者
（
所
得
税
法
第
２
０
３

条
の
６
第
１
項
に
規
定
す
る
申
告
書
の
提
出
の
際
に
経
由
す
べ
き
同
項
に
規

定
す

る
公

的
年

金
等

（
以

下
こ

の
項

に
お

い
て

「
公

的
年

金
等

」
と

い
う
。
）
の
支
払
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
毎
年
最

初
に
公
的
年
金
等
の
支
払
を
受
け
る
日
の
前
日
ま
で
に
、
施
行
規
則
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
を
、
当

該
公

的
年

金
等

支
払

者
を

経
由

し
て

、
市

長
に

提
出

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

(1
)
所
得
税
法
第
２
０
３
条
の
６
第

１
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る

申
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者

(2
)
法
の
施
行
地
に
お
い
て
公
的
年

金
等
（
所
得
税
法
第
２
０
３
条
の
７
の

規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除

く
。
）
の
支
払
を
受
け
る
第
１
６
条
第

１
項
第
１
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ

て
、
特
定
配
偶
者
（
所
得
割
の
納
税
義

務
者
（
合
計
所
得
金
額
が
９
０
０

万
円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の

自
己
と
生
計
を
一
に
す
る
配
偶
者

（
合
計
所
得
金
額
が
９
５
万
円
以
下
で

あ
る

も
の

に
限

る
。

）
を

い
う

。
次

号
及

び
次

項
第

３
号

に
お

い
て

同
じ
。
）
（
退
職
手
当
等
（
第
３
５

条
に
規
定
す
る
退
職
手
当
等
に
限
る
。

以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
係
る
所
得
を
有
す
る
者
に
限
る
。
）

又
は
扶
養
親
族
（
年
齢
１
６
歳
未

満
の
者
又
は
控
除
対
象
扶
養
親
族
で
あ

用
す
る
令
第
８
条
の
２
の
２
に
規
定
す
る
要
件
を
満
た
す
場
合
に
は
、
施
行

規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
申
告
書
の
提
出
に
代
え
て
、
当
該
給

与
支
払
者
に
対
し
、
当
該
申
告
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電
磁
的
方
法
（
電

子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す

る
方
法
で
あ
っ
て
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
次
条
第
４
項
及
び
第

３
５

条
の

８
第

３
項

に
お

い
て

同
じ

。
）

に
よ

り
提

供
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

６
略

（
個
人
の
市
民
税
に
係
る
公
的
年
金
等
受
給
者
の
扶
養
親
族
等
申
告
書
）

第
２
８
条
の
３
の
３

所
得
税
法
第
２
０
３
条
の
６
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
同

項
に
規
定
す
る
申
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
又
は
法
の
施
行
地

に
お
い
て
同
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
（
所
得
税
法
第
２
０
３
条
の
７
の

規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
公
的
年
金

等
」
と
い
う
。
）
の
支
払
を
受
け
る
者
で
あ
っ
て
、
特
定
配
偶
者
（
所
得
割

の
納

税
義

務
者

（
合

計
所

得
金

額
が

９
０

０
万

円
以

下
で

あ
る

も
の

に
限

る
。
）
の
自
己
と
生
計
を
一
に
す
る
配
偶
者
（
退
職
手
当
等
（
第
３
５
条
に

規
定
す
る
退
職
手
当
等
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る

所
得
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
、
合
計
所
得
金
額
が
９
５
万
円
以
下
で
あ
る
も

の
に
限
る
。
）
を
い
う
。
第
２
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
扶
養
親
族
（
年

齢
１
６
歳
未
満
の
者
又
は
控
除
対
象
扶
養
親
族
で
あ
っ
て
退
職
手
当
等
に
係

る
所
得
を
有
す
る
者
に
限
る
。
）
若
し
く
は
特
定
親
族
（
退
職
手
当
等
に
係

る
所
得
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
、
合
計
所
得
金
額
が
８
５
万
円
以
下
で
あ
る

も
の
に
限
る
。
）
を
有
す
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
公
的
年
金
等
受

給
者
」
と
い
う
。
）
で
市
内
に
住
所
を
有
す
る
も
の
は
、
当
該
申
告
書
の
提

出
の
際
に
経
由
す
べ
き
所
得
税
法
第
２
０
３
条
の
６
第
１
項
に
規
定
す
る
公

的
年
金
等
の
支
払
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
公
的
年
金
等
支
払
者
」
と

い
う
。
）
か
ら
毎
年
最
初
に
公
的
年
金
等
の
支
払
を
受
け
る
日
の
前
日
ま
で

に
、
施
行
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

申
告
書
を
、
当
該
公
的
年
金
等
支
払
者
を
経
由
し
て
、
市
長
に
提
出
し
な
け
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改
正
後

改
正
前

っ
て
退
職
手
当
等
に
係
る
所
得
を

有
す
る
者
に
限
る
。
）
若
し
く
は
特
定

親
族
（
退
職
手
当
等
に
係
る
所
得

を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
、
合
計
所
得
金

額
が
８
５
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
有
す
る
者

(3
)
法
の
施
行
地
に
お
い
て
公
的
年

金
等
（
所
得
税
法
第
２
０
３
条
の
７
の

規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に
限

る
。
）
の
支
払
を
受
け
る
第
１
６
条
第

１
項
第
１
号
に
掲
げ
る
者
（
当
該

年
中
に
支
払
を
受
け
る
べ
き
当
該
公
的

年
金
等
の
額
が
そ
の
年
最
初
に
当

該
公
的
年
金
等
の
支
払
を
受
け
る
べ
き

日
の
前
日
の
現
況
に
お
い
て
令
第

４
８
条
の
９
の
７
の
３
に
定
め
る
金
額

に
満
た
な
い
者
を
除
く
。
）
で
あ

っ
て
、
障
害
者
、
寡
婦
若
し
く
は
ひ
と

り
親
に
該
当
す
る
者
又
は
特
定
配

偶
者
若
し
く
は
扶
養
親
族
（
年
齢
１
６

歳
未
満
の
者
又
は
控
除
対
象
扶
養

親
族
に
限
る
。
）
若
し
く
は
特
定
親
族

（
合
計
所
得
金
額
が
８
５
万
円
以

下
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
有
す
る

者
２

前
項

の
規

定
に

よ
る

申
告

書
の

記
載

事
項

は
、

次
に

掲
げ

る
事

項
と

す
る
。

(1
)
公
的
年
金
等
支
払
者
の
名
称

(2
)
公
的
年
金
等
受
給
者
が
、
法
第

３
１
４
条
の
２
第
１
項
第
６
号
に
規
定

す
る
特
別
障
害
者
又
は
そ
の
他
の

障
害
者
に
該
当
す
る
場
合
に
は
そ
の
旨

及
び
そ
の
該
当
す
る
事
実
並
び
に

寡
婦
又
は
ひ
と
り
親
に
該
当
す
る
場
合

に
は
そ
の
旨

(3
)
特
定
配
偶
者
の
氏
名

(4
)
扶
養
親
族
又
は
特
定
親
族
の
氏
名

(5
)
そ
の
他
施
行
規
則
で
定
め
る
事
項

３
第
１
項
又
は
法
第
３
１
７
条
の
３
の
３
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
を

公
的
年
金
等
支
払
者
を
経
由
し
て
提
出
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
告
書

に
記
載
す
べ
き
事
項
が
そ
の
年
の
前
年
に
お
い
て
当
該
公
的
年
金
等
支
払
者

を
経
由
し
て
提
出
し
た
第
１
項
又
は
同
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
に

記
載
し
た
事
項
と
異
動
が
な
い
と
き
は
、
公
的
年
金
等
受
給
者
は
、
当
該
公

的
年
金
等
支
払
者
が
所
得
税
法
第
２
０
３
条
の
６
第
２
項
に
規
定
す
る
国
税

庁
長
官
の
承
認
を
受
け
て
い
る
場
合
に
限
り
、
施
行
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ

れ
ば
な
ら
な
い
。

(1
)
当
該
公
的
年
金
等
支
払
者
の
名
称

(2
)
特
定
配
偶
者
の
氏
名

(3
)
扶
養
親
族
又
は
特
定
親
族
の
氏
名

(4
)
そ
の
他
施
行
規
則
で
定
め
る
事
項

２
前
項
又
は
法
第
３
１
７
条
の
３
の
３
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
を
公

的
年
金
等
支
払
者
を
経
由
し
て
提
出
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
告
書
に

記
載
す
べ
き
事
項
が
そ
の
年
の
前
年
に
お
い
て
当
該
公
的
年
金
等
支
払
者
を

経
由
し
て
提
出
し
た
前
項
又
は
法
第
３
１
７
条
の
３
の
３
第
１
項
の
規
定
に

よ
る
申
告
書
に
記
載
し
た
事
項
と
異
動
が
な
い
と
き
は
、
公
的
年
金
等
受
給

者
は
、
当
該
公
的
年
金
等
支
払
者
が
所
得
税
法
第
２
０
３
条
の
６
第
２
項
に

規
定
す
る
国
税
庁
長
官
の
承
認
を
受
け
て
い
る
場
合
に
限
り
、
施
行
規
則
で
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改
正
後

改
正
前

に
よ
り
、
第
１
項
又
は
法
第
３
１
７
条
の
３
の
３
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
記

載
す
べ
き
事
項
に
代
え
て
当
該
異
動
が
な
い
旨
を
記
載
し
た
第
１
項
又
は
同

条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
略

５
公
的
年
金
等
受
給
者
は
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
の
提
出
の
際
に

経
由
す
べ
き
公
的
年
金
等
支
払
者
が
令
第
４
８
条
の
９
の
８
に
お
い
て
準
用

す
る
令
第
８
条
の
２
の
２
に
規
定
す
る
要
件
を
満
た
す
場
合
に
は
、
施
行
規

則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
申
告
書
の
提
出
に
代
え
て
、
当
該
公
的

年
金
等
支
払
者
に
対
し
、
当
該
申
告
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電
磁
的
方
法

に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
４
項
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
同
項
中
「
申
告
書
が
」
と
あ
る
の
は
「
申
告
書
に
記
載
す
べ
き
事

項
を

」
と

、
「

公
的

年
金

等
支

払
者

に
受

理
さ

れ
た

と
き

」
と

あ
る

の
は

「
公
的
年
金
等
支
払
者
が
提
供
を
受
け
た
と
き
」
と
、
「
受
理
さ
れ
た
日
」

と
あ
る
の
は
「
提
供
を
受
け
た
日
」
と
す
る
。

（
固
定
資
産
税
の
免
税
点
）

第
４
１
条

同
一
の
者
に
つ
い
て
そ
の
者

の
所
有
に
係
る
土
地
、
家
屋
又
は
償

却
資
産
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
額
が
土
地

又
は
家
屋
に
あ
っ
て
は
３
０
０
，
０
０
０
円
、
償
却
資
産
に
あ
っ
て
は
１
，

８
０
０
，
０
０
０
円
に
満
た
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
固
定
資
産
税
を
課
さ

な
い
。 附

則
１
～
１
３
の
５

略
（
特
定
一
般
用
医
薬
品
等
購
入
費
を
支
払
っ
た
場
合
の
医
療
費
控
除
の
特
例
）

１
３
の
６

平
成
３
０
年
度
以
後
の
各
年

度
分
の
個
人
の
市
民
税
に
限
り
、
法

附
則
第
４
条
の
５
第
３
項
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
第
２
６
条
の

２
の

規
定

に
よ

る
控

除
に

つ
い

て
は

、
そ

の
者

の
選

択
に

よ
り

、
同

条
中

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
項
又
は
法
第
３
１
７
条
の
３
の
３
第
１
項
の
規

定
に
よ
り
記
載
す
べ
き
事
項
に
代
え
て
当
該
異
動
が
な
い
旨
を
記
載
し
た
前

項
又
は
法
第
３
１
７
条
の
３
の
３
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
を
提
出
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

３
略

４
公
的
年
金
等
受
給
者
は
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
の
提
出
の
際
に

経
由
す
べ
き
公
的
年
金
等
支
払
者
が
令
第
４
８
条
の
９
の
７
の
３
に
お
い
て

準
用
す
る
令
第
８
条
の
２
の
２
に
規
定
す
る
要
件
を
満
た
す
場
合
に
は
、
施

行
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
申
告
書
の
提
出
に
代
え
て
、
当
該

公
的
年
金
等
支
払
者
に
対
し
、
当
該
申
告
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電
磁
的

方
法
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
３
項
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
同
項
中
「
申
告
書
が
」
と
あ
る
の
は
「
申
告
書
に
記
載
す
べ
き
事

項
を

」
と

、
「

公
的

年
金

等
支

払
者

に
受

理
さ

れ
た

と
き

」
と

あ
る

の
は

「
公
的
年
金
等
支
払
者
が
提
供
を
受
け
た
と
き
」
と
、
「
受
理
さ
れ
た
日
」

と
あ
る
の
は
「
提
供
を
受
け
た
日
」
と
す
る
。

（
固
定
資
産
税
の
免
税
点
）

第
４
１
条

同
一
の
者
に
つ
い
て
そ
の
者
の
所
有
に
係
る
土
地
、
家
屋
又
は
償

却
資
産
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
額
が
土
地

に
あ

っ
て

は
３

０
０

，
０

０
０

円
、

家
屋

に
あ

っ
て

は
２

０
０

，
０

０
０

円
、
償
却
資
産
に
あ
っ
て
は
１
，
５
０
０
，
０
０
０
円
に
満
た
な
い
場
合
に

お
い
て
は
、
固
定
資
産
税
を
課
さ
な
い
。

附
則

１
～
１
３
の
５

略
（
特
定
一
般
用
医
薬
品
等
購
入
費
を
支
払
っ
た
場
合
の
医
療
費
控
除
の
特
例
）

１
３
の
６

平
成
３
０
年
度
か
ら
令
和
９
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の
市

民
税
に
限
り
、
法
附
則
第
４
条
の
５
第
３
項
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
お

け
る
第
２
６
条
の
２
の
規
定
に
よ
る
控
除
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
の
選
択
に

（ 12 ）



改
正
後

改
正
前

「
同

条
第

１
項

」
と

あ
る

の
は

「
同

条
第

１
項

（
第

２
号

を
除

く
。

）
」

と
、
「
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
ま
で
並
び
に
法
附
則
第
４
条
の
５
第
３
項
の

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
３
１
４
条
の
２
第
１
項
（
第
２

号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
」
と
し
て
、
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

１
３
の
７
か
ら
１
３
の
９
ま
で

削
除

（
個
人
の
市
民
税
の
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
）

１
３
の
１
０

平
成
２
２
年
度
か
ら
令
和
２
５
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人

の
市
民
税
に
限
り
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
分
の
所
得
税
に
つ
き
租

税
特
別
措
置
法
第
４
１
条
又
は
第
４
１
条
の
２
の
２
の
規
定
の
適
用
を
受
け

た
場
合
（
同
法
第
４
１
条
第
１
項
に
規
定
す
る
居
住
年
が
平
成
２
１
年
か
ら

令
和
１
２
年
ま
で
の
各
年
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
に
は
、
法
附
則
第
５
条

の
４
第
５
項
（
同
条
第
７
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合

を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
控
除
す
べ
き
額
を
、
当
該
納
税
義

務
者
の
第
２
６
条
の
３
及
び
第
２
６
条
の
５
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
の
所

得
割
の
額
か
ら
控
除
す
る
。

１
３
の
１
１

略
（
寄
附
金
税
額
控
除
に
お
け
る
特
例
控
除
額
の
特
例
）

１
３
の
１
２

第
２
６
条
の
６
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
市
民
税
の
所
得
割
の

納
税
義
務
者
が
、
法
第
３
１
４
条
の
７
第
１
１
項
第
２
号
若
し
く
は
第
３
号

に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
又
は
第
２
６
条
の
３
第
２
項
に
規
定
す
る

課
税
総
所
得
金
額
、
課
税
退
職
所
得
金
額
及
び
課
税
山
林
所
得
金
額
を
有
し

な
い
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
納
税
義
務
者
の
前
年
中
の
所
得
に
つ
い
て
、
附

則
第
１
９
項
、
附
則
第
２
２
項
、
附
則
第
２
８
項
、
附
則
第
３
１
項
、
附
則

第
３
５
項
、
附
則
第
３
５
項
の
５
、
附
則
第
３
５
項
の
７
又
は
附
則
第
３
６

項
の
１
２
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
と
き
は
、
第
２
６
条
の
６
第
２
項
に
規

定
す
る
特
例
控
除
額
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
附
則
第
５
条
の

５
第
２
項
（
法
附
則
第
５
条
の
６
第
３
項
又
は
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た

金
額
と
す
る
。

よ
り
、
同
条
中
「
同
条
第
１
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
１
項
（
第
２
号
を

除
く
。
）
」
と
、
「
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
ま
で
並
び
に
法
附
則
第
４
条
の

５
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
３
１
４
条
の
２
第

１
項
（
第
２
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
」
と
し
て
、
同
条
の
規
定
を
適
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１
３
の
７
か
ら
１
３
の
９
ま
で

削
除

（
個
人
の
市
民
税
の
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
）

１
３
の
１
０

平
成
２
２
年
度
か
ら
令
和
２
０
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人

の
市
民
税
に
限
り
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
分
の
所
得
税
に
つ
き
租

税
特
別
措
置
法
第
４
１
条
又
は
第
４
１
条
の
２
の
２
の
規
定
の
適
用
を
受
け

た
場
合
（
同
法
第
４
１
条
第
１
項
に
規
定
す
る
居
住
年
が
平
成
２
１
年
か
ら

令
和
７
年
ま
で
の
各
年
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
に
は
、
法
附
則
第
５
条
の

４
第
５
項
（
同
条
第
７
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を

含
む
。
）
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
控
除
す
べ
き
額
を
、
当
該
納
税
義
務

者
の
第
２
６
条
の
３
及
び
第
２
６
条
の
５
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
の
所
得

割
の
額
か
ら
控
除
す
る
。

１
３
の
１
１

略
（
寄
附
金
税
額
控
除
に
お
け
る
特
例
控
除
額
の
特
例
）

１
３
の
１
２

第
２
６
条
の
６
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
市
民
税
の
所
得
割
の

納
税
義
務
者
が
、
法
第
３
１
４
条
の
７
第
１
１
項
第
２
号
若
し
く
は
第
３
号

に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
又
は
第
２
６
条
の
３
第
２
項
に
規
定
す
る

課
税
総
所
得
金
額
、
課
税
退
職
所
得
金
額
及
び
課
税
山
林
所
得
金
額
を
有
し

な
い
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
納
税
義
務
者
の
前
年
中
の
所
得
に
つ
い
て
、
附

則
第
１
９
項
、
附
則
第
２
２
項
、
附
則
第
２
８
項
、
附
則
第
３
１
項
、
附
則

第
３
５
項
、
附
則
第
３
５
項
の
５
又
は
附
則
第
３
６
項
の
１
２
の
規
定
の
適

用
を

受
け

る
と

き
は

、
第

２
６

条
の

６
第

２
項

に
規

定
す

る
特

例
控

除
額

は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
附
則
第
５
条
の
５
第
２
項
（
法
附
則

第
５

条
の

６
第

２
項

の
規

定
に

よ
り

読
み

替
え

て
適

用
さ

れ
る

場
合

を
含

む
。
）
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
と
す
る
。

（ 13 ）



改
正
後

改
正
前

（
個
人
の
市
民
税
の
寄
附
金
税
額
控
除
に
係
る
申
告
の
特
例
等
）

１
３
の
１
３
～
１
３
の
１
６

略
１
３
の
１
７

当
分
の
間
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
特
例
控
除
対

象
寄
附
金
を
支
出
し
、
か
つ
、
当
該
納
税
義
務
者
に
つ
い
て
附
則
第
１
３
項

の
１
５
の
規
定
に
よ
る
申
告
特
例
通
知
書
の
送
付
が
あ
っ
た
場
合
（
法
附
則

第
７
条
第
１
３
項
の
規
定
に
よ
り
な
か
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
を
除

く
。
）
に
は
、
法
附
則
第
７
条
の
２
第
４
項
（
法
附
則
第
７
条
の
３
第
３
項

又
は
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
に

規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
控
除
す
べ
き
額
を
、
第
２
６
条
の
６
第
１
項
及
び

第
２
項
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
の
所
得
割
の
額
か
ら
控
除
す
る
も
の
と
す

る
。

１
３
の
１
８
～
２
１

略
（
優
良
住
宅
地
の
造
成
等
の
た
め
に
土
地
等
を
譲
渡
し
た
場
合
の
長
期
譲
渡
所

得
に
係
る
市
民
税
の
課
税
の
特
例
）

２
１
の
２

略
２
１
の
３

前
項
の
規
定
は
、
昭
和
６
３

年
度
か
ら
令
和
１
１
年
度
ま
で
の
各

年
度
分
の
個
人
の
市
民
税
に
限
り
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
附

則
第
１
９
項
に
規
定
す
る
譲
渡
所
得
の
基
因
と
な
る
土
地
等
の
譲
渡
を
し
た

場
合
に
お
い
て
、
当
該
譲
渡
が
確
定
優
良
住
宅
地
等
予
定
地
の
た
め
の
譲
渡

（
法
附
則
第
３
４
条
の
２
第
６
項
に
規
定
す
る
確
定
優
良
住
宅
地
等
予
定
地

の
た
め
の
譲
渡
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
該
当
す
る
と

き
に
お
け
る
附
則
第
１
９
項
に
規
定
す
る
譲
渡
所
得
に
係
る
課
税
長
期
譲
渡

所
得
金
額
に
対
し
て
課
す
る
市
民
税
の
所
得
割
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
当
該
譲
渡
が
法
附
則
第
３
４
条
の
２
第
１
２
項
の
規
定
に

該
当
す
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
、
当
該
譲
渡
は
確
定
優
良
住
宅
地
等
予
定
地

の
た
め
の
譲
渡
で
は
な
か
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

２
１
の
３
の
２

略
２
１
の
４

附
則
第
２
１
項
の
２
（
附
則

第
２
１
項
の
３
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
場
合
に
お
い
て
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
、
租
税
特

別
措
置
法
第
３
１
条
の
２
第
２
項
第
１
３
号
か
ら
第
１
５
号
ま
で
に
掲
げ
る

（
個
人
の
市
民
税
の
寄
附
金
税
額
控
除
に
係
る
申
告
の
特
例
等
）

１
３
の
１
３
～
１
３
の
１
６

略
１
３
の
１
７

当
分
の
間
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
特
例
控
除
対

象
寄
附
金
を
支
出
し
、
か
つ
、
当
該
納
税
義
務
者
に
つ
い
て
附
則
第
１
３
項

の
１
５
の
規
定
に
よ
る
申
告
特
例
通
知
書
の
送
付
が
あ
っ
た
場
合
（
法
附
則

第
７
条
第
１
３
項
の
規
定
に
よ
り
な
か
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
を
除

く
。
）
に
は
、
法
附
則
第
７
条
の
２
第
４
項
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
控

除
す
べ
き
額
を
、
第
２
６
条
の
６
第
１
項
及
び
第
２
項
の
規
定
を
適
用
し
た

場
合
の
所
得
割
の
額
か
ら
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。

１
３
の
１
８
～
２
１

略
（
優
良
住
宅
地
の
造
成
等
の
た
め
に
土
地
等
を
譲
渡
し
た
場
合
の
長
期
譲
渡
所

得
に
係
る
市
民
税
の
課
税
の
特
例
）

２
１
の
２

略
２
１
の
３

前
項
の
規
定
は
、
昭
和
６
３
年
度
か
ら
令
和
１
１
年
度
ま
で
の
各

年
度
分
の
個
人
の
市
民
税
に
限
り
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
附

則
第
１
９
項
に
規
定
す
る
譲
渡
所
得
の
基
因
と
な
る
土
地
等
の
譲
渡
を
し
た

場
合
に
お
い
て
、
当
該
譲
渡
が
確
定
優
良
住
宅
地
等
予
定
地
の
た
め
の
譲
渡

（
法
附
則
第
３
４
条
の
２
第
５
項
に
規
定
す
る
確
定
優
良
住
宅
地
等
予
定
地

の
た
め
の
譲
渡
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
該
当
す
る
と

き
に
お
け
る
附
則
第
１
９
項
に
規
定
す
る
譲
渡
所
得
に
係
る
課
税
長
期
譲
渡

所
得
金
額
に
対
し
て
課
す
る
市
民
税
の
所
得
割
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
当
該
譲
渡
が
法
附
則
第
３
４
条
の
２
第
１
０
項
の
規
定
に

該
当
す
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
、
当
該
譲
渡
は
確
定
優
良
住
宅
地
等
予
定
地

の
た
め
の
譲
渡
で
は
な
か
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

２
１
の
３
の
２

略
２
１
の
４

削
除
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改
正
後

改
正
前

土
地
等
の
譲
渡
に
該
当
す
る
も
の
を
し
た
と
き
に
お
け
る
そ
の
譲
渡
を
し
た

土
地
等
が
そ
の
譲
渡
を
し
た
時
に
お
い
て
地
す
べ
り
等
防
止
法
（
昭
和
３
３

年
法
律
第
３
０
号
）
第
３
条
第
１
項
の
地
す
べ
り
防
止
区
域
、
急
傾
斜
地
の

崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
４
４
年
法
律
第
５
７
号
）

第
３
条
第
１
項
の
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お

け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
１
２
年
法
律
第
５

７
号
）
第
９
条
第
１
項
の
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
又
は
特
定
都
市
河
川
浸

水
被
害
対
策
法
（
平
成
１
５
年
法
律
第
７
７
号
）
第
５
６
条
第
１
項
の
浸
水

被
害
防
止
区
域
内
に
あ
る
と
き
は
、
当
該
土
地
等
の
譲
渡
は
、
附
則
第
２
１

項
の
２
又
は
附
則
第
２
１
項
の
３
に
規
定
す
る
優
良
住
宅
地
等
の
た
め
の
譲

渡
又
は
確
定
優
良
住
宅
地
等
予
定
地
の
た
め
の
譲
渡
に
該
当
し
な
い
も
の
と

み
な
す
。

２
１
の
５
～
３
５
の
６

略
（

特
定

暗
号

資
産

に
係

る
譲

渡
所

得
等

に
係

る
個

人
の

市
民

税
の

課
税

の
特

例
）

３
５
の
７

当
分
の
間
、
所
得
割
の
納
税

義
務
者
が
前
年
中
に
租
税
特
別
措
置

法
第
３
８
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
事
業
所
得
、
譲
渡
所
得
又
は
雑
所
得

を
有
す
る
場
合
に
は
、
当
該
事
業
所
得
、
譲
渡
所
得
及
び
雑
所
得
に
つ
い
て

は
、
第
２
６
条
第
１
項
及
び
第
２
項
並
び
に
第
２
６
条
の
３
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
他
の
所
得
と
区
分
し
、
前
年
中
の
当
該
事
業
所
得
の
金
額
、
譲
渡

所
得
の
金
額
及
び
雑
所
得
の
金
額
と
し
て
令
附
則
第
１
８
条
の
６
の
４
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
暗
号

資
産
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
特
定
暗
号
資
産

に
係
る
課
税
譲
渡
所
得
等
の
金
額
（
特
定
暗
号
資
産
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の

金
額
（
次
項
第
１
号
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
２
６
条
の

２
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）
を
い
う
。
）

の
１
０
０
分
の
３
に
相
当
す
る
金
額
に
相
当
す
る
市
民
税
の
所
得
割
を
課
す

る
。

３
５
の
８

前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る

場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
る
。

２
１
の
５
～
３
５
の
６

略

（ 15 ）



改
正
後

改
正
前

(1
)

第
２

６
条

の
２

の
規

定
の

適
用

に
つ

い
て

は
、

同
条

中
「

総
所

得
金

額
」
と
あ
る
の
は
、
「
総
所
得
金

額
、
附
則
第
３
５
項
の
７
に
規
定
す
る

特
定
暗
号
資
産
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
」
と
す
る
。

(2
)
第
２
６
条
の
５
か
ら
第
２
６
条

の
７
ま
で
、
第
２
６
条
の
８
第
１
項
及

び
附
則
第
１
３
項
の
１
０
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
２
６
条
の
５

中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は

「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
３
５
項
の

７
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得

割
の
額
」
と
、
第
２
６
条
の
６
第
１
項

前
段
、
第
２
６
条
の
７
、
第
２
６

条
の
８
第
１
項
及
び
附
則
第
１
３
項
の

１
０
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る

の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
３

５
項
の
７
の
規
定
に
よ
る
市
民
税

の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
２
６
条
の
６

第
１
項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」

と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則

第
３
５
項
の
７
の
規
定
に
よ
る
市

民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す

る
。

(3
)
第
２
７
条
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
同
条
中
「
又
は
山
林
所
得
金

額
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
山

林
所
得
金
額
又
は
附
則
第
３
５
項
の
７

に
規
定
す
る
特
定
暗
号
資
産
に
係

る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
」
と
、
「
若
し

く
は
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の

は
「
、
山
林
所
得
金
額
若
し
く
は
附
則

第
３

５
項

の
７

に
規

定
す

る
特

定
暗

号
資

産
に

係
る

譲
渡

所
得

等
の

金
額
」
と
す
る
。

(4
)
附
則
第
１
２
項
及
び
附
則
第
１

３
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
附

則
第
１
２
項
中
「
山
林
所
得
金
額

」
と
あ
る
の
は
「
山
林
所
得
金
額
並
び

に
附
則
第
３
５
項
の
７
に
規
定
す

る
特
定
暗
号
資
産
に
係
る
譲
渡
所
得
等

の
金
額
」
と
、
附
則
第
１
３
項
中

「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得

割
の
額
並
び
に
附
則
第
３
５
項
の

７
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の

額
」
と
す
る
。

３
６
か
ら
３
６
の
８
ま
で
～
４
３

略
３
６
か
ら
３
６
の
８
ま
で
～
４
３

略
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大村市印鑑登録及び証明に関する条例の改正概要（第５１号議案関係）

１ 改正の理由及び内容

出入国管理及び難民認定法等の改正により、在留カード（※１）又は特別永住者証明

書（※２）と個人番号カードの機能を一体化させた特定在留カード及び特定特別永住者

証明書の運用が開始されることから、印鑑登録証明書の交付の手続について、現行の

個人番号カードを使用する申請方法に加え、新たに特定在留カード及び特定特別永住

者証明書を使用する申請方法を追加するとともに、所要の条文整理を行う。

※１ 新規の上陸許可、在留資格の変更許可等の在留資格に係る許可の結果として日本に中長

期間在留する者に対して交付されるものをいう。

※２ 特別永住者の法的地位等を証明するものとして交付されるものをいう。

２ 施行期日

公布の日

改正前 改正後

窓口

登録証又は個人番号カードを提

示し、印鑑登録証明書の交付を

申請する。

登録証又は個人番号カード、特

定在留カード若しくは特定特別

永住者証明書を提示し、印鑑登

録証明書の交付を申請する。

多機能端末機

（コンビニ交

付サービス）

コンビニエンスストアなどに設

置されている多機能端末機のカ

ード置場に個人番号カード又は

個人番号カードの電子証明書と

同等のものを記録したスマート

フォンを置き、当該多機能端末

機に暗証番号その他必要な事項

を入力することにより、印鑑登

録証明書の交付を申請する。

コンビニエンスストアなどに設

置されている多機能端末機のカ

ード置場に個人番号カード、特

定在留カード若しくは特定特別

永住者証明書又はこれらの電子

証明書と同等のものを記録した

スマートフォンを置き、当該多

機能端末機に暗証番号その他必

要な事項を入力することによ

り、印鑑登録証明書の交付を申

請する。
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大
村
市
印
鑑
登
録
及
び
証
明
に
関
す
る
条
例
（
新
旧
対
照
表
）

改
正
後

改
正
前

（
印
鑑
登
録
証
明
書
の
交
付
）

第
１
４
条

略

２
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
登
録
者
が
自
ら
同
項
の
規
定
に
よ
る
申
請

を
す
る
と
き
は
、
登
録
証
に
代
え
て
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
（
行
政
手
続
に
お

け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平

成
２
５
年
法
律
第
２
７
号
）
第
２
条
第
７
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
特
定
在
留
カ
ー
ド
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認

定
法
（
昭
和
２
６
年
政
令
第
３
１
９
号
）
第
１
９
条
の
１
５
の
２
第
１
項
に

規
定
す
る
特
定
在
留
カ
ー
ド
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
特
定
特
別
永
住

者
証
明
書
（
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者

等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
（
平
成
３
年
法
律
第
７
１
号
）
第
１
６

条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
特
定
特
別
永
住
者
証
明
書
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
を
提
示
し
て
、
当
該
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
市
長
は
、
前
２
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
登
録
証
又
は

個
人
番
号
カ
ー
ド
、
特
定
在
留
カ
ー
ド
若
し
く
は
特
定
特
別
永
住
者
証
明
書

及
び
印
鑑
票
と
照
合
し
、
当
該
申
請
が
適
正
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
上
、

当
該
交
付
の
申
請
を
し
た
者
に
印
鑑
登
録
証
明
書
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
多
機
能
端
末
機
に
よ
る
印
鑑
登
録
証
明
書
の
交
付
）

第
１
４
条
の
２

前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
登
録
者
は
、
自
ら
多
機
能
端

末
機
（
本
市
の
電
子
計
算
機
と
電
気
通
信
回
線
で
接
続
さ
れ
た
端
末
機
で
あ

っ
て
、
証
明
書
等
を
自
動
的
に
交
付
す
る
機
能
を
有
す
る
も
の
を
い
う
。
）

に
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
、
特
定
在
留
カ
ー
ド
又
は
特
定
特
別
永
住
者
証
明
書

で
電
子
署
名
等
に
係
る
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
の
認
証
業
務

に
関
す
る
法
律
（
平
成
１
４
年
法
律
第
１
５
３
号
）
第
２
２
条
第
１
項
に
規

定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
用
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
が
記
録
さ
れ
て

（
印
鑑
登
録
証
明
書
の
交
付
）

第
１
４
条

略

２
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
登
録
者
が
自
ら
同
項
の
規
定
に
よ
る
申
請

を
す
る
と
き
は
、
登
録
証
に
代
え
て
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
（
行
政
手
続
に
お

け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平

成
２
５
年
法
律
第
２
７
号
）
第
２
条
第
７
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
提
示
し
て
、
当
該
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
市
長
は
、
前
２
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
登
録
証
又
は

個
人
番
号
カ
ー
ド
及
び
印
鑑
票
と
照
合
し
、
当
該
申
請
が
適
正
で
あ
る
こ
と

を
確
認
し
た
上
、
当
該
交
付
の
申
請
を
し
た
者
に
印
鑑
登
録
証
明
書
を
交
付

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
多
機
能
端
末
機
に
よ
る
印
鑑
登
録
証
明
書
の
交
付
）

第
１
４
条
の
２

前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
登
録
者
は
、
自
ら
多
機
能
端

末
機
（
本
市
の
電
子
計
算
機
と
電
気
通
信
回
線
で
接
続
さ
れ
た
端
末
機
で
あ

っ
て
、
証
明
書
等
を
自
動
的
に
交
付
す
る
機
能
を
有
す
る
も
の
を
い
う
。
）

に
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
で
電
子
署
名
等
に
係
る
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ

ム
機
構
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
１
４
年
法
律
第
１
５
３
号
）
第

２
２
条
第
１
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
用
利
用
者
証
明
用
電
子
証

明
書
が
記
録
さ
れ
て
い
る
も
の
又
は
移
動
端
末
設
備
（
電
気
通
信
事
業
法
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改
正
後

改
正
前

い
る
も
の
又
は
移
動
端
末
設
備
（
電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
５
９
年
法
律
第

８
６
号
）
第
１
２
条
の
２
第
４
項
第
３
号
ロ
に
規
定
す
る
移
動
端
末
設
備
を

い
う
。
）
で
電
子
署
名
等
に
係
る
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
の
認

証
業
務
に
関
す
る
法
律
第
３
５
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
移
動
端
末
設

備
用
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
が
記
録
さ
れ
て
い
る
も
の
を
使
用
し
て
、

暗
証
番
号
（
電
子
署
名
等
に
係
る
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
の
認

証
業
務
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
１
５
年
総
務
省
令
第
１
２
０
号
）

第
４
２
条
第
２
項
又
は
第
５
９
条
の
３
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
設
定
さ
れ

た
暗
証
番
号
を
い
う
。
）
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
入
力
す
る
こ
と
に
よ
り
、

印
鑑
登
録
証
明
書
の
交
付
を
申
請
し
、
そ
の
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
。

（
印
鑑
登
録
証
明
書
交
付
申
請
の
不
受
理
）

第
１
５
条

市
長
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
印
鑑
登

録
証
明
書
を
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

(
1
)
提
示
さ
れ
た
登
録
証
又
は
個
人
番
号
カ
ー
ド
、
特
定
在
留
カ
ー
ド
若
し

く
は
特
定
特
別
永
住
者
証
明
書
が
著
し
く
汚
損
又
は
毀
損
の
た
め
識
別

が
困
難
で
あ
る
と
き
。

(
2
)
・
(
3
)
略

（
昭
和
５
９
年
法
律
第
８
６
号
）
第
１
２
条
の
２
第
４
項
第
２
号
ロ
に
規
定

す
る
移
動
端
末
設
備
を
い
う
。
）
で
電
子
署
名
等
に
係
る
地
方
公
共
団
体
情

報
シ
ス
テ
ム
機
構
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
第
３
５
条
の
２
第
１
項
に

規
定
す
る
移
動
端
末
設
備
用
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
が
記
録
さ
れ
て

い
る
も
の
を
使
用
し
て
、
暗
証
番
号
（
電
子
署
名
等
に
係
る
地
方
公
共
団
体

情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
１
５
年

総
務
省
令
第
１
２
０
号
）
第
４
２
条
第
２
項
又
は
第
５
９
条
の
３
第
２
項
の

規
定
に
よ
り
設
定
さ
れ
た
暗
証
番
号
を
い
う
。
）
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
入

力
す
る
こ
と
に
よ
り
、
印
鑑
登
録
証
明
書
の
交
付
を
申
請
し
、
そ
の
交
付
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
印
鑑
登
録
証
明
書
交
付
申
請
の
不
受
理
）

第
１
５
条

市
長
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
印
鑑
登

録
証
明
書
を
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

(
1
)
提
示
さ
れ
た
登
録
証
又
は
個
人
番
号
カ
ー
ド
が
著
し
く
汚
損
又
は
毀

損
の
た
め
識
別
が
困
難
で
あ
る
と
き
。

(
2
)
・
(
3
)
略
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大
村
市
後
期
高
齢
者
医
療
に
関
す
る
条
例

（
新
旧
対
照
表
）

改
正
後

改
正
前

（
市
に
お
い
て
行
う
事
務
）

第
２
条

市
は
、
保
険
料
の
徴
収
並
び
に
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法

律
施
行
令
（
平
成
１
９
年
政
令
第
３
１
８
号
）
第
２
条
並
び
に
高
齢
者
の
医

療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
１
９
年
厚
生
労
働
省
令
第
１
２

９
号
）
第
６
条
及
び
第
７
条
に
規
定
す
る
事
務
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
務

を
行
う
も
の
と
す
る
。

(
1
)
～
(
7
)
略

(
8
)
略

（
市
に
お
い
て
行
う
事
務
）

第
２
条

市
は
、
保
険
料
の
徴
収
並
び
に
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法

律
施
行
令
（
平

成
１
９
年
政
令
第
３
１
８
号
）
第
２
条
並
び
に
高
齢
者
の
医

療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
１
９
年
厚
生
労
働
省
令
第
１
２

９
号
）
第
６
条

及
び
第
７
条
に
規
定
す
る
事
務
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
務

を
行
う
も
の
と
す
る
。

(
1
)
～
(
7
)
略

(
8
)

広
域

連
合

条
例

附
則

第
３

条
の

傷
病

手
当

金
の

支
給

に
係

る
申

請
書

の
提
出
の
受
付

(
9
)
略
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大村市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例等の改正概

要（第５３号議案関係）

１ 改正の理由

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（平成２６年厚生労働省令第６１

号）等の改正に伴い、以下の条例について、次のとおり改正を行うものである。

※改正する条例

①大村市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（第１条関係）

②大村市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例（第２条関係）

③大村市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例（第３条関係）

２ 改正の内容

(1) 満３歳以上限定小規模保育事業に係る基準の追加(第１条及び第２条の条例関係)

児童福祉法の改正により、従来の０歳から２歳までの児童を対象とする小規模

保育事業に加え、３歳から５歳までの児童を対象とする小規模保育事業（満３歳

以上限定小規模保育事業）が創設されたことに伴い、当該事業に係る基準を追加

する。

(2) 理学療法士等の配置に関する特例基準の追加（第１条の条例関係）

理学療法士等（※）で子育てに関する知識及び経験を有するものを小規模保育事

業所（小規模保育事業所Ｃ型を除く。）及び事業所内保育事業所において配置すべ

き保育士の数として事業所ごとに１名まで算定することができることとする特例

基準を追加する。

※ 理学療法士のほか、作業療法士、言語聴覚士、心理担当職員、障害児の療育に関する

知識及び経験を有する者で障害児の療育の指導を行う業務に５年以上従事した経験を

有するものをいう。

(3) 保育士の配置基準に係る経過措置の改正（第３条の条例関係）

満３歳以上満４歳に満たない児童に対し保育を提供する保育士及び保育従事者

の配置基準に係る経過措置の期間を以下のとおり改正する。

３ 施行期日

(1) 公布の日の翌日（２の(1)の改正）

(2) 公布の日（２の(2)及び(3)の改正）

改正前 改正後

当分の間 令和１０年３月３１日
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大
村
市
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
（
新
旧
対
照
表
）
（
第
１
条
関
係
）

改
正
後

改
正
前

（
定
義
）

第
２
条

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該

各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

(
1)
・
(
2
)
略

(
3)
幼
児

法
第
４
条
第
１
項
第
２
号
に
規
定
す
る
幼
児
の
う
ち
、
満
３
歳

に
満
た
な
い
者
（
法
第
６
条
の
３
第
９
項
第
２
号
、
同
条
第
１
０
項
第
２

号
、
同
条
第
１
１
項
第
２
号
若
し
く
は
同
条
第
１
２
項
第
２
号
の
規
定
に

基
づ
き
保
育
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
児
童
で
あ
っ
て
満
３
歳
以
上
の
も
の

に
つ
い
て
保
育
を
行
う
場
合
又
は
同
条
第
１
０
項
第
３
号
の
規
定
に
基
づ

き
保
育
を
必
要
と
す
る
児
童
で
あ
っ
て
満
３
歳
以
上
の
も
の
に
つ
い
て
保

育
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
満
３
歳
以
上
の
も
の
）
を
い
う
。

(
4)
～
(
9
)
略

（
保
育
所
等
と
の
連
携
）

第
６
条

家
庭
的
保
育
事
業
者
等
（
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
を
行
う
者
（
以
下

「
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
者
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
、
次
条

第
１
項
、
第
１
４
条
第
１
項
及
び
第
２
項
、
第
１
５
条
第
１
項
、
第
２
項
及

び
第
５
項
、
第
１
６
条
並
び
に
第
１
７
条
第
１
項
か
ら
第
３
項
ま
で
並
び
に

附
則
第
３
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
利
用
乳
幼
児
に
対
す
る
保
育
が
適
正

か
つ
確
実
に
行
わ
れ
、
及
び
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
に
よ
る
保
育
の
提
供
の

終
了
後
も
満
３
歳
以
上
の
児
童
に
対
し
て
必
要
な
教
育
（
教
育
基
本
法
（
平

成
１
８
年
法
律
第
１
２
０
号
）
第
６
条
第
１
項
に
規
定
す
る
法
律
に
定
め
る

学
校
に
お
い
て
行
わ
れ
る
教
育
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

又
は
保
育
が
継
続
的
に
提
供
さ
れ
る
よ
う
、
次
に
掲
げ
る
事
項
（
法
第
６
条

の
３
第
１
０
項
第
３
号
に
掲
げ
る
事
業
（
以
下
「
満
３
歳
以
上
限
定
小
規
模

保
育
事
業
」
と
い
う
。
）
を
行
う
事
業
者
（
以
下
「
満
３
歳
以
上
限
定
小
規

模
保
育
事
業
者
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
第
１
号
及
び
第
２
号
に
掲
げ

る
事
項
）
に
係
る
連
携
協
力
を
行
う
保
育
所
（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法

（
平
成
２
４
年
法
律
第
６
５
号
）
第
７
条
第
４
項
に
規
定
す
る
保
育
所
を
い

（
定
義
）

第
２
条

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該

各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

(
1)
・
(2
)
略

(
3)
幼
児

法
第
４
条
第
１
項
第
２
号
に
規
定
す
る
幼
児
の
う
ち
、
満
３
歳

に
満
た
な
い
者
（
法
第
６
条
の
３
第
９
項
第
２
号
、
同
条
第
１
０
項
第
２

号
、
同
条
第
１
１
項
第
２
号
又
は
同
条
第
１
２
項
第
２
号
の
規
定
に
基
づ

き
保
育
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
児
童
で
あ
っ
て
満
３
歳
以
上
の
も
の
に
つ

い
て
保
育
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
満
３
歳
に
満
た
な
い
者
及
び
当
該

３
歳
以
上
の
児
童
）
を
い
う
。

(
4)
～
(9
)
略

（
保
育
所
等
と
の
連
携
）

第
６
条

家
庭
的
保
育
事
業
者
等
（
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
を
行
う
者
（
以
下

「
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
者
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
、
次
条

第
１
項
、
第
１
４
条
第
１
項
及
び
第
２
項
、
第
１
５
条
第
１
項
、
第
２
項
及

び
第
５
項
、
第
１
６
条
並
び
に
第
１
７
条
第
１
項
か
ら
第
３
項
ま
で
並
び
に

附
則
第
３
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
利
用
乳
幼
児
に
対
す
る
保
育
が
適
正

か
つ
確
実
に
行
わ
れ
、
及
び
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
に
よ
る
保
育
の
提
供
の

終
了
後
も
満
３
歳
以
上
の
児
童
に
対
し
て
必
要
な
教
育
（
教
育
基
本
法
（
平

成
１
８
年
法
律
第
１
２
０
号
）
第
６
条
第
１
項
に
規
定
す
る
法
律
に
定
め
る

学
校
に
お
い
て
行
わ
れ
る
教
育
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

又
は
保
育
が
継
続
的
に
提
供
さ
れ
る
よ
う
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
連
携

協
力
を
行
う
保
育
所
（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成
２
４
年
法
律
第
６

５
号
）
第
７
条
第
４
項
に
規
定
す
る
保
育
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
幼

稚
園
（
同
項
に
規
定
す
る
幼
稚
園
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
認
定
こ
ど

も
園
（
同
項
に
規
定
す
る
認
定
こ
ど
も
園
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（
以
下

「
連
携
施
設
」
と
い
う
。
）
を
適
切
に
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
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改
正
後

改
正
前

う
。
以
下
同
じ
。
）
、
幼
稚
園
（
同
項
に
規
定
す
る
幼
稚
園
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
又
は
認
定
こ
ど
も
園
（
同
項
に
規
定
す
る
認
定
こ
ど
も
園
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
（
以
下
「
連
携
施
設
」
と
い
う
。
）
を
適
切
に
確
保
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
連
携
施
設
の
確
保
が
著
し
く
困
難
で
あ
る

と
市
が
認
め
る
地
域
に
お
い
て
家
庭
的
保
育
事
業
等
（
居
宅
訪
問
型
保
育
事

業
を
除
く
。
第
１
６
条
第
２
項
第
３
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
う
家
庭
的

保
育
事
業
者
等
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

(
1)
・
(
2
)
略

(
3)
当
該
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
（
満
３
歳
以
上
限
定
小
規
模
保
育
事
業
者

を
除
く
。
第
６
項
及
び
第
７
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
保
育
の
提
供

を
受
け
て
い
た
利
用
乳
幼
児
（
事
業
所
内
保
育
事
業
の
利
用
乳
幼
児
に
あ

っ
て
は
、
第
４
２
条
に
規
定
す
る
そ
の
他
の
乳
児
又
は
幼
児
に
限
る
。
以

下
こ
の
号
及
び
第
６
項
第
１
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
、
当
該
保
育
の
提

供
の
終
了
に
際
し
て
、
当
該
利
用
乳
幼
児
に
係
る
保
護
者
の
希
望
に
基
づ

き
、
引
き
続
き
当
該
連
携
施
設
に
お
い
て
受
け
入
れ
て
教
育
又
は
保
育
を

提
供
す
る
こ
と
。

２
～
６

略
７

前
項
（
第
２
号
に
該
当
す
る
場
合
に
限
る
。
）
の
場
合
に
お
い
て
、
家
庭

的
保
育
事
業
者
等
は
、
法
第
５
９
条
第
１
項
に
規
定
す
る
施
設
の
う
ち
次
に

掲
げ
る
も
の
（
入
所
定
員
が
２
０
人
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
又
は
満
３
歳

以
上
限
定
小
規
模
保
育
事
業
を
行
う
事
業
所
で
あ
っ
て
、
市
長
が
適
当
と
認

め
る
も
の
を
第
１
項
第
３
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
連
携
協
力
を
行
う
施
設

又
は
事
業
所
と
し
て
適
切
に
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
1)
・
(
2
)
略

（
家
庭
的
保
育
事
業
所
等
内
部
の
規
程
）

第
１
８
条

家
庭
的
保
育
事
業
者
等
は
、
次
に
掲
げ
る
事
業
の
運
営
に
つ
い
て

の
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
1)
～
(
5
)
略

(
6)
乳
児
及
び
幼
児
の
区
分
ご
と
の
利
用
定
員
（
満
３
歳
以
上
限
定
小
規
模

保
育
事
業
者
に
あ
っ
て
は
、
満
３
歳
以
上
の
幼
児
の
利
用
定
員
）

し
、
連
携
施
設
の
確
保
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
市
が
認
め
る
地
域
に
お
い

て
家
庭
的
保
育
事
業
等
（
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
を
除
く
。
第
１
６
条
第
２

項
第
３
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
う
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
に
つ
い
て

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

(
1)
・
(2
)
略

(
3)
当
該
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
に
よ
り
保
育
の
提
供
を
受
け
て
い
た
利
用

乳
幼
児
（
事
業
所
内
保
育
事
業
の
利
用
乳
幼
児
に
あ
っ
て
は
、
第
４
２
条

に
規
定
す
る
そ
の
他
の
乳
児
又
は
幼
児
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
６

項
第
１
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
、
当
該
保
育
の
提
供
の
終
了
に
際
し

て
、
当
該
利
用
乳
幼
児
に
係
る
保
護
者
の
希
望
に
基
づ
き
、
引
き
続
き
当

該
連
携
施
設
に
お
い
て
受
け
入
れ
て
教
育
又
は
保
育
を
提
供
す
る
こ
と
。

２
～
６

略
７

前
項
（
第
２
号
に
該
当
す
る
場
合
に
限
る
。
）
の
場
合
に
お
い
て
、
家
庭

的
保
育
事
業
者
等
は
、
法
第
５
９
条
第
１
項
に
規
定
す
る
施
設
の
う
ち
次
に

掲
げ
る
も
の
（
入
所
定
員
が
２
０
人
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、

市
長
が
適
当
と
認
め
る
も
の
を
第
１
項
第
３
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
連
携

協
力
を
行
う
施
設
と
し
て
適
切
に
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
1)
・
(2
)
略

（
家
庭
的
保
育
事
業
所
等
内
部
の
規
程
）

第
１
８
条

家
庭
的
保
育
事
業
者
等
は
、
次
に
掲
げ
る
事
業
の
運
営
に
つ
い
て

の
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
1)
～
(5
)
略

(
6)
乳
児
及
び
幼
児
の
区
分
ご
と
の
利
用
定
員
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改
正
後

改
正
前

(
7)
～
(
1
1)
略

第
２
７
条

小
規
模
保
育
事
業
は
、
小
規
模
保
育
事
業
Ａ
型
、
小
規
模
保
育
事

業
Ｂ
型
（
満
３
歳
以
上
限
定
小
規
模
保
育
事
業
を
除
く
。
）
及
び
小
規
模
保

育
事
業
Ｃ
型
（
満
３
歳
以
上
限
定
小
規
模
保
育
事
業
を
除
く
。
）
と
す
る
。

（
職
員
）

第
２
９
条

略
２

保
育
士
の
数
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め

る
数
の
合
計
数
に
１
を
加
え
た
数
以
上
と
す
る
。

(
1)
・
(
2
)
略

(
3)
満
３
歳
以
上
満
４
歳
に
満
た
な
い
児
童
（
法
第
６
条
の
３
第
１
０
項
第

２
号
又
は
第
３
号
の
規
定
に
基
づ
き
受
け
入
れ
る
場
合
に
限
る
。
次
号
に

お
い
て
同
じ
。
）

お
お
む
ね
１
５
人
に
つ
き
１
人

(
4)
略

３
前
項
に
規
定
す
る
保
育
士
の
数
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
小
規
模
保

育
事
業
所
Ａ
型
に
勤
務
す
る
保
健
師
、
看
護
師
又
は
准
看
護
師
（
以
下
「
看

護
師
等
」
と
い
う
。
）
を
、
１
人
に
限
り
、
保
育
士
と
み
な
す
こ
と
が
で
き

る
。

４
第
２
項
に
規
定
す
る
保
育
士
の
数
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
小
規
模

保
育
事
業
所
Ａ
型
に
勤
務
す
る
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
、
言
語
聴
覚

士
、
心
理
担
当
職
員
（
学
校
教
育
法
（
昭
和
２
２
年
法
律
第
２
６
号
）
の
規

定
に
よ
る
大
学
（
短
期
大
学
を
除
く
。
）
若
し
く
は
大
学
院
に
お
い
て
、
心

理
学
を
専
修
す
る
学
科
、
研
究
科
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
課
程
を
修
め

て
卒
業
し
た
者
で
あ
っ
て
、
個
人
及
び
集
団
心
理
療
法
の
技
術
を
有
す
る
も

の
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
を
い
う
。
）

又
は
障
害
児
の
療
育
に
関
す
る
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
、
障

害
児
の
療
育
の
指
導
を
行
う
業
務
に
５
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も

の
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
か
つ
、
子
育
て
に
関
す
る
知
識
及
び
経
験
を
有

す
る
者
（
以
下
「
特
定
理
学
療
法
士
等
」
と
い
う
。
）
を
、
１
人
に
限
り
、

保
育
士
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
特
定
理
学
療
法
士
等
が

(
7)
～
(1
1)
略

第
２
７
条

小
規
模
保
育
事
業
は
、
小
規
模
保
育
事
業
Ａ
型
、
小
規
模
保
育
事

業
Ｂ
型
及
び
小
規
模
保
育
事
業
Ｃ
型
と
す
る
。

（
職
員
）

第
２
９
条

略
２

保
育
士
の
数
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め

る
数
の
合
計
数
に
１
を
加
え
た
数
以
上
と
す
る
。

(
1)
・
(2
)
略

(
3)
満
３
歳
以
上
満
４
歳
に
満
た
な
い
児
童
（
法
第
６
条
の
３
第
１
０
項
第

２
号
の
規
定
に
基
づ
き
受
け
入
れ
る
場
合
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同

じ
。
）

お
お
む
ね
１
５
人
に
つ
き
１
人

(
4)
略

３
前
項
に
規
定
す
る
保
育
士
の
数
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
小
規
模
保

育
事
業
所
Ａ
型
に
勤
務
す
る
保
健
師
、
看
護
師
又
は
准
看
護
師
を
、
１
人
に

限
り
、
保
育
士
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
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改
正
後

改
正
前

保
育
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
小
規
模
保
育
事
業
所
Ａ
型
の
保
育
士

（
附
則
第
７
条
又
は
第
８
条
の
規
定
に
よ
り
保
育
士
と
み
な
さ
れ
る
者
を
除

く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
る
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
体
制

を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
前
２
項
の
規
定
に
よ
り
看
護
師
等
及
び
特
定
理
学
療
法
士
等
の
い
ず
れ
も

が
保
育
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
看
護
師
等
が
保
育
を
行
う
に
当
た
っ
て
、

当
該
小
規
模
保
育
事
業
所
Ａ
型
の
保
育
士
（
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る

支
援
を
行
う
保
育
士
を
除
く
。
）
に
よ
る
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
体

制
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
職
員
）

第
３
１
条

略
２

略
３

前
項
に
規
定
す
る
保
育
士
の
数
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
小
規
模
保

育
事
業
所
Ｂ
型
に
勤
務
す
る
看
護
師
等
を
、
１
人
に
限
り
、
保
育
士
と
み
な

す
こ
と
が
で
き
る
。

４
第
２
項
に
規
定
す
る
保
育
士
の
数
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
小
規
模

保
育
事
業
所
Ｂ
型
に
勤
務
す
る
特
定
理
学
療
法
士
等
を
、
１
人
に
限
り
、
保

育
士
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
特
定
理
学
療
法
士
等
が
保

育
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
小
規
模
保
育
事
業
所
Ｂ
型
の
保
育
士
に
よ

る
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
体
制
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
前
２
項
の
規
定
に
よ
り
看
護
師
等
及
び
特
定
理
学
療
法
士
等
の
い
ず
れ
も

が
保
育
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
看
護
師
等
が
保
育
を
行
う
に
当
た
っ
て
、

当
該
小
規
模
保
育
事
業
所
Ｂ
型
の
保
育
士
（
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る

支
援
を
行
う
保
育
士
を
除
く
。
）
に
よ
る
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
体

制
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
準
用
）

第
３
２
条

第
２
４
条
か
ら
第
２
６
条
ま
で
及
び
第
２
８
条
の
規
定
は
、
小
規

模
保
育
事
業
Ｂ
型
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
２
４
条

中
「
家
庭
的
保
育
事
業
を
行
う
者
（
次
条
及
び
第
２
６
条
に
お
い
て
「
家
庭

（
職
員
）

第
３
１
条

略
２

略
３

前
項
に
規
定
す
る
保
育
士
の
数
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
小
規
模
保

育
事
業
所
Ｂ
型
に
勤
務
す
る
保
健
師
、
看
護
師
又
は
准
看
護
師
を
、
１
人
に

限
り
、
保
育
士
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

（
準
用
）

第
３
２
条

第
２
４
条
か
ら
第
２
６
条
ま
で
及
び
第
２
８
条
の
規
定
は
、
小
規

模
保
育
事
業
Ｂ
型
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
２
４
条

中
「
家
庭
的
保
育
事
業
を
行
う
者
（
次
条
及
び
第
２
６
条
に
お
い
て
「
家
庭

（ 25 ）



改
正
後

改
正
前

的
保
育
事
業
者
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
小
規
模
保
育
事
業
Ｂ
型
を

行
う
者
（
第
３
２
条
に
お
い
て
準
用
す
る
次
条
及
び
第
２
６
条
に
お
い
て

「
小
規
模
保
育
事
業
者
（
Ｂ
型
）
」
と
い
う
。
）
」
と
、
第
２
５
条
及
び
第

２
６
条
中
「
家
庭
的
保
育
事
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
小
規
模
保
育
事
業
者

（
Ｂ
型
）
」
と
、
第
２
８
条
中
「
小
規
模
保
育
事
業
所
Ａ
型
」
と
あ
る
の
は

「
小
規
模
保
育
事
業
所
Ｂ
型
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
利
用
定
員
）

第
３
５
条

小
規
模
保
育
事
業
所
Ｃ
型
は
、
法
第
６
条
の
３
第
１
０
項
第
１
号

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
利
用
定
員
を
６
人
以
上
１
０
人
以
下
と
す

る
。

（
保
育
所
型
事
業
所
内
保
育
事
業
所
の
職
員
）

第
４
４
条

略
２

略
３

前
項
に
規
定
す
る
保
育
士
の
数
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
保
育
所
型

事
業
所
内
保
育
事
業
所
に
勤
務
す
る
看
護
師
等
を
１
人
に
限
り
、
保
育
士
と

み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

４
第
２
項
に
規
定
す
る
保
育
士
の
数
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
保
育
所

型
事
業
所
内
保
育
事
業
所
に
勤
務
す
る
特
定
理
学
療
法
士
等
を
、
１
人
に
限

り
、
保
育
士
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
特
定
理
学
療
法
士

等
が
保
育
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
保
育
所
型
事
業
所
内
保
育
事
業
所

の
保
育
士
（
附
則
第
７
条
又
は
第
８
条
の
規
定
に
よ
り
保
育
士
と
み
な
さ
れ

る
者
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
る
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
る
体
制
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
前
２
項
の
規
定
に
よ
り
看
護
師
等
及
び
特
定
理
学
療
法
士
等
の
い
ず
れ
も

が
保
育
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
看
護
師
等
が
保
育
を
行
う
に
当
た
っ
て
、

当
該
保
育
所
型
事
業
所
内
保
育
事
業
所
の
保
育
士
（
前
項
た
だ
し
書
の
規
定

に
よ
る
支
援
を
行
う
保
育
士
を
除
く
。
）
に
よ
る
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で

的
保
育
事
業
者
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
小
規
模
保
育
事
業
Ｂ
型
を

行
う
者
（
第
３
２
条
に
お
い
て
準
用
す
る
次
条
及
び
第
２
６
条
に
お
い
て

「
小
規
模
保
育
事
業
者
（
Ｂ
型
）
」
と
い
う
。
）
」
と
、
第
２
５
条
及
び
第

２
６
条
中
「
家
庭
的
保
育
事
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
小
規
模
保
育
事
業
者

（
Ｂ
型
）
」
と
、
第
２
８
条
中
「
小
規
模
保
育
事
業
所
Ａ
型
」
と
あ
る
の
は

「
小
規
模
保
育
事
業
所
Ｂ
型
」
と
、
同
条
第
４
号
中
「
次
号
並
び
に
第
３
３

条
第
４
号
及
び
第
５
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
３
２
条
に
お
い
て
準
用
す
る
次

号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
利
用
定
員
）

第
３
５
条

小
規
模
保
育
事
業
所
Ｃ
型
は
、
法
第
６
条
の
３
第
１
０
項
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
利
用
定
員
を
６
人
以
上
１
０
人
以
下
と
す
る
。

（
保
育
所
型
事
業
所
内
保
育
事
業
所
の
職
員
）

第
４
４
条

略
２

略
３

前
項
に
規
定
す
る
保
育
士
の
数
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
保
育
所
型

事
業
所
内
保
育
事
業
所
に
勤
務
す
る
保
健
師
、
看
護
師
又
は
准
看
護
師
を
１

人
に
限
り
、
保
育
士
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

（ 26 ）



改
正
後

改
正
前

き
る
体
制
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
小
規
模
型
事
業
所
内
保
育
事
業
所
の
職
員
）

第
４
７
条

略
２

略
３

前
項
に
規
定
す
る
保
育
士
の
数
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
小
規
模
型

事
業
所
内
保
育
事
業
所
に
勤
務
す
る
看
護
師
等
を
、
１
人
に
限
り
、
保
育
士

と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

４
第
２
項
に
規
定
す
る
保
育
士
の
数
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
小
規
模

型
事
業
所
内
保
育
事
業
所
に
勤
務
す
る
特
定
理
学
療
法
士
等
を
、
１
人
に
限

り
、
保
育
士
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
特
定
理
学
療
法
士

等
が
保
育
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
小
規
模
型
事
業
所
内
保
育
事
業
所

の
保
育
士
に
よ
る
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
体
制
を
確
保
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

５
前
２
項
の
規
定
に
よ
り
看
護
師
等
及
び
特
定
理
学
療
法
士
等
の
い
ず
れ
も

が
保
育
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
看
護
師
等
が
保
育
を
行
う
に
当
た
っ
て
、

当
該
小
規
模
型
事
業
所
内
保
育
事
業
所
の
保
育
士
（
前
項
た
だ
し
書
の
規
定

に
よ
る
支
援
を
行
う
保
育
士
を
除
く
。
）
に
よ
る
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
る
体
制
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
準
用
）

第
４
８
条

第
２
４
条
か
ら
第
２
６
条
ま
で
及
び
第
２
８
条
の
規
定
は
、
小
規

模
型
事
業
所
内
保
育
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第

２
４
条
中
「
家
庭
的
保
育
事
業
を
行
う
者
（
次
条
及
び
第
２
６
条
に
お
い
て

「
家
庭
的
保
育
事
業
者
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
第
４
７
条
第
１
項

に
規
定
す
る
小
規
模
型
事
業
所
内
保
育
事
業
を
行
う
者
（
第
４
８
条
に
お
い

て
準
用
す
る
次
条
及
び
第
２
６
条
に
お
い
て
「
小
規
模
型
事
業
所
内
保
育
事

業
者
」
と
い
う
。
）
」
と
、
第
２
５
条
及
び
第
２
６
条
中
「
家
庭
的
保
育
事

業
者
」
と
あ
る
の
は
「
小
規
模
型
事
業
所
内
保
育
事
業
者
」
と
、
第
２
８
条

中
「
小
規
模
保
育
事
業
所
Ａ
型
」
と
あ
る
の
は
「
小
規
模
型
事
業
所
内
保
育

事
業
所
」
と
、
同
条
第
１
号
中
「
調
理
設
備
」
と
あ
る
の
は
「
調
理
設
備

（
小
規
模
型
事
業
所
内
保
育
事
業
所
の
職
員
）

第
４
７
条

略
２

略
３

前
項
に
規
定
す
る
保
育
士
の
数
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
小
規
模
型

事
業
所
内
保
育
事
業
所
に
勤
務
す
る
保
健
師
、
看
護
師
又
は
准
看
護
師
を
、

１
人
に
限
り
、
保
育
士
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

（
準
用
）

第
４
８
条

第
２
４
条
か
ら
第
２
６
条
ま
で
及
び
第
２
８
条
の
規
定
は
、
小
規

模
型
事
業
所
内
保
育
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第

２
４
条
中
「
家
庭
的
保
育
事
業
を
行
う
者
（
次
条
及
び
第
２
６
条
に
お
い
て

「
家
庭
的
保
育
事
業
者
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
第
４
７
条
第
１
項

に
規
定
す
る
小
規
模
型
事
業
所
内
保
育
事
業
を
行
う
者
（
第
４
８
条
に
お
い

て
準
用
す
る
次
条
及
び
第
２
６
条
に
お
い
て
「
小
規
模
型
事
業
所
内
保
育
事

業
者
」
と
い
う
。
）
」
と
、
第
２
５
条
及
び
第
２
６
条
中
「
家
庭
的
保
育
事

業
者
」
と
あ
る
の
は
「
小
規
模
型
事
業
所
内
保
育
事
業
者
」
と
、
第
２
８
条

中
「
小
規
模
保
育
事
業
所
Ａ
型
」
と
あ
る
の
は
「
小
規
模
型
事
業
所
内
保
育

事
業
所
」
と
、
同
条
第
１
号
中
「
調
理
設
備
」
と
あ
る
の
は
「
調
理
設
備

（ 27 ）



改
正
後

改
正
前

（
当
該
小
規
模
型
事
業
所
内
保
育
事
業
所
を
設
置
し
及
び
管
理
す
る
事
業
主

が
事
業
場
に
附
属
し
て
設
置
す
る
炊
事
場
を
含
む
。
第
４
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

附
則

（
連
携
施
設
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
３
条

家
庭
的
保
育
事
業
者
等
（
満
３
歳
以
上
限
定
小
規
模
保
育
事
業
者
及

び
特
例
保
育
所
型
事
業
所
内
保
育
事
業
者
を
除
く
。
）
は
、
連
携
施
設
の
確

保
が
著
し
く
困
難
で
あ
っ
て
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
第
５
９
条
第
４
号

に
規
定
す
る
事
業
に
よ
る
支
援
そ
の
他
の
必
要
か
つ
適
切
な
支
援
を
行
う
こ

と
が
で
き
る
と
市
が
認
め
る
場
合
は
、
第
６
条
第
１
項
本
文
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
１
５
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
、
連
携

施
設
の
確
保
を
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

（
小
規
模
保
育
事
業
所
Ａ
型
及
び
保
育
所
型
事
業
所
内
保
育
事
業
所
の
職
員
配

置
に
係
る
特
例
）

第
６
条

保
育
の
需
要
に
応
ず
る
に
足
り
る
保
育
所
、
認
定
こ
ど
も
園
（
子
ど

も
・
子
育
て
支
援
法
第
２
７
条
第
１
項
の
確
認
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。
）

又
は
家
庭
的
保
育
事
業
等
（
満
３
歳
以
上
限
定
小
規
模
保
育
事
業
を
除

く
。
）
が
不
足
し
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
当
分
の
間
、
第
２
９
条
第
２
項
各

号
又
は
第
４
４
条
第
２
項
各
号
に
定
め
る
数
の
合
計
数
が
１
と
な
る
と
き

は
、
第
２
９
条
第
２
項
又
は
第
４
４
条
第
２
項
に
規
定
す
る
保
育
士
の
数
は

１
人
以
上
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
配
置
さ
れ
る
保
育
士
の
数
が

１
人
と
な
る
と
き
は
、
当
該
保
育
士
に
加
え
て
、
保
育
士
と
同
等
の
知
識
及

び
経
験
を
有
す
る
と
市
長
が
認
め
る
者
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
９
条

前
２
条
の
規
定
を
適
用
す
る
と
き
は
、
保
育
士
（
法
第
１
８
条
の
１

８
第
１
項
の
登
録
を
受
け
た
者
を
い
い
、
第
２
９
条
第
３
項
若
し
く
は
第
４

項
、
第
４
４
条
第
３
項
若
し
く
は
第
４
項
又
は
前
２
条
の
規
定
に
よ
り
保
育

（
当
該
小
規
模
型
事
業
所
内
保
育
事
業
所
を
設
置
し
及
び
管
理
す
る
事
業
主

が
事
業
場
に
附
属
し
て
設
置
す
る
炊
事
場
を
含
む
。
第
４
８
条
に
お
い
て
準

用
す
る
第
４
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
同
条
第
４
号
中
「
次
号
並
び
に

第
３
３
条
第
４
号
及
び
第
５
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
４
８
条
に
お
い
て
準
用

す
る
次
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

附
則

（
連
携
施
設
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
３
条

家
庭
的
保
育
事
業
者
等
（
特
例
保
育
所
型
事
業
所
内
保
育
事
業
者
を

除
く
。
）
は
、
連
携
施
設
の
確
保
が
著
し
く
困
難
で
あ
っ
て
、
子
ど
も
・
子

育
て
支
援
法
第
５
９
条
第
４
号
に
規
定
す
る
事
業
に
よ
る
支
援
そ
の
他
の
必

要
か
つ
適
切
な
支
援
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
市
が
認
め
る
場
合
は
、
第
６

条
第
１
項
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
１
５
年
を

経
過
す
る
日
ま
で
の
間
、
連
携
施
設
の
確
保
を
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

（
小
規
模
保
育
事
業
所
Ａ
型
及
び
保
育
所
型
事
業
所
内
保
育
事
業
所
の
職
員
配

置
に
係
る
特
例
）

第
６
条

保
育
の
需
要
に
応
ず
る
に
足
り
る
保
育
所
、
認
定
こ
ど
も
園
（
子
ど

も
・
子
育
て
支
援
法
第
２
７
条
第
１
項
の
確
認
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。
）

又
は
家
庭
的
保
育
事
業
等
が
不
足
し
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
当
分
の
間
、
第

２
９
条
第
２
項
各
号
又
は
第
４
４
条
第
２
項
各
号
に
定
め
る
数
の
合
計
数
が

１
と
な
る
と
き
は
、
第
２
９
条
第
２
項
又
は
第
４
４
条
第
２
項
に
規
定
す
る

保
育
士
の
数
は
１
人
以
上
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
配
置
さ
れ
る

保
育
士
の
数
が
１
人
と
な
る
と
き
は
、
当
該
保
育
士
に
加
え
て
、
保
育
士
と

同
等
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
と
市
長
が
認
め
る
者
を
置
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

第
９
条

前
２
条
の
規
定
を
適
用
す
る
と
き
は
、
保
育
士
（
法
第
１
８
条
の
１

８
第
１
項
の
登
録
を
受
け
た
者
を
い
い
、
第
２
９
条
第
３
項
若
し
く
は
第
４

４
条
第
３
項
又
は
前
２
条
の
規
定
に
よ
り
保
育
士
と
み
な
さ
れ
る
者
を
除
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改
正
後

改
正
前

士
と
み
な
さ
れ
る
者
を
除
く
。
）
を
、
前
２
条
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の

と
し
た
場
合
の
第
２
９
条
第
２
項
又
は
第
４
４
条
第
２
項
に
よ
り
算
定
さ
れ

る
保
育
士
の
数
の
３
分
の
２
以
上
、
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

く
。
）
を
、
保
育
士
の
数
（
前
２
条
の
規
定
の
適
用
が
な
い
と
し
た
場
合
の

第
２
９
条
第
２
項
又
は
第
４
４
条
第
２
項
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
も
の
を
い

う
。
）
の
３
分
の
２
以
上
、
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（ 29 ）



大
村
市
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
の
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
（
新
旧
対
照
表
）
（
第
２
条
関
係
）

改
正
後

改
正
前

目
次 第
１
章
・
第
２
章

略
第
３
章

特
定
地
域
型
保
育
事
業
の
運
営
に
関
す
る
基
準

第
１
節
・
第
２
節

略
第
３
節

特
例
地
域
型
保
育
給
付
費
に
関
す
る
基
準
（
第
５
１
条
～
第
５

２
条
）

第
４
章

略
附
則

（
定
義
）

第
２
条

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該

各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

(
1)
～
(
5
)
略

(
6)
満
３
歳
未
満
等
小
規
模
保
育
事
業

児
童
福
祉
法
第
６
条
の
３
第
１
０

項
に
規
定
す
る
小
規
模
保
育
事
業
（
同
項
第
３
号
に
掲
げ
る
事
業
を
除

く
。
）
を
い
う
。

(
6)
の
２
満
３
歳
以
上
限
定
小
規
模
保
育
事
業

児
童
福
祉
法
第
６
条
の
３

第
１
０
項
に
規
定
す
る
小
規
模
保
育
事
業
（
同
項
第
３
号
に
掲
げ
る
事
業

に
限
る
。
）
を
い
う
。

(
7)
～
(
1
1)
略

(
11
)
の
２
教
育
認
定
子
ど
も

法
第
２
７
条
第
１
項
に
規
定
す
る
教
育
認
定

子
ど
も
を
い
う
。

(
11
)
の
３
満
３
歳
以
上
保
育
認
定
子
ど
も

法
第
２
７
条
第
１
項
に
規
定
す

る
満
３
歳
以
上
保
育
認
定
子
ど
も
を
い
う
。

(
11
)
の
４
保
育
認
定
子
ど
も

法
第
２
９
条
第
２
項
に
規
定
す
る
保
育
認
定

子
ど
も
を
い
う
。

(
12
)
～
(
21
)
略

(
22
)
特
定
地
域
型
保
育
事
業

法
第
４
３
条
第
４
項
に
規
定
す
る
特
定
地
域

型
保
育
事
業
を
い
う
。

目
次 第
１
章
・
第
２
章

略
第
３
章

特
定
地
域
型
保
育
事
業
の
運
営
に
関
す
る
基
準

第
１
節
・
第
２
節

略
第
３
節

特
例
地
域
型
保
育
給
付
費
に
関
す
る
基
準
（
第
５
１
条
・
第
５

２
条
）

第
４
章

略
附
則

（
定
義
）

第
２
条

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該

各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

(
1)
～
(5
)
略

(
6)
小
規
模
保
育
事
業

児
童
福
祉
法
第
６
条
の
３
第
１
０
項
に
規
定
す
る

小
規
模
保
育
事
業
を
い
う
。

(
7)
～
(1
1)
略

(
12
)
～
(
21
)
略

(
22
)
特
定
地
域
型
保
育
事
業

法
第
４
３
条
第
２
項
に
規
定
す
る
特
定
地
域

型
保
育
事
業
を
い
う
。

（ 30 ）



改
正
後

改
正
前

(
23
)
～
(
28
)
略

（
正
当
な
理
由
の
な
い
提
供
拒
否
の
禁
止
等
）

第
６
条

略
２

特
定
教
育
・
保
育
施
設
（
認
定
こ
ど
も
園
又
は
幼
稚
園
に
限
る
。
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
利
用
の
申
込
み
に
係
る
法
第
１
９
条
第
１
号

に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
及
び
当
該
特
定
教
育
・
保
育
施
設
を
現
に

利
用
し
て
い
る
教
育
認
定
子
ど
も
の
総
数
が
、
当
該
特
定
教
育
・
保
育
施
設

の
同
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
区
分
に
係
る
利
用
定
員
の
総
数

を
超
え
る
場
合
に
お
い
て
は
、
抽
選
、
申
込
み
を
受
け
た
順
序
に
よ
り
決
定

す
る
方
法
、
当
該
特
定
教
育
・
保
育
施
設
の
設
置
者
の
教
育
・
保
育
に
関
す

る
理
念
、
基
本
方
針
等
に
基
づ
く
選
考
そ
の
他
公
正
な
方
法
に
よ
り
選
考
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
特
定
教
育
・
保
育
施
設
（
認
定
こ
ど
も
園
又
は
保
育
所
に
限
る
。
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
利
用
の
申
込
み
に
係
る
法
第
１
９
条
第
２
号

又
は
第
３
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
及
び
当
該
特
定
教
育
・
保
育

施
設
を
現
に
利
用
し
て
い
る
満
３
歳
以
上
保
育
認
定
子
ど
も
又
は
満
３
歳
未

満
保
育
認
定
子
ど
も
（
特
定
満
３
歳
以
上
保
育
認
定
子
ど
も
を
除
く
。
）
の

総
数
が
、
当
該
特
定
教
育
・
保
育
施
設
の
同
条
第
２
号
又
は
第
３
号
に
掲
げ

る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
区
分
に
係
る
利
用
定
員
の
総
数
を
超
え
る
場
合

に
お
い
て
は
、
教
育
・
保
育
給
付
認
定
に
基
づ
き
、
保
育
の
必
要
の
程
度
及

び
家
族
等
の
状
況
を
勘
案
し
、
保
育
を
受
け
る
必
要
性
が
高
い
と
認
め
ら
れ

る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
が
優
先
的
に
利
用
で
き
る
よ
う
、
選
考
す

る
も
の
と
す
る
。

４
・
５

略

（
あ
っ
せ
ん
、
調
整
及
び
要
請
に
対
す
る
協
力
）

第
７
条

略
２

特
定
教
育
・
保
育
施
設
（
認
定
こ
ど
も
園
又
は
保
育
所
に
限
る
。
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
保
育
認
定
子
ど
も
に
係
る
当
該
特
定
教
育
・

(
23
)
～
(
28
)
略

（
正
当
な
理
由
の
な
い
提
供
拒
否
の
禁
止
等
）

第
６
条

略
２

特
定
教
育
・
保
育
施
設
（
認
定
こ
ど
も
園
又
は
幼
稚
園
に
限
る
。
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
利
用
の
申
込
み
に
係
る
法
第
１
９
条
第
１
号

に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
及
び
当
該
特
定
教
育
・
保
育
施
設
を
現
に

利
用
し
て
い
る
同
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
該
当
す
る
教
育
・

保
育
給
付
認
定
子
ど
も
の
総
数
が
、
当
該
特
定
教
育
・
保
育
施
設
の
同
号
に

掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
区
分
に
係
る
利
用
定
員
の
総
数
を
超
え
る

場
合
に
お
い
て
は
、
抽
選
、
申
込
み
を
受
け
た
順
序
に
よ
り
決
定
す
る
方

法
、
当
該
特
定
教
育
・
保
育
施
設
の
設
置
者
の
教
育
・
保
育
に
関
す
る
理

念
、
基
本
方
針
等
に
基
づ
く
選
考
そ
の
他
公
正
な
方
法
に
よ
り
選
考
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

３
特
定
教
育
・
保
育
施
設
（
認
定
こ
ど
も
園
又
は
保
育
所
に
限
る
。
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
利
用
の
申
込
み
に
係
る
法
第
１
９
条
第
２
号

又
は
第
３
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
及
び
当
該
特
定
教
育
・
保
育

施
設
を
現
に
利
用
し
て
い
る
同
条
第
２
号
又
は
第
３
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就

学
前
子
ど
も
に
該
当
す
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
の
総
数
が
、
当
該

特
定
教
育
・
保
育
施
設
の
同
条
第
２
号
又
は
第
３
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学

前
子
ど
も
の
区
分
に
係
る
利
用
定
員
の
総
数
を
超
え
る
場
合
に
お
い
て
は
、

教
育
・
保
育
給
付
認
定
に
基
づ
き
、
保
育
の
必
要
の
程
度
及
び
家
族
等
の
状

況
を
勘
案
し
、
保
育
を
受
け
る
必
要
性
が
高
い
と
認
め
ら
れ
る
教
育
・
保
育

給
付
認
定
子
ど
も
が
優
先
的
に
利
用
で
き
る
よ
う
、
選
考
す
る
も
の
と
す

る
。

４
・
５

略

（
あ
っ
せ
ん
、
調
整
及
び
要
請
に
対
す
る
協
力
）

第
７
条

略
２

特
定
教
育
・
保
育
施
設
（
認
定
こ
ど
も
園
又
は
保
育
所
に
限
る
。
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
法
第
１
９
条
第
２
号
又
は
第
３
号
に
掲
げ
る
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改
正
後

改
正
前

保
育
施
設
の
利
用
に
つ
い
て
児
童
福
祉
法
第
２
４
条
第
３
項
（
同
法
附
則
第

７
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

規
定
に
よ
り
市
町
村
が
行
う
調
整
及
び
要
請
に
対
し
、
で
き
る
限
り
協
力
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
利
用
者
負
担
額
等
の
受
領
）

第
１
３
条

略
２
・
３

略
４

特
定
教
育
・
保
育
施
設
は
、
前
３
項
の
支
払
を
受
け
る
額
の
ほ
か
、
特
定

教
育
・
保
育
に
お
い
て
提
供
さ
れ
る
便
宜
に
要
す
る
費
用
の
う
ち
、
次
に
掲

げ
る
費
用
の
額
の
支
払
を
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
か
ら
受
け
る
こ
と

が
で
き
る
。

(
1)
・
(
2
)
略

(
3)
食
事
の
提
供
（
次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
要
す
る
費
用

ア
次
の
(
ｱ
)
又
は
(
ｲ
)
に
掲
げ
る
満
３
歳
以
上
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子

ど
も
の
う
ち
、
そ
の
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
及
び
当
該
教
育
・

保
育
給
付
認
定
保
護
者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
に
係
る
市
町
村
民

税
所
得
割
合
算
額
が
そ
れ
ぞ
れ
(
ｱ
)
又
は
(
ｲ
)
に
定
め
る
金
額
未
満
で
あ

る
も
の
に
対
す
る
副
食
の
提
供

(
ｱ)
教
育
認
定
子
ど
も

７
７
，
１
０
１
円

(
ｲ
)
満
３
歳
以
上
保
育
認
定
子
ど
も
（
特
定
満
３
歳
以
上
保
育
認
定
子

ど
も
を
除
く
。
イ
(
ｲ
)
に
お
い
て
同
じ
。
）

５
７
，
７
０
０
円
（
令

第
４
条
第
２
項
第
６
号
に
規
定
す
る
特
定
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保

護
者
に
あ
っ
て
は
、
７
７
，
１
０
１
円
）

イ
次
の
(
ｱ
)
又
は
(
ｲ
)
に
掲
げ
る
満
３
歳
以
上
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子

ど
も
の
う
ち
、
負
担
額
算
定
基
準
子
ど
も
又
は
小
学
校
第
３
学
年
修
了

前
子
ど
も
（
小
学
校
、
義
務
教
育
学
校
の
前
期
課
程
又
は
特
別
支
援
学

校
の
小
学
部
の
第
１
学
年
か
ら
第
３
学
年
ま
で
に
在
籍
す
る
子
ど
も
を

小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
該
当
す
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
に
係
る

当
該
特
定
教
育
・
保
育
施
設
の
利
用
に
つ
い
て
児
童
福
祉
法
第
２
４
条
第
３

項
（
同
法
附
則
第
７
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
行
う
調
整
及
び
要
請
に
対
し
、
で

き
る
限
り
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
利
用
者
負
担
額
等
の
受
領
）

第
１
３
条

略
２
・
３

略
４

特
定
教
育
・
保
育
施
設
は
、
前
３
項
の
支
払
を
受
け
る
額
の
ほ
か
、
特
定

教
育
・
保
育
に
お
い
て
提
供
さ
れ
る
便
宜
に
要
す
る
費
用
の
う
ち
、
次
に
掲

げ
る
費
用
の
額
の
支
払
を
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
か
ら
受
け
る
こ
と

が
で
き
る
。

(
1)
・
(2
)
略

(
3)
食
事
の
提
供
（
次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
要
す
る
費
用

ア
次
の
(
ｱ
)
又
は
(
ｲ
)
に
掲
げ
る
満
３
歳
以
上
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子

ど
も
の
う
ち
、
そ
の
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
及
び
当
該
教
育
・

保
育
給
付
認
定
保
護
者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
に
係
る
市
町
村
民

税
所
得
割
合
算
額
が
そ
れ
ぞ
れ
(
ｱ
)
又
は
(
ｲ
)
に
定
め
る
金
額
未
満
で
あ

る
も
の
に
対
す
る
副
食
の
提
供

(
ｱ
)
法
第
１
９
条
第
１
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
該
当
す

る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も

７
７
，
１
０
１
円

(
ｲ
)
法
第
１
９
条
第
２
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
該
当
す

る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
（
特
定
満
３
歳
以
上
保
育
認
定
子

ど
も
を
除
く
。
イ
(
ｲ
)
に
お
い
て
同
じ
。
）

５
７
，
７
０
０
円
（
令

第
４
条
第
２
項
第
６
号
に
規
定
す
る
特
定
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保

護
者
に
あ
っ
て
は
、
７
７
，
１
０
１
円
）

イ
次
の
(
ｱ
)
又
は
(
ｲ
)
に
掲
げ
る
満
３
歳
以
上
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子

ど
も
の
う
ち
、
負
担
額
算
定
基
準
子
ど
も
又
は
小
学
校
第
３
学
年
修
了

前
子
ど
も
（
小
学
校
、
義
務
教
育
学
校
の
前
期
課
程
又
は
特
別
支
援
学

校
の
小
学
部
の
第
１
学
年
か
ら
第
３
学
年
ま
で
に
在
籍
す
る
子
ど
も
を
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改
正
後

改
正
前

い
う
。
以
下
こ
の
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
同
一
の
世
帯
に
３
人
以
上

い
る
場
合
に
そ
れ
ぞ
れ
(
ｱ
)
又
は
(
ｲ
)
に
定
め
る
者
に
該
当
す
る
も
の
に

対
す
る
副
食
の
提
供
（
ア
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

(
ｱ
)
教
育
認
定
子
ど
も

負
担
額
算
定
基
準
子
ど
も
又
は
小
学
校
第
３

学
年
修
了
前
子
ど
も
（
そ
の
う
ち
最
年
長
者
及
び
２
番
目
の
年
長
者

で
あ
る
者
を
除
く
。
）
で
あ
る
者

(
ｲ
)
満
３
歳
以
上
保
育
認
定
子
ど
も

負
担
額
算
定
基
準
子
ど
も
（
そ

の
う
ち
最
年
長
者
及
び
２
番
目
の
年
長
者
で
あ
る
者
を
除
く
。
）
で

あ
る
者

ウ
略

(
4)
・
(
5
)
略

５
・
６

略

（
特
別
利
用
保
育
の
基
準
）

第
３
５
条

特
定
教
育
・
保
育
施
設
（
保
育
所
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
同
じ
。
）
が
教
育
認
定
子
ど
も
に
対
し
特
別
利
用
保
育
を
提
供
す
る
場
合

に
は
、
法
第
３
４
条
第
１
項
第
３
号
に
規
定
す
る
基
準
を
遵
守
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２
特
定
教
育
・
保
育
施
設
が
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
利
用
保
育
を
提
供

す
る
場
合
に
は
、
当
該
特
別
利
用
保
育
に
係
る
教
育
認
定
子
ど
も
及
び
当
該

特
定
教
育
・
保
育
施
設
を
現
に
利
用
し
て
い
る
満
３
歳
以
上
保
育
認
定
子
ど

も
の
総
数
が
、
第
４
条
第
２
項
第
３
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
法
第
１

９
条
第
２
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
係
る
利
用
定
員
の
総
数
を

超
え
な
い
も
の
と
す
る
。

３
特
定
教
育
・
保
育
施
設
が
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
利
用
保
育
を
提

供
す
る
場
合
に
は
、
特
定
教
育
・
保
育
に
は
特
別
利
用
保
育
を
、
施
設
型
給

い
う
。
以
下
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
同
一
の
世
帯
に
３
人
以
上
い
る

場
合
に
そ
れ
ぞ
れ
(
ｱ
)
又
は
(
ｲ
)
に
定
め
る
者
に
該
当
す
る
も
の
に
対
す

る
副
食
の
提
供
（
ア
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

(
ｱ
)
法
第
１
９
条
第
１
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
該
当
す

る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も

負
担
額
算
定
基
準
子
ど
も
又
は

小
学
校
第
３
学
年
修
了
前
子
ど
も
（
そ
の
う
ち
最
年
長
者
及
び
２
番

目
の
年
長
者
で
あ
る
者
を
除
く
。
）
で
あ
る
者

(
ｲ
)
法
第
１
９
条
第
２
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
該
当
す

る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も

負
担
額
算
定
基
準
子
ど
も
（
そ

の
う
ち
最
年
長
者
及
び
２
番
目
の
年
長
者
で
あ
る
者
を
除
く
。
）
で

あ
る
者

ウ
略

(
4)
・
(5
)
略

５
・
６

略

（
特
別
利
用
保
育
の
基
準
）

第
３
５
条

特
定
教
育
・
保
育
施
設
（
保
育
所
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
同
じ
。
）
が
法
第
１
９
条
第
１
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
該

当
す
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
に
対
し
特
別
利
用
保
育
を
提
供
す
る

場
合
に
は
、
法
第
３
４
条
第
１
項
第
３
号
に
規
定
す
る
基
準
を
遵
守
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

２
特
定
教
育
・
保
育
施
設
が
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
利
用
保
育
を
提
供

す
る
場
合
に
は
、
当
該
特
別
利
用
保
育
に
係
る
法
第
１
９
条
第
１
号
に
掲
げ

る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
該
当
す
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
及
び

当
該
特
定
教
育
・
保
育
施
設
を
現
に
利
用
し
て
い
る
同
条
第
２
号
に
掲
げ
る

小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
該
当
す
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
の
総
数

が
、
第
４
条
第
２
項
第
３
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
法
第
１
９
条
第
２

号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
係
る
利
用
定
員
の
総
数
を
超
え
な
い

も
の
と
す
る
。

３
特
定
教
育
・
保
育
施
設
が
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
利
用
保
育
を
提

供
す
る
場
合
に
は
、
特
定
教
育
・
保
育
に
は
特
別
利
用
保
育
を
、
施
設
型
給
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改
正
後

改
正
前

付
費
に
は
特
例
施
設
型
給
付
費
（
法
第
２
８
条
第
１
項
の
特
例
施
設
型
給
付

費
を
い
う
。
次
条
第
３
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
、
そ
れ
ぞ
れ
含
む
も
の
と

し
て
、
本
章
（
第
６
条
第
３
項
及
び
第
７
条
第
２
項
を
除
く
。
）
の
規
定
を

適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
６
条
第
２
項
中
「
特
定
教
育
・
保
育

施
設
（
認
定
こ
ど
も
園
又
は
幼
稚
園
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
教
育
・
保
育
施
設
（
特
別
利
用
保
育
を
提
供

し
て
い
る
施
設
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
「
教
育

認
定
子
ど
も
」
と
あ
る
の
は
「
教
育
認
定
子
ど
も
又
は
満
３
歳
以
上
保
育
認

定
子
ど
も
」
と
、
「
同
号
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
２
号
」
と
、
第
１
３
条

第
２
項
中
「
法
第
２
７
条
第
３
項
第
１
号
に
掲
げ
る
額
」
と
あ
る
の
は
「
法

第
２
８
条
第
２
項
第
２
号
の
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
算
定
し

た
費
用
の
額
」
と
、
同
条
第
４
項
第
３
号
イ
(
ｱ
)
中
「
教
育
認
定
子
ど
も
」
と

あ
る
の
は
「
教
育
認
定
子
ど
も
（
特
別
利
用
保
育
を
受
け
る
者
を
除

く
。
）
」
と
、
同
号
イ
(
ｲ
)中
「
満
３
歳
以
上
保
育
認
定
子
ど
も
」
と
あ
る
の

は
「
満
３
歳
以
上
保
育
認
定
子
ど
も
（
特
別
利
用
保
育
を
受
け
る
者
を
含

む
。
）
」
と
す
る
。

（
特
別
利
用
教
育
の
基
準
）

第
３
６
条

特
定
教
育
・
保
育
施
設
（
幼
稚
園
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
同
じ
。
）
が
満
３
歳
以
上
保
育
認
定
子
ど
も
に
対
し
、
特
別
利
用
教
育
を

提
供
す
る
場
合
に
は
、
法
第
３
４
条
第
１
項
第
２
号
に
規
定
す
る
基
準
を
遵

守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
特
定
教
育
・
保
育
施
設
が
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
利
用
教
育
を
提
供

す
る
場
合
に
は
、
当
該
特
別
利
用
教
育
に
係
る
満
３
歳
以
上
保
育
認
定
子
ど

も
及
び
当
該
特
定
教
育
・
保
育
施
設
を
現
に
利
用
し
て
い
る
教
育
認
定
子
ど

も
の
総
数
が
、
第
４
条
第
２
項
第
２
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
法
第
１

９
条
第
１
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
係
る
利
用
定
員
の
総
数
を

超
え
な
い
も
の
と
す
る
。

付
費
に
は
特
例
施
設
型
給
付
費
（
法
第
２
８
条
第
１
項
の
特
例
施
設
型
給
付

費
を
い
う
。
次
条
第
３
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
、
そ
れ
ぞ
れ
含
む
も
の
と

し
て
、
本
章
（
第
６
条
第
３
項
及
び
第
７
条
第
２
項
を
除
く
。
）
の
規
定
を

適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
６
条
第
２
項
中
「
特
定
教
育
・
保
育

施
設
（
認
定
こ
ど
も
園
又
は
幼
稚
園
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
教
育
・
保
育
施
設
（
特
別
利
用
保
育
を
提
供

し
て
い
る
施
設
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
「
同
号

に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
該
当
す
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど

も
」
と
あ
る
の
は
「
同
号
又
は
同
条
第
２
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど

も
に
該
当
す
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
」
と
、
第
１
３
条
第
２
項
中

「
法
第
２
７
条
第
３
項
第
１
号
に
掲
げ
る
額
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
２
８
条

第
２
項
第
２
号
の
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の

額
」
と
、
同
条
第
４
項
第
３
号
イ
(
ｱ)
中
「
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
」

と
あ
る
の
は
「
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
（
特
別
利
用
保
育
を
受
け
る

者
を
除
く
。
）
」
と
、
同
号
イ
(
ｲ)
中
「
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
」
と

あ
る
の
は
「
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
（
特
別
利
用
保
育
を
受
け
る
者

を
含
む
。
）
」
と
す
る
。

（
特
別
利
用
教
育
の
基
準
）

第
３
６
条

特
定
教
育
・
保
育
施
設
（
幼
稚
園
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
同
じ
。
）
が
法
第
１
９
条
第
２
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
該

当
す
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
に
対
し
、
特
別
利
用
教
育
を
提
供
す

る
場
合
に
は
、
法
第
３
４
条
第
１
項
第
２
号
に
規
定
す
る
基
準
を
遵
守
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
特
定
教
育
・
保
育
施
設
が
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
利
用
教
育
を
提
供

す
る
場
合
に
は
、
当
該
特
別
利
用
教
育
に
係
る
法
第
１
９
条
第
２
号
に
掲
げ

る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
該
当
す
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
及
び

当
該
特
定
教
育
・
保
育
施
設
を
現
に
利
用
し
て
い
る
同
条
第
１
号
に
掲
げ
る

小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
該
当
す
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
の
総
数

が
、
第
４
条
第
２
項
第
２
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
法
第
１
９
条
第
１

号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
係
る
利
用
定
員
の
総
数
を
超
え
な
い
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改
正
後

改
正
前

３
特
定
教
育
・
保
育
施
設
が
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
利
用
教
育
を
提

供
す
る
場
合
に
は
、
特
定
教
育
・
保
育
に
は
特
別
利
用
教
育
を
、
施
設
型
給

付
費
に
は
特
例
施
設
型
給
付
費
を
、
そ
れ
ぞ
れ
含
む
も
の
と
し
て
、
本
章

（
第
６
条
第
３
項
及
び
第
７
条
第
２
項
を
除
く
。
）
の
規
定
を
適
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
６
条
第
２
項
中
「
特
定
教
育
・
保
育
施
設
（
認
定

こ
ど
も
園
又
は
幼
稚
園
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ

る
の
は
「
特
定
教
育
・
保
育
施
設
（
特
別
利
用
教
育
を
提
供
し
て
い
る
施
設

に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
「
利
用
の
申
込
み
に
係

る
法
第
１
９
条
第
１
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
」
と
あ
る
の
は

「
利
用
の
申
込
み
に
係
る
法
第
１
９
条
第
２
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子

ど
も
」
と
、
「
教
育
認
定
子
ど
も
」
と
あ
る
の
は
「
教
育
認
定
子
ど
も
又
は

満
３
歳
以
上
保
育
認
定
子
ど
も
」
と
、
「
同
号
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
１

号
」
と
、
第
１
３
条
第
２
項
中
「
法
第
２
７
条
第
３
項
第
１
号
に
掲
げ
る

額
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
２
８
条
第
２
項
第
３
号
の
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め

る
基
準
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額
」
と
、
同
条
第
４
項
第
３
号
イ
(
ｱ
)
中

「
教
育
認
定
子
ど
も
」
と
あ
る
の
は
「
教
育
認
定
子
ど
も
（
特
別
利
用
教
育

を
受
け
る
者
を
含
む
。
）
」
と
、
同
号
イ
(
ｲ
)中
「
満
３
歳
以
上
保
育
認
定
子

ど
も
」
と
あ
る
の
は
「
満
３
歳
以
上
保
育
認
定
子
ど
も
（
特
別
利
用
教
育
を

受
け
る
者
を
除
く
。
）
」
と
す
る
。

第
３
７
条

略
２

特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
（
満
３
歳
以
上
限
定
小
規
模
保
育
事
業
者
（
満

３
歳
以
上
限
定
小
規
模
保
育
事
業
を
行
う
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
除

く
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
地
域
型
保
育
事
業
の
区
分
に
応
じ
、
当
該

地
域
型
保
育
事
業
を
行
う
事
業
所
ご
と
に
、
当
該
各
号
に
定
め
る
利
用
定
員

を
、
満
１
歳
に
満
た
な
い
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
と
満
１
歳
以
上
の
小
学
校

就
学
前
子
ど
も
と
に
区
分
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

３
特
定
教
育
・
保
育
施
設
が
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
利
用
教
育
を
提

供
す
る
場
合
に
は
、
特
定
教
育
・
保
育
に
は
特
別
利
用
教
育
を
、
施
設
型
給

付
費
に
は
特
例
施
設
型
給
付
費
を
、
そ
れ
ぞ
れ
含
む
も
の
と
し
て
、
本
章

（
第
６
条
第
３
項
及
び
第
７
条
第
２
項
を
除
く
。
）
の
規
定
を
適
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
６
条
第
２
項
中
「
特
定
教
育
・
保
育
施
設
（
認
定

こ
ど
も
園
又
は
幼
稚
園
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ

る
の
は
「
特
定
教
育
・
保
育
施
設
（
特
別
利
用
教
育
を
提
供
し
て
い
る
施
設

に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
「
利
用
の
申
込
み
に
係

る
法
第
１
９
条
第
１
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
」
と
あ
る
の
は

「
利
用
の
申
込
み
に
係
る
法
第
１
９
条
第
２
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子

ど
も
」
と
、
「
同
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
該
当
す
る
教
育
・

保
育
給
付
認
定
子
ど
も
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
１
号
又
は
第
２
号
に
掲
げ

る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
該
当
す
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
」

と
、
「
同
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
区
分
」
と
あ
る
の
は
「
同

条
第
１
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
区
分
」
と
、
第
１
３
条
第
２

項
中
「
法
第
２
７
条
第
３
項
第
１
号
に
掲
げ
る
額
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
２

８
条
第
２
項
第
３
号
の
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
算
定
し
た
費

用
の
額
」
と
、
同
条
第
４
項
第
３
号
イ
(
ｱ
)中
「
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど

も
」
と
あ
る
の
は
「
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
（
特
別
利
用
教
育
を
受

け
る
者
を
含
む
。
）
」
と
、
同
号
イ
(
ｲ
)
中
「
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど

も
」
と
あ
る
の
は
「
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
（
特
別
利
用
教
育
を
受

け
る
者
を
除
く
。
）
」
と
す
る
。

第
３
７
条

略
２

特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
は
、
特
定
地
域
型
保
育
の
種
類
及
び
当
該
特
定

地
域
型
保
育
の
種
類
に
係
る
特
定
地
域
型
保
育
事
業
を
行
う
事
業
所
（
以
下

「
特
定
地
域
型
保
育
事
業
所
」
と
い
う
。
）
ご
と
に
、
法
第
１
９
条
第
３
号

に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
係
る
利
用
定
員
（
事
業
所
内
保
育
事
業

を
行
う
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関

す
る
基
準
第
４
２
条
の
規
定
を
踏
ま
え
、
そ
の
雇
用
す
る
労
働
者
の
監
護
す
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改
正
後

改
正
前

(
1)
家
庭
的
保
育
事
業
、
満
３
歳
未
満
等
小
規
模
保
育
事
業
及
び
居
宅
訪
問

型
保
育
事
業

法
第
１
９
条
第
３
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に

係
る
利
用
定
員

(
2)
事
業
所
内
保
育
事
業

法
第
４
３
条
第
３
項
に
規
定
す
る
労
働
者
等
監

護
満
３
歳
未
満
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
係
る
利
用
定
員
及
び
そ
の
他
の

法
第
１
９
条
第
３
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
係
る
利
用
定
員

３
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
（
満
３
歳
以
上
限
定
小
規
模
保
育
事
業
者
に
限

る
。
）
は
、
満
３
歳
以
上
限
定
小
規
模
保
育
事
業
を
行
う
事
業
所
ご
と
に
、

法
第
１
９
条
第
２
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
係
る
利
用
定
員
を

定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
正
当
な
理
由
の
な
い
提
供
拒
否
の
禁
止
等
）

第
３
９
条

略
２

特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
（
満
３
歳
以
上
限
定
小
規
模
保
育
事
業
者
を
除

く
。
）
は
、
利
用
の
申
込
み
に
係
る
法
第
１
９
条
第
３
号
に
掲
げ
る
小
学
校

就
学
前
子
ど
も
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
所
を
現
に
利
用
し
て
い
る
満
３

歳
未
満
保
育
認
定
子
ど
も
（
特
定
満
３
歳
以
上
保
育
認
定
子
ど
も
を
除
く
。

以
下
こ
の
章
（
第
４
３
条
第
１
項
を
除
く
。
）
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
総
数

が
、
当
該
特
定
地
域
型
保
育
事
業
所
の
同
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど

も
の
区
分
に
係
る
利
用
定
員
の
総
数
を
超
え
る
場
合
に
お
い
て
は
、
教
育
・

保
育
給
付
認
定
に
基
づ
き
、
保
育
の
必
要
の
程
度
及
び
家
族
等
の
状
況
を
勘

案
し
、
保
育
を
受
け
る
必
要
性
が
高
い
と
認
め
ら
れ
る
満
３
歳
未
満
保
育
認

定
子
ど
も
が
優
先
的
に
利
用
で
き
る
よ
う
、
選
考
す
る
も
の
と
す
る
。

３
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
（
満
３
歳
以
上
限
定
小
規
模
保
育
事
業
者
に
限

る
。
）
は
、
利
用
の
申
込
み
に
係
る
法
第
１
９
条
第
２
号
に
掲
げ
る
小
学
校

る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
を
保
育
す
る
た
め
当
該
事
業
所
内
保
育
事
業
を
自

ら
施
設
を
設
置
し
て
行
う
事
業
主
に
係
る
当
該
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
（
当

該
事
業
所
内
保
育
事
業
が
、
事
業
主
団
体
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
事
業
主

団
体
の
構
成
員
で
あ
る
事
業
主
の
雇
用
す
る
労
働
者
の
監
護
す
る
小
学
校
就

学
前
子
ど
も
と
し
、
共
済
組
合
等
（
児
童
福
祉
法
第
６
条
の
３
第
１
２
項
第

１
号
ハ
に
規
定
す
る
共
済
組
合
等
を
い
う
。
）
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
共

済
組
合
等
の
構
成
員
（
同
号
ハ
に
規
定
す
る
共
済
組
合
等
の
構
成
員
を
い

う
。
）
の
監
護
す
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
と
す
る
。
）
及
び
そ
の
他
の
小

学
校
就
学
前
子
ど
も
ご
と
に
定
め
る
法
第
１
９
条
第
３
号
に
掲
げ
る
小
学
校

就
学
前
子
ど
も
に
係
る
利
用
定
員
と
す
る
。
）
を
、
満
１
歳
に
満
た
な
い
小

学
校
就
学
前
子
ど
も
と
満
１
歳
以
上
の
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
区
分
し
て

定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
正
当
な
理
由
の
な
い
提
供
拒
否
の
禁
止
等
）

第
３
９
条

略
２

特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
は
、
利
用
の
申
込
み
に
係
る
法
第
１
９
条
第
３

号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
所
を
現
に

利
用
し
て
い
る
満
３
歳
未
満
保
育
認
定
子
ど
も
（
特
定
満
３
歳
以
上
保
育
認

定
子
ど
も
を
除
く
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
総
数
が
、
当
該
特

定
地
域
型
保
育
事
業
所
の
同
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
区
分
に

係
る
利
用
定
員
の
総
数
を
超
え
る
場
合
に
お
い
て
は
、
教
育
・
保
育
給
付
認

定
に
基
づ
き
、
保
育
の
必
要
の
程
度
及
び
家
族
等
の
状
況
を
勘
案
し
、
保
育

を
受
け
る
必
要
性
が
高
い
と
認
め
ら
れ
る
満
３
歳
未
満
保
育
認
定
子
ど
も
が

優
先
的
に
利
用
で
き
る
よ
う
、
選
考
す
る
も
の
と
す
る
。
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改
正
後

改
正
前

就
学
前
子
ど
も
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
所
を
現
に
利
用
し
て
い
る
満
３

歳
以
上
保
育
認
定
子
ど
も
の
総
数
が
、
当
該
特
定
地
域
型
保
育
事
業
所
の
同

号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
区
分
に
係
る
利
用
定
員
の
総
数
を
超

え
る
場
合
に
お
い
て
は
、
教
育
・
保
育
給
付
認
定
に
基
づ
き
、
保
育
の
必
要

の
程
度
及
び
家
族
等
の
状
況
を
勘
案
し
、
保
育
を
受
け
る
必
要
性
が
高
い
と

認
め
ら
れ
る
満
３
歳
以
上
保
育
認
定
子
ど
も
が
優
先
的
に
利
用
で
き
る
よ

う
、
選
考
す
る
も
の
と
す
る
。

４
前
２
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
は
、

こ
れ
ら
の
項
に
規
定
す
る
選
考
の
方
法
を
あ
ら
か
じ
め
教
育
・
保
育
給
付
認

定
保
護
者
に
明
示
し
た
上
で
、
当
該
選
考
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
は
、
地
域
型
保
育
の
提
供
体
制
の
確
保
が
困
難

で
あ
る
場
合
そ
の
他
利
用
申
込
者
に
係
る
保
育
認
定
子
ど
も
に
対
し
自
ら
適

切
な
教
育
・
保
育
を
提
供
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合
は
、
第
４
２
条
に

規
定
す
る
連
携
施
設
そ
の
他
の
適
切
な
特
定
教
育
・
保
育
施
設
又
は
特
定
地

域
型
保
育
事
業
を
紹
介
す
る
等
の
適
切
な
措
置
を
速
や
か
に
講
じ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
あ
っ
せ
ん
、
調
整
及
び
要
請
に
対
す
る
協
力
）

第
４
０
条

略
２

特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
は
、
保
育
認
定
子
ど
も
に
係
る
特
定
地
域
型
保

育
事
業
の
利
用
に
つ
い
て
児
童
福
祉
法
第
２
４
条
第
３
項
（
同
法
附
則
第
７

３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
よ
り
市
町
村
が
行
う
調
整
及
び
要
請
に
対
し
、
で
き
る
限
り
協
力
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
心
身
の
状
況
等
の
把
握
）

第
４
１
条

特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
は
、
特
定
地
域
型
保
育
の
提
供
に
当
た

っ
て
は
、
保
育
認
定
子
ど
も
の
心
身
の
状
況
、
そ
の
置
か
れ
て
い
る
環
境
、

他
の
特
定
教
育
・
保
育
施
設
等
の
利
用
状
況
等
の
把
握
に
努
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

３
前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
は
、
同

項
に
規
定
す
る
選
考
の
方
法
を
あ
ら
か
じ
め
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者

に
明
示
し
た
上
で
、
当
該
選
考
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
は
、
地
域
型
保
育
の
提
供
体
制
の
確
保
が
困
難

で
あ
る
場
合
そ
の
他
利
用
申
込
者
に
係
る
満
３
歳
未
満
保
育
認
定
子
ど
も
に

対
し
自
ら
適
切
な
教
育
・
保
育
を
提
供
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合
は
、

第
４
２
条
に
規
定
す
る
連
携
施
設
そ
の
他
の
適
切
な
特
定
教
育
・
保
育
施
設

又
は
特
定
地
域
型
保
育
事
業
を
紹
介
す
る
等
の
適
切
な
措
置
を
速
や
か
に
講

じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
あ
っ
せ
ん
、
調
整
及
び
要
請
に
対
す
る
協
力
）

第
４
０
条

略
２

特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
は
、
満
３
歳
未
満
保
育
認
定
子
ど
も
に
係
る
特

定
地
域
型
保
育
事
業
の
利
用
に
つ
い
て
児
童
福
祉
法
第
２
４
条
第
３
項
（
同

法
附
則
第
７
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
行
う
調
整
及
び
要
請
に
対
し
、
で
き
る
限

り
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
心
身
の
状
況
等
の
把
握
）

第
４
１
条

特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
は
、
特
定
地
域
型
保
育
の
提
供
に
当
た

っ
て
は
、
満
３
歳
未
満
保
育
認
定
子
ど
も
の
心
身
の
状
況
、
そ
の
置
か
れ
て

い
る
環
境
、
他
の
特
定
教
育
・
保
育
施
設
等
の
利
用
状
況
等
の
把
握
に
努
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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改
正
後

改
正
前

（
特
定
教
育
・
保
育
施
設
等
と
の
連
携
）

第
４
２
条

特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
（
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
を
行
う
者
を

除
く
。
以
下
こ
の
項
か
ら
第
７
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
特
定
地
域

型
保
育
が
適
正
か
つ
確
実
に
実
施
さ
れ
、
及
び
必
要
な
教
育
・
保
育
が
継
続

的
に
提
供
さ
れ
る
よ
う
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
連
携
協
力
を
行
う
認
定

こ
ど
も
園
、
幼
稚
園
又
は
保
育
所
（
以
下
「
連
携
施
設
」
と
い
う
。
）
を
適

切
に
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
連
携
施
設
の
確
保
が
著
し
く

困
難
で
あ
る
と
市
が
認
め
る
地
域
に
お
い
て
特
定
地
域
型
保
育
事
業
を
行
う

特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

(
1)
特
定
地
域
型
保
育
の
提
供
を
受
け
て
い
る
保
育
認
定
子
ど
も
に
集
団
保

育
を
体
験
さ
せ
る
た
め
の
機
会
の
設
定
、
特
定
地
域
型
保
育
の
適
切
な
提

供
に
必
要
な
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
に
対
す
る
相
談
、
助
言
そ
の
他
の

保
育
の
内
容
に
関
す
る
支
援
（
次
項
に
お
い
て
「
保
育
内
容
支
援
」
と
い

う
。
）
を
実
施
す
る
こ
と
。

(
2)
略

(
3)
当
該
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
（
満
３
歳
以
上
限
定
小
規
模
保
育
事
業

者
を
除
く
。
第
６
項
、
第
７
項
及
び
第
１
２
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ

り
特
定
地
域
型
保
育
（
満
３
歳
以
上
限
定
小
規
模
保
育
を
除
く
。
第
６
項

及
び
第
１
２
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
提
供
を
受
け
て
い
た
満
３
歳
未
満

保
育
認
定
子
ど
も
（
事
業
所
内
保
育
事
業
を
利
用
す
る
満
３
歳
未
満
保
育

認
定
子
ど
も
に
あ
っ
て
は
、
第
３
７
条
第
２
項
に
規
定
す
る
そ
の
他
の
法

第
１
９
条
第
３
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
限
る
。
第
６
項
第

１
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
、
当
該
特
定
地
域
型
保
育
の
提
供
の
終
了
に

際
し
て
、
当
該
満
３
歳
未
満
保
育
認
定
子
ど
も
に
係
る
教
育
・
保
育
給
付

認
定
保
護
者
の
希
望
に
基
づ
き
、
引
き
続
き
当
該
連
携
施
設
に
お
い
て
受

け
入
れ
て
教
育
・
保
育
を
提
供
す
る
こ
と
。

２
～
６

略
７

前
項
（
第
２
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
場
合
に
お
い
て
、
特
定
地
域

型
保
育
事
業
者
は
、
児
童
福
祉
法
第
５
９
条
第
１
項
に
規
定
す
る
施
設
の
う

ち
次
に
掲
げ
る
も
の
（
入
所
定
員
が
２
０
人
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
又
は

満
３
歳
以
上
限
定
小
規
模
保
育
事
業
を
行
う
事
業
所
で
あ
っ
て
、
市
長
が
適

（
特
定
教
育
・
保
育
施
設
等
と
の
連
携
）

第
４
２
条

特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
（
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
を
行
う
者
を

除
く
。
以
下
こ
の
項
か
ら
第
７
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
特
定
地
域

型
保
育
が
適
正
か
つ
確
実
に
実
施
さ
れ
、
及
び
必
要
な
教
育
・
保
育
が
継
続

的
に
提
供
さ
れ
る
よ
う
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
連
携
協
力
を
行
う
認
定

こ
ど
も
園
、
幼
稚
園
又
は
保
育
所
（
以
下
「
連
携
施
設
」
と
い
う
。
）
を
適

切
に
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
連
携
施
設
の
確
保
が
著
し
く

困
難
で
あ
る
と
市
が
認
め
る
地
域
に
お
い
て
特
定
地
域
型
保
育
事
業
を
行
う

特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

(
1)
特
定
地
域
型
保
育
の
提
供
を
受
け
て
い
る
満
３
歳
未
満
保
育
認
定
子
ど

も
に
集
団
保
育
を
体
験
さ
せ
る
た
め
の
機
会
の
設
定
、
特
定
地
域
型
保
育

の
適
切
な
提
供
に
必
要
な
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
に
対
す
る
相
談
、
助

言
そ
の
他
の
保
育
の
内
容
に
関
す
る
支
援
（
次
項
に
お
い
て
「
保
育
内
容

支
援
」
と
い
う
。
）
を
実
施
す
る
こ
と
。

(
2)
略

(
3)
当
該
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
に
よ
り
特
定
地
域
型
保
育
の
提
供
を
受

け
て
い
た
満
３
歳
未
満
保
育
認
定
子
ど
も
（
事
業
所
内
保
育
事
業
を
利
用

す
る
満
３
歳
未
満
保
育
認
定
子
ど
も
に
あ
っ
て
は
、
第
３
７
条
第
２
項
に

規
定
す
る
そ
の
他
の
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
及
び

第
６
項
第
１
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
、
当
該
特
定
地
域
型
保
育
の
提
供

の
終
了
に
際
し
て
、
当
該
満
３
歳
未
満
保
育
認
定
子
ど
も
に
係
る
教
育
・

保
育
給
付
認
定
保
護
者
の
希
望
に
基
づ
き
、
引
き
続
き
当
該
連
携
施
設
に

お
い
て
受
け
入
れ
て
教
育
・
保
育
を
提
供
す
る
こ
と
。

２
～
６

略
７

前
項
（
第
２
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
場
合
に
お
い
て
、
特
定
地
域

型
保
育
事
業
者
は
、
児
童
福
祉
法
第
５
９
条
第
１
項
に
規
定
す
る
施
設
の
う

ち
次
に
掲
げ
る
も
の
（
入
所
定
員
が
２
０
人
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
で
あ

っ
て
、
市
長
が
適
当
と
認
め
る
も
の
を
第
１
項
第
３
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
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改
正
後

改
正
前

当
と
認
め
る
も
の
を
第
１
項
第
３
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
連
携
協
力
を
行

う
施
設
又
は
事
業
所
と
し
て
適
切
に
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
1)
・
(
2
)
略

８
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
（
満
３
歳
以
上
限
定
小
規
模
保
育
事
業
者
に
限

る
。
）
は
、
第
１
項
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
連
携
施
設
の
確
保
に
当

た
っ
て
、
同
項
第
３
号
に
係
る
連
携
協
力
を
求
め
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

９
略

１
０

略
１
１

略
１
２

略

（
利
用
者
負
担
額
等
の
受
領
）

第
４
３
条

特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
は
、
特
定
地
域
型
保
育
を
提
供
し
た
際

は
、
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
（
満
３
歳
未
満
保
育
認
定
子
ど
も
に
係

る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
に
限
る
。
）
か
ら
当
該
特
定
地
域
型
保
育

に
係
る
利
用
者
負
担
額
（
法
第
２
９
条
第
３
項
第
２
号
に
掲
げ
る
額
を
い

う
。
）
の
支
払
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。

２
～
６

略

（
運
営
規
程
）

第
４
６
条

特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
業
の
運
営
に
つ
い

て
の
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
1)
～
(
6
)
略

(
7)
特
定
地
域
型
保
育
事
業
の
利
用
の
開
始
及
び
終
了
に
関
す
る
事
項
並
び

に
特
定
地
域
型
保
育
事
業
の
利
用
に
当
た
っ
て
の
留
意
事
項
（
第
３
９
条

第
２
項
及
び
第
３
項
に
規
定
す
る
選
考
の
方
法
を
含
む
。
）

(
8)
～
(
1
1)
略

（
勤
務
体
制
の
確
保
等
）

第
４
７
条

特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
は
、
保
育
認
定
子
ど
も
に
対
し
、
適
切

な
特
定
地
域
型
保
育
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
特
定
地
域
型
保
育

る
連
携
協
力
を
行
う
施
設
と
し
て
適
切
に
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
1)
・
(2
)
略

８
略

９
略

１
０

略
１
１

略

（
利
用
者
負
担
額
等
の
受
領
）

第
４
３
条

特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
は
、
特
定
地
域
型
保
育
を
提
供
し
た
際

は
、
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
か
ら
当
該
特
定
地
域
型
保
育
に
係
る
利

用
者
負
担
額
（
法
第
２
９
条
第
３
項
第
２
号
に
掲
げ
る
額
を
い
う
。
）
の
支

払
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。

２
～
６

略

（
運
営
規
程
）

第
４
６
条

特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
業
の
運
営
に
つ
い

て
の
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
1)
～
(6
)
略

(
7)
特
定
地
域
型
保
育
事
業
の
利
用
の
開
始
及
び
終
了
に
関
す
る
事
項
並
び

に
特
定
地
域
型
保
育
事
業
の
利
用
に
当
た
っ
て
の
留
意
事
項
（
第
３
９
条

第
２
項
に
規
定
す
る
選
考
の
方
法
を
含
む
。
）

(
8)
～
(1
1)
略

（
勤
務
体
制
の
確
保
等
）

第
４
７
条

特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
は
、
満
３
歳
未
満
保
育
認
定
子
ど
も
に

対
し
、
適
切
な
特
定
地
域
型
保
育
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
特
定
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改
正
後

改
正
前

事
業
所
ご
と
に
職
員
の
勤
務
の
体
制
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
は
、
特
定
地
域
型
保
育
事
業
所
ご
と
に
、
当
該

特
定
地
域
型
保
育
事
業
所
の
職
員
に
よ
っ
て
特
定
地
域
型
保
育
を
提
供
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
保
育
認
定
子
ど
も
に
対
す
る
特
定
地
域
型
保

育
の
提
供
に
直
接
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
業
務
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

３
略

（
記
録
の
整
備
）

第
４
９
条

略
２

特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
は
、
保
育
認
定
子
ど
も
に
対
す
る
特
定
地
域
型

保
育
の
提
供
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
記
録
を
整
備
し
、
そ
の
完
結
の
日
か
ら

５
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
1)
～
(
5
)
略

（
準
用
）

第
５
０
条

第
８
条
か
ら
第
１
４
条
ま
で
（
第
１
０
条
及
び
第
１
３
条
を
除

く
。
）
、
第
１
７
条
か
ら
第
１
９
条
ま
で
及
び
第
２
３
条
か
ら
第
３
３
条
ま

で
の
規
定
は
、
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
、
特
定
地
域
型
保
育
事
業
所
及
び

特
定
地
域
型
保
育
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
１
１
条

中
「
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
に
つ
い
て
」
と
あ
る
の
は
「
教
育
・
保

育
給
付
認
定
子
ど
も
（
教
育
認
定
子
ど
も
を
除
く
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て

同
じ
。
）
に
つ
い
て
」
と
、
第
１
４
条
第
１
項
中
「
施
設
型
給
付
費
（
法
第

２
７
条
第
１
項
の
施
設
型
給
付
費
を
い
う
。
以
下
」
と
あ
る
の
は
「
地
域
型

保
育
給
付
費
（
法
第
２
９
条
第
１
項
の
地
域
型
保
育
給
付
費
を
い
う
。
以
下

こ
の
項
及
び
第
１
９
条
に
お
い
て
」
と
、
「
施
設
型
給
付
費
の
」
と
あ
る
の

は
「
地
域
型
保
育
給
付
費
の
」
と
、
同
条
第
２
項
中
「
特
定
教
育
・
保
育
を

提
供
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
地
域
型
保
育
を
提
供

し
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
」
と
、
第
１
９
条
中
「
施
設
型
給
付
費
」
と
あ
る

の
は
「
地
域
型
保
育
給
付
費
」
と
、
第
２
５
条
中
「
各
号
（
幼
保
連
携
型
認

地
域
型
保
育
事
業
所
ご
と
に
職
員
の
勤
務
の
体
制
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
は
、
特
定
地
域
型
保
育
事
業
所
ご
と
に
、
当
該

特
定
地
域
型
保
育
事
業
所
の
職
員
に
よ
っ
て
特
定
地
域
型
保
育
を
提
供
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
満
３
歳
未
満
保
育
認
定
子
ど
も
に
対
す
る
特

定
地
域
型
保
育
の
提
供
に
直
接
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
業
務
に
つ
い
て
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

３
略

（
記
録
の
整
備
）

第
４
９
条

略
２

特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
は
、
満
３
歳
未
満
保
育
認
定
子
ど
も
に
対
す
る

特
定
地
域
型
保
育
の
提
供
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
記
録
を
整
備
し
、
そ
の
完

結
の
日
か
ら
５
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
1)
～
(5
)
略

（
準
用
）

第
５
０
条

第
８
条
か
ら
第
１
４
条
ま
で
（
第
１
０
条
及
び
第
１
３
条
を
除

く
。
）
、
第
１
７
条
か
ら
第
１
９
条
ま
で
及
び
第
２
３
条
か
ら
第
３
３
条
ま

で
の
規
定
は
、
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
、
特
定
地
域
型
保
育
事
業
所
及
び

特
定
地
域
型
保
育
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
１
１
条

中
「
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
に
つ
い
て
」
と
あ
る
の
は
「
教
育
・
保

育
給
付
認
定
子
ど
も
（
満
３
歳
未
満
保
育
認
定
子
ど
も
に
限
り
、
特
定
満
３

歳
以
上
保
育
認
定
子
ど
も
を
除
く
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ

い
て
」
と
、
第
１
２
条
の
見
出
し
中
「
特
定
教
育
・
保
育
」
と
あ
る
の
は

「
特
定
地
域
型
保
育
」
と
、
第
１
４
条
の
見
出
し
中
「
施
設
型
給
付
費
」
と

あ
る
の
は
「
地
域
型
保
育
給
付
費
」
と
、
同
条
第
１
項
中
「
施
設
型
給
付
費

（
法
第
２
７
条
第
１
項
の
施
設
型
給
付
費
を
い
う
。
以
下
」
と
あ
る
の
は

「
地
域
型
保
育
給
付
費
（
法
第
２
９
条
第
１
項
の
地
域
型
保
育
給
付
費
を
い

う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
１
９
条
に
お
い
て
」
と
、
「
施
設
型
給
付
費
の
」

と
あ
る
の
は
「
地
域
型
保
育
給
付
費
の
」
と
、
同
条
第
２
項
中
「
特
定
教
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正
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定
こ
ど
も
園
で
あ
る
特
定
教
育
・
保
育
施
設
の
職
員
に
あ
っ
て
は
認
定
こ
ど

も
園
法
第
２
７
条
の
２
第
１
項
各
号
、
幼
稚
園
で
あ
る
特
定
教
育
・
保
育
施

設
の
職
員
に
あ
っ
て
は
学
校
教
育
法
第
２
８
条
第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る

認
定
こ
ど
も
園
法
第
２
７
条
の
２
第
１
項
各
号
）
」
と
あ
る
の
は
「
各
号
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
特
別
利
用
地
域
型
保
育
の
基
準
）

第
５
１
条

特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
（
満
３
歳
以
上
限
定
小
規
模
保
育
事
業

者
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
教
育
認
定
子
ど
も
に
対
し

特
別
利
用
地
域
型
保
育
を
提
供
す
る
場
合
に
は
、
法
第
４
６
条
第
１
項
に
規

定
す
る
地
域
型
保
育
事
業
の
認
可
基
準
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
が
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
利
用
地
域
型
保

育
を
提
供
す
る
場
合
に
は
、
当
該
特
別
利
用
地
域
型
保
育
に
係
る
教
育
認
定

子
ど
も
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
所
を
現
に
利
用
し
て
い
る
満
３
歳
未
満

保
育
認
定
子
ど
も
（
第
５
２
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
利
用
地
域
型
保

育
を
提
供
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
特
定
利
用
地
域
型
保
育
の
対
象
と

な
る
満
３
歳
以
上
保
育
認
定
子
ど
も
を
含
む
。
）
の
総
数
が
、
第
３
７
条
第

２
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
利
用
定
員
の
総
数
を
超
え
な
い
も
の
と
す

る
。

３
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
が
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
利
用
地
域
型

保
育
を
提
供
す
る
場
合
に
は
、
特
定
地
域
型
保
育
に
は
特
別
利
用
地
域
型
保

育
を
、
地
域
型
保
育
給
付
費
に
は
特
例
地
域
型
保
育
給
付
費
（
法
第
３
０
条

第
１
項
の
特
例
地
域
型
保
育
給
付
費
を
い
う
。
次
条
第
３
項
及
び
第
５
２
条

第
３
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
、
そ
れ
ぞ
れ
含
む
も
の
と
し
て
、
本
章
（
第

３
７
条
第
３
項
、
第
３
９
条
第
３
項
及
び
第
４
０
条
第
２
項
を
除
き
、
前
条

に
お
い
て
準
用
す
る
第
８
条
か
ら
第
１
４
条
ま
で
（
第
１
０
条
及
び
第
１
３

条
を
除
く
。
）
、
第
１
７
条
か
ら
第
１
９
条
ま
で
及
び
第
２
３
条
か
ら
第
３

３
条
ま
で
を
含
む
。
第
５
２
条
第
３
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
を
適
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
３
９
条
第
２
項
中
「
利
用
の
申
込
み
に
係

る
法
第
１
９
条
第
３
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
」
と
あ
る
の
は

育
・
保
育
を
提
供
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
地
域
型

保
育
を
提
供
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
」
と
、
第
１
９
条
中
「
施
設
型
給
付

費
」
と
あ
る
の
は
「
地
域
型
保
育
給
付
費
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
特
別
利
用
地
域
型
保
育
の
基
準
）

第
５
１
条

特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
が
法
第
１
９
条
第
１
号
に
掲
げ
る
小
学

校
就
学
前
子
ど
も
に
該
当
す
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
に
対
し
特
別

利
用
地
域
型
保
育
を
提
供
す
る
場
合
に
は
、
法
第
４
６
条
第
１
項
に
規
定
す

る
地
域
型
保
育
事
業
の
認
可
基
準
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
が
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
利
用
地
域
型
保

育
を
提
供
す
る
場
合
に
は
、
当
該
特
別
利
用
地
域
型
保
育
に
係
る
法
第
１
９

条
第
１
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
該
当
す
る
教
育
・
保
育
給
付

認
定
子
ど
も
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
所
を
現
に
利
用
し
て
い
る
満
３
歳

未
満
保
育
認
定
子
ど
も
（
次
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
利
用
地
域
型
保

育
を
提
供
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
特
定
利
用
地
域
型
保
育
の
対
象
と

な
る
法
第
１
９
条
第
２
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
該
当
す
る
教

育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
を
含
む
。
）
の
総
数
が
、
第
３
７
条
第
２
項
の

規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
利
用
定
員
の
総
数
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。

３
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
が
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
利
用
地
域
型

保
育
を
提
供
す
る
場
合
に
は
、
特
定
地
域
型
保
育
に
は
特
別
利
用
地
域
型
保

育
を
、
地
域
型
保
育
給
付
費
に
は
特
例
地
域
型
保
育
給
付
費
（
法
第
３
０
条

第
１
項
の
特
例
地
域
型
保
育
給
付
費
を
い
う
。
次
条
第
３
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
を
、
そ
れ
ぞ
れ
含
む
も
の
と
し
て
、
本
章
（
第
４
０
条
第
２
項
を
除

き
、
前
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
８
条
か
ら
第
１
４
条
ま
で
（
第
１
０
条
及

び
第
１
３
条
を
除
く
。
）
、
第
１
７
条
か
ら
第
１
９
条
ま
で
及
び
第
２
３
条

か
ら
第
３
３
条
ま
で
を
含
む
。
次
条
第
３
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
を

適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
３
９
条
第
２
項
中
「
利
用
の
申
込
み

に
係
る
法
第
１
９
条
第
３
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
」
と
あ
る
の

は
「
利
用
の
申
込
み
に
係
る
法
第
１
９
条
第
１
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
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正
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「
利
用
の
申
込
み
に
係
る
法
第
１
９
条
第
１
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子

ど
も
」
と
、
「
満
３
歳
未
満
保
育
認
定
子
ど
も
（
特
定
満
３
歳
以
上
保
育
認

定
子
ど
も
を
除
く
。
以
下
こ
の
章
（
第
４
３
条
第
１
項
を
除
く
。
）
に
お
い

て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
教
育
認
定
子
ど
も
及
び
満
３
歳
未
満
保
育
認

定
子
ど
も
（
特
定
満
３
歳
以
上
保
育
認
定
子
ど
も
を
除
き
、
第
５
２
条
第
１

項
の
規
定
に
よ
り
特
定
利
用
地
域
型
保
育
を
提
供
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

当
該
特
定
利
用
地
域
型
保
育
の
対
象
と
な
る
満
３
歳
以
上
保
育
認
定
子
ど
も

を
含
む
。
）
」
と
、
「
同
号
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
１
９
条
第
３
号
」
と
、

「
教
育
・
保
育
給
付
認
定
に
基
づ
き
、
保
育
の
必
要
の
程
度
及
び
家
族
等
の

状
況
を
勘
案
し
、
保
育
を
受
け
る
必
要
性
が
高
い
と
認
め
ら
れ
る
満
３
歳
未

満
保
育
認
定
子
ど
も
が
優
先
的
に
利
用
で
き
る
よ
う
、
」
と
あ
る
の
は
「
抽

選
、
申
込
み
を
受
け
た
順
序
に
よ
り
決
定
す
る
方
法
、
当
該
特
定
地
域
型
保

育
事
業
者
の
保
育
に
関
す
る
理
念
、
基
本
方
針
等
に
基
づ
く
選
考
そ
の
他
公

正
な
方
法
に
よ
り
」
と
、
第
４
３
条
第
１
項
中
「
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保

護
者
（
満
３
歳
未
満
保
育
認
定
子
ど
も
に
係
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護

者
に
限
る
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
（
特
別
利

用
地
域
型
保
育
の
対
象
と
な
る
教
育
認
定
子
ど
も
に
係
る
教
育
・
保
育
給
付

認
定
保
護
者
を
除
く
。
）
」
と
、
同
条
第
２
項
中
「
法
第
２
９
条
第
３
項
第

１
号
に
掲
げ
る
額
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
３
０
条
第
２
項
第
２
号
の
内
閣
総

理
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額
」
と
、
同
条
第
３
項
中

「
前
２
項
」
と
あ
る
の
は
「
前
項
」
と
、
同
条
第
４
項
中
「
前
３
項
」
と
あ

る
の
は
「
前
２
項
」
と
、
「
掲
げ
る
費
用
」
と
あ
る
の
は
「
掲
げ
る
費
用
及

び
食
事
の
提
供
（
第
１
３
条
第
４
項
第
３
号
ア
又
は
イ
に
掲
げ
る
も
の
を
除

く
。
）
に
要
す
る
費
用
」
と
、
同
条
第
５
項
中
「
前
各
項
」
と
あ
る
の
は

「
前
３
項
」
と
す
る
。

第
５
１
条
の
２

特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
（
満
３
歳
以
上
限
定
小
規
模
保
育

事
業
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
教
育
認
定
子
ど
も
に

対
し
特
別
利
用
地
域
型
保
育
を
提
供
す
る
場
合
に
は
、
法
第
４
６
条
第
１
項

に
規
定
す
る
地
域
型
保
育
事
業
の
認
可
基
準
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

子
ど
も
」
と
、
「
満
３
歳
未
満
保
育
認
定
子
ど
も
（
特
定
満
３
歳
以
上
保
育

認
定
子
ど
も
を
除
く
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は

「
同
号
又
は
同
条
第
３
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
該
当
す
る
教

育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
（
第
５
２
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
利
用

地
域
型
保
育
を
提
供
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
特
定
利
用
地
域
型
保
育

の
対
象
と
な
る
法
第
１
９
条
第
２
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
該

当
す
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
を
含
む
。
）
」
と
、
「
同
号
に
掲
げ

る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
区
分
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
３
号
に
掲
げ
る

小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
区
分
」
と
、
「
教
育
・
保
育
給
付
認
定
に
基
づ

き
、
保
育
の
必
要
の
程
度
及
び
家
族
等
の
状
況
を
勘
案
し
、
保
育
を
受
け
る

必
要
性
が
高
い
と
認
め
ら
れ
る
満
３
歳
未
満
保
育
認
定
子
ど
も
が
優
先
的
に

利
用
で
き
る
よ
う
、
」
と
あ
る
の
は
「
抽
選
、
申
込
み
を
受
け
た
順
序
に
よ

り
決
定
す
る
方
法
、
当
該
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
の
保
育
に
関
す
る
理

念
、
基
本
方
針
等
に
基
づ
く
選
考
そ
の
他
公
正
な
方
法
に
よ
り
」
と
、
第
４

３
条
第
１
項
中
「
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
」
と
あ
る
の
は
「
教
育
・

保
育
給
付
認
定
保
護
者
（
特
別
利
用
地
域
型
保
育
の
対
象
と
な
る
法
第
１
９

条
第
１
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
該
当
す
る
教
育
・
保
育
給
付

認
定
子
ど
も
に
係
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
を
除
く
。
）
」
と
、
同

条
第
２
項
中
「
法
第
２
９
条
第
３
項
第
１
号
に
掲
げ
る
額
」
と
あ
る
の
は

「
法
第
３
０
条
第
２
項
第
２
号
の
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
算

定
し
た
費
用
の
額
」
と
、
同
条
第
３
項
中
「
前
２
項
」
と
あ
る
の
は
「
前

項
」
と
、
同
条
第
４
項
中
「
前
３
項
」
と
あ
る
の
は
「
前
２
項
」
と
、
「
掲

げ
る
費
用
」
と
あ
る
の
は
「
掲
げ
る
費
用
及
び
食
事
の
提
供
（
第
１
３
条
第

４
項
第
３
号
ア
又
は
イ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
要
す
る
費
用
」
と
、

同
条
第
５
項
中
「
前
各
項
」
と
あ
る
の
は
「
前
３
項
」
と
す
る
。
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改
正
後

改
正
前

２
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
が
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
利
用
地
域
型
保

育
を
提
供
す
る
場
合
に
は
、
当
該
特
別
利
用
地
域
型
保
育
に
係
る
教
育
認
定

子
ど
も
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
所
を
現
に
利
用
し
て
い
る
満
３
歳
以
上

保
育
認
定
子
ど
も
の
総
数
が
、
第
３
７
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ

た
利
用
定
員
の
総
数
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。

３
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
が
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
利
用
地
域
型

保
育
を
提
供
す
る
場
合
に
は
、
特
定
地
域
型
保
育
に
は
特
別
利
用
地
域
型
保

育
を
、
地
域
型
保
育
給
付
費
に
は
特
例
地
域
型
保
育
給
付
費
を
、
そ
れ
ぞ
れ

含
む
も
の
と
し
て
、
本
章
（
第
３
７
条
第
２
項
、
第
３
９
条
第
２
項
及
び
第

４
０
条
第
２
項
を
除
き
、
第
５
０
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
８
条
か
ら
第
１

４
条
ま
で
（
第
１
０
条
及
び
第
１
３
条
を
除
く
。
）
、
第
１
７
条
か
ら
第
１

９
条
ま
で
及
び
第
２
３
条
か
ら
第
３
３
条
ま
で
を
含
む
。
）
の
規
定
を
適
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
３
９
条
第
３
項
中
「
第
１
９
条
第
２
号
」

と
あ
る
の
は
「
第
１
９
条
第
１
号
」
と
、
「
満
３
歳
以
上
保
育
認
定
子
ど
も

の
」
と
あ
る
の
は
「
教
育
認
定
子
ど
も
又
は
満
３
歳
以
上
保
育
認
定
子
ど
も

の
」
と
、
「
同
号
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
２
号
」
と
、
「
教
育
・
保
育
給

付
認
定
に
基
づ
き
、
保
育
の
必
要
の
程
度
及
び
家
族
等
の
状
況
を
勘
案
し
、

保
育
を
受
け
る
必
要
性
が
高
い
と
認
め
ら
れ
る
満
３
歳
以
上
保
育
認
定
子
ど

も
が
優
先
的
に
利
用
で
き
る
よ
う
、
」
と
あ
る
の
は
「
抽
選
、
申
込
み
を
受

け
た
順
序
に
よ
り
決
定
す
る
方
法
、
当
該
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
の
保
育

に
関
す
る
理
念
、
基
本
方
針
等
に
基
づ
く
選
考
そ
の
他
公
正
な
方
法
に
よ

り
」
と
、
第
４
３
条
第
１
項
中
「
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
（
満
３
歳

未
満
保
育
認
定
子
ど
も
に
係
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
に
限

る
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
（
特
別
利
用
地
域

型
保
育
の
対
象
と
な
る
教
育
認
定
子
ど
も
に
係
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保

護
者
を
除
く
。
）
」
と
、
同
条
第
２
項
中
「
法
第
２
９
条
第
３
項
第
１
号
に

掲
げ
る
額
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
３
０
条
第
２
項
第
２
号
の
内
閣
総
理
大
臣

が
定
め
る
基
準
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額
」
と
、
同
条
第
３
項
中
「
前
２

項
」
と
あ
る
の
は
「
前
項
」
と
、
同
条
第
４
項
中
「
前
３
項
」
と
あ
る
の
は

「
前
２
項
」
と
、
「
掲
げ
る
費
用
」
と
あ
る
の
は
「
掲
げ
る
費
用
及
び
食
事

の
提
供
（
第
１
３
条
第
４
項
第
３
号
ア
又
は
イ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
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改
正
後

改
正
前

に
要
す
る
費
用
」
と
、
同
条
第
５
項
中
「
前
各
項
」
と
あ
る
の
は
「
前
３

項
」
と
す
る
。

（
特
定
利
用
地
域
型
保
育
の
基
準
）

第
５
２
条

特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
（
満
３
歳
以
上
限
定
小
規
模
保
育
事
業

者
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
満
３
歳
以
上
保
育
認
定
子

ど
も
に
対
し
特
定
利
用
地
域
型
保
育
を
提
供
す
る
場
合
に
は
、
法
第
４
６
条

第
１
項
に
規
定
す
る
地
域
型
保
育
事
業
の
認
可
基
準
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
が
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
利
用
地
域
型
保

育
を
提
供
す
る
場
合
に
は
、
当
該
特
定
利
用
地
域
型
保
育
に
係
る
満
３
歳
以

上
保
育
認
定
子
ど
も
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
所
を
現
に
利
用
し
て
い
る

満
３
歳
未
満
保
育
認
定
子
ど
も
（
第
５
１
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
利

用
地
域
型
保
育
を
提
供
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
特
別
利
用
地
域
型
保

育
の
対
象
と
な
る
教
育
認
定
子
ど
も
を
含
む
。
）
の
総
数
が
、
第
３
７
条
第

２
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
利
用
定
員
の
総
数
を
超
え
な
い
も
の
と
す

る
。

３
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
が
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
利
用
地
域
型

保
育
を
提
供
す
る
場
合
に
は
、
特
定
地
域
型
保
育
に
は
特
定
利
用
地
域
型
保

育
を
、
地
域
型
保
育
給
付
費
に
は
特
例
地
域
型
保
育
給
付
費
を
、
そ
れ
ぞ
れ

含
む
も
の
と
し
て
、
本
章
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第

４
３
条
第
１
項
中
「
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
（
満
３
歳
未
満
保
育
認

定
子
ど
も
に
係
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
に
限
る
。
）
」
と
あ
る
の

は
「
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
（
特
定
利
用
地
域
型
保
育
の
対
象
と
な

る
満
３
歳
以
上
保
育
認
定
子
ど
も
（
特
定
満
３
歳
以
上
保
育
認
定
子
ど
も
に

限
る
。
）
に
係
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
に
限
る
。
）
」
と
、
同
条

第
２
項
中
「
法
第
２
９
条
第
３
項
第
１
号
に
掲
げ
る
額
」
と
あ
る
の
は
「
法

第
３
０
条
第
２
項
第
３
号
の
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
算
定
し

た
費
用
の
額
」
と
同
条
第
４
項
中
「
掲
げ
る
費
用
」
と
あ
る
の
は
「
掲
げ
る

（
特
定
利
用
地
域
型
保
育
の
基
準
）

第
５
２
条

特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
が
法
第
１
９
条
第
２
号
に
掲
げ
る
小
学

校
就
学
前
子
ど
も
に
該
当
す
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
に
対
し
特
定

利
用
地
域
型
保
育
を
提
供
す
る
場
合
に
は
、
法
第
４
６
条
第
１
項
に
規
定
す

る
地
域
型
保
育
事
業
の
認
可
基
準
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
が
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
利
用
地
域
型
保

育
を
提
供
す
る
場
合
に
は
、
当
該
特
定
利
用
地
域
型
保
育
に
係
る
法
第
１
９

条
第
２
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
該
当
す
る
教
育
・
保
育
給
付

認
定
子
ど
も
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
所
を
現
に
利
用
し
て
い
る
同
条
第

３
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
該
当
す
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定

子
ど
も
（
前
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
利
用
地
域
型
保
育
を
提
供
す
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
特
別
利
用
地
域
型
保
育
の
対
象
と
な
る
法
第
１
９

条
第
１
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
該
当
す
る
教
育
・
保
育
給
付

認
定
子
ど
も
を
含
む
。
）
の
総
数
が
、
第
３
７
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
定

め
ら
れ
た
利
用
定
員
の
総
数
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。

３
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
が
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
利
用
地
域
型

保
育
を
提
供
す
る
場
合
に
は
、
特
定
地
域
型
保
育
に
は
特
定
利
用
地
域
型
保

育
を
、
地
域
型
保
育
給
付
費
に
は
特
例
地
域
型
保
育
給
付
費
を
、
そ
れ
ぞ
れ

含
む
も
の
と
し
て
、
本
章
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第

４
３
条
第
１
項
中
「
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
」
と
あ
る
の
は
「
教

育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
（
特
定
利
用
地
域
型
保
育
の
対
象
と
な
る
法
第

１
９
条
第
２
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
該
当
す
る
教
育
・
保
育

給
付
認
定
子
ど
も
（
特
定
満
３
歳
以
上
保
育
認
定
子
ど
も
に
限
る
。
）
に
係

る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
に
限
る
。
）
」
と
、
同
条
第
２
項
中
「
法

第
２
９
条
第
３
項
第
１
号
に
掲
げ
る
額
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
３
０
条
第
２

項
第
３
号
の
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額
」

と
、
同
条
第
４
項
中
「
掲
げ
る
費
用
」
と
あ
る
の
は
「
掲
げ
る
費
用
及
び
食
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改
正
後

改
正
前

費
用
及
び
食
事
の
提
供
（
特
定
利
用
地
域
型
保
育
の
対
象
と
な
る
特
定
満
３

歳
以
上
保
育
認
定
子
ど
も
に
対
す
る
も
の
及
び
満
３
歳
以
上
保
育
認
定
子
ど

も
（
特
定
満
３
歳
以
上
保
育
認
定
子
ど
も
を
除
く
。
）
に
係
る
第
１
３
条
第

４
項
第
３
号
ア
又
は
イ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
要
す
る
費
用
」
と
す

る
。

附
則

（
連
携
施
設
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
４
条

特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
（
満
３
歳
以
上
限
定
小
規
模
保
育
事
業
者

及
び
特
例
保
育
所
型
事
業
所
内
保
育
事
業
者
を
除
く
。
）
は
、
連
携
施
設
の

確
保
が
著
し
く
困
難
で
あ
っ
て
、
法
第
５
９
条
第
４
号
に
規
定
す
る
事
業
に

よ
る
支
援
そ
の
他
の
必
要
か
つ
適
切
な
支
援
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
市
が

認
め
る
場
合
は
、
第
４
２
条
第
１
項
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
条

例
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
１
５
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
、
連
携
施

設
を
確
保
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

事
の
提
供
（
特
定
利
用
地
域
型
保
育
の
対
象
と
な
る
特
定
満
３
歳
以
上
保
育

認
定
子
ど
も
に
対
す
る
も
の
及
び
満
３
歳
以
上
保
育
認
定
子
ど
も
（
令
第
４

条
第
１
項
第
２
号
に
規
定
す
る
満
３
歳
以
上
保
育
認
定
子
ど
も
を
い
う
。
）

に
係
る
第
１
３
条
第
４
項
第
３
号
ア
又
は
イ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
に

要
す
る
費
用
」
と
す
る
。

附
則

（
連
携
施
設
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
４
条

特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
（
特
例
保
育
所
型
事
業
所
内
保
育
事
業
者

を
除
く
。
）
は
、
連
携
施
設
の
確
保
が
著
し
く
困
難
で
あ
っ
て
、
法
第
５
９

条
第
４
号
に
規
定
す
る
事
業
に
よ
る
支
援
そ
の
他
の
必
要
か
つ
適
切
な
支
援

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
市
が
認
め
る
場
合
は
、
第
４
２
条
第
１
項
本
文
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
１
５
年
を
経

過
す
る
日
ま
で
の
間
、
連
携
施
設
を
確
保
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
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大
村
市
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
７
年
大
村
市
条
例
第
１
３
号
）
（
新
旧
対
照
表
）

（
第
３
条
関
係
）

改
正
後

改
正
前

附
則

１
略

（
経
過
措
置
）

２
保
育
士
及
び
保
育
従
事
者
の
配
置
の
状
況
に
鑑
み
、
保
育
の
提
供
に
支
障

を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
令
和
１
０
年
３
月
３
１
日
ま
で
の
間
、

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
大
村
市
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営

に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
（
次
項
に
お
い
て
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）

第
２
９
条
第
２
項
、
第
３
１
条
第
２
項
、
第
４
４
条
第
２
項
及
び
第
４
７
条

第
２
項
の
規
定
（
満
３
歳
以
上
満
４
歳
に
満
た
な
い
児
童
に
対
し
保
育
を
提

供
す
る
保
育
士
及
び
保
育
従
事
者
の
数
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
適

用
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
大
村
市
家

庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
（
次
項

に
お
い
て
「
旧
条
例
」
と
い
う
。
）
第
２
９
条
第
２
項
、
第
３
１
条
第
２

項
、
第
４
４
条
第
２
項
及
び
第
４
７
条
第
２
項
の
規
定
（
満
３
歳
以
上
満
４

歳
に
満
た
な
い
児
童
に
対
し
保
育
を
提
供
す
る
保
育
士
及
び
保
育
従
事
者
の

数
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
に
お
い
て

も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

３
保
育
士
及
び
保
育
従
事
者
の
配
置
の
状
況
に
鑑
み
、
保
育
の
提
供
に
支
障

を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
当
分
の
間
、
新
条
例
第
２
９
条
第
２

項
、
第
３
１
条
第
２
項
、
第
４
４
条
第
２
項
及
び
第
４
７
条
第
２
項
の
規
定

（
満
４
歳
以
上
の
児
童
に
対
し
保
育
を
提
供
す
る
保
育
士
及
び
保
育
従
事
者

の
数
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
適
用
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
旧
条
例
第
２
９
条
第
２
項
、
第
３
１
条
第
２
項
、
第
４
４
条
第
２
項
及

び
第
４
７
条
第
２
項
の
規
定
（
満
４
歳
以
上
の
児
童
に
対
し
保
育
を
提
供
す

る
保
育
士
及
び
保
育
従
事
者
の
数
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
こ
の
条

例
の
施
行
の
日
以
後
に
お
い
て
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

附
則

１
略

（
経
過
措
置
）

２
保
育
士
及
び
保
育
従
事
者
の
配
置
の
状
況
に
鑑
み
、
保
育
の
提
供
に
支
障

を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
当
分
の
間
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後

の
大
村
市
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る

条
例
第
２
９
条
第
２
項
、
第
３
１
条
第
２
項
、
第
４
４
条
第
２
項
及
び
第
４

７
条
第
２
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
条
例

に
よ
る
改
正
前
の
大
村
市
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る

基
準
を
定
め
る
条
例
第
２
９
条
第
２
項
、
第
３
１
条
第
２
項
、
第
４
４
条
第

２
項
及
び
第
４
７
条
第
２
項
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
に
お

い
て
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
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第５４号議案関係資料

位
置
図

西
大
村
小
学
校

諏
訪
駅

九
州
新
幹
線

西
九
州
ル
ー
ト

諏
訪
駅
前
駐
輪
場
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大
村
市
自
転
車
の
安
全
利
用
及
び
自
転
車
等
の
放
置
防
止
に
関
す
る
条
例
（
新
旧
対
照
表
）

改
正
後

改
正
前

別
表
（
第
１
２
条
関
係
）

別
表
（
第
１
２
条
関
係
）

名
称

位
置

略 諏
訪
駅
前
駐
輪
場

大
村
市
諏
訪
２
丁
目
２
３
４
番
地
１

名
称

位
置

略
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第 号議案関係資料
第５５号議案関係資料

増
築
校
舎
設
置
場
所
（
郡
中
学
校
）

沖
田
公
民
館

福
重
出
張
所

郡
川

大
村
車
両
基
地
駅

位
置
図
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機
械
室

倉
庫

武
道
場

屋
内
運
動
場

プ
ー
ル

技
術
室

部
室

部
室

倉
庫

体
育
倉
庫

学
校
農
園

18
棟
　
特
別
・
普
通
教
室
棟

1
7
棟
　
特
別
・
普
通
教
室
棟

3
8
棟
　
管
理
・
特
別
教
室
棟

グ
ラ
ウ
ン
ド

配
置
図
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3428
テキストボックス
郡中学校　増築校舎


3428
四角形

3428
引き出し線
郡中学校　増築校舎（２階建て）


3675
四角形

3675
四角形

3675
テキストボックス
第５５号議案関係資料




男
子
ﾄ
ｲﾚ

5
,4
67
.
5

5
,4
67
.5

2,
1
87

5
,4
67
.
5

5
,4
67
.5

2,
1
87

U
P

物
入

昇
降
口

D
N

5,528.25
4,404.381,123.88

5
,4
9
7.
88

5
,4
9
7.
88

2
,2
1
7.
38

2
0,
83
7
.2
5

2
,2
1
7.
38

2
0,
83
7
.2
5

5,528.25
4,404.381,123.88

5,528.25
4,404.381,123.88

5,528.25
4,404.381,123.88

玄
関

≒
1
0,
7
00

60
7
.5

渡
り
廊
下

渡
り
廊
下

洗
面
所

洗
面
所

物
置

１
階

２
階

平
面
図

渡
り
廊
下

渡
り
廊
下

女
子
ﾄ
ｲﾚ

（ 51 ）

3428
テキストボックス
郡中学校　増築校舎


3675
タイプライターテキスト
普通教室④


3675
タイプライターテキスト
普通教室⑤


3675
タイプライターテキスト
普通教室③


3675
タイプライターテキスト
普通教室①


3675
タイプライターテキスト
普通教室②


3675
タイプライターテキスト
廊下


3675
タイプライターテキスト
廊下


3675
タイプライターテキスト
洗面
コーナー


3675
タイプライターテキスト
トイレ


3675
タイプライターテキスト
多目的


3675
タイプライターテキスト
廊下


3675
タイプライターテキスト
廊下


3675
四角形

3675
四角形

3675
テキストボックス
第５５号議案関係資料




入 札 物 件 担当課

番号

1 1

2

3 2

4

上記のとおり入札を執行しましたので

公表いたします。

上記の金額に100分の10に相当する額を加算した金額が

法律上の申込みに係る価格である。

大村市長　園田　裕史

※ 上記の金額は月額である。

※

第５５号議案関係資料

物品等入札状況調書

郡中学校増築校舎賃貸借 教育総務課

入札日時･場所 令和８年５月１５日（金）　午前１０時３０分　　大村市役所第６会議室

業者名 入札額 再入札額 備考

大和リース（株）　長崎支店 3,480,000 落札

郡リース（株）　福岡支店 辞退

日東工営（株）　九州支店 4,400,000 

日成ビルド工業（株）　長崎営業
所 辞退

令和8年5月15日

契約期間　　　：契約日から令和１４年３月３１日まで

設計・建設期間：契約日から令和９年３月３１日まで

賃貸借期間　　：令和９年４月１日から令和１４年３月３１日まで
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大村市税条例及び大村市都市計画税条例の改正概要（第５６号議案関係）

１ 軽自動車税環境性能割の廃止及び軽自動車税種別割の名称の見直し

（税条例第１１条の３、第１２条、第６３条、第６３条の２、第６３条の４から第

６８条まで、第７０条から第７３条まで、附則第１５項の２から第１６項の７まで

の規定関係）

軽自動車税環境性能割の廃止に伴い、当該税目に係る規定を削るとともに、「軽自

動車税種別割」の名称を「軽自動車税」に見直す。

２ 改修特別特定建築物に係る課税標準の特例措置の新設

（税条例附則第１０項の２４及び都市計画税条例附則第５項関係）

特別特定建築物（※）（既存建築物バリアフリー改修事業による国の補助を受けた

ものに限る。）に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準について、市の条例で定

める割合に相当する額を減額する措置（地域決定型地方税制特例措置（通称：わが

まち特例））が講じられたことに伴い、参酌基準（３分の１）のとおりにその割合

を規定する。

※ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する建築物で、移動等の円

滑化が特に必要な施設（劇場、音楽堂、特別支援学校、保健所、老人ホーム、福祉ホーム等）をい

う。

３ 肉用牛の売却による事業所得に係る課税の特例の適用期限の延長

（税条例附則第１４項関係）

肉用牛の売却による事業所得に係る個人市民税の課税の特例の適用期限を以下の

とおり延長する。

４ その他の改正

所要の条文整理を行う。

５ 施行期日

令和８年４月１日

改正前

昭和５７年度から令和９年度までの

各年度分の個人市民税

改正後

昭和５７年度から令和１２年度まで

の各年度分の個人市民税
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大
村
市
税
条
例
（
新
旧
対
照
表
）
（
第
１
条
関
係
）

改
正
後

改
正
前

（
納
税
証
明
事
項
）

第
１
１
条
の
３

地
方
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
２
９
年
総
理
府
令
第
２
３
号
。

以
下

「
施

行
規

則
」

と
い

う
。

）
第

１
条

の
９

第
２

号
に

規
定

す
る

事
項

は
、
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
２
６
年
法
律
第
１
８
５
号
）
第
５
９
条
第
１

項
に
規
定
す
る
検
査
対
象
軽
自
動
車
又
は
２
輪
の
小
型
自
動
車
に
つ
い
て
天

災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
軽
自
動
車
税
を
滞
納
し
て
い
る
場
合

に
お
い
て
そ
の
旨
と
す
る
。

（
納
期
限
後
に
納
付
し
、
又
は
納
入
す
る
税
金
又
は
納
入
金
に
係
る
延
滞
金
）

第
１

２
条

納
税

者
又

は
特

別
徴

収
義

務
者

は
、

第
３

０
条

、
第

３
２

条
の

４
、
第
３
２
条
の
４
の
２
若
し
く
は
第
３
２
条
の
４
の
５
（
第
３
５
条
の
６

の
２

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む
。

以
下

こ
の

条
に

お
い

て
同

じ
。
）
、
第
３
２
条
の
５
の
４
第
１
項
（
第
３
２
条
の
５
の
５
第
３
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
第
３
２

条
の
６
第
１
項
（
法
第
３
２
１
条
の
８
第
３
４
項
及
び
第
３
５
項
の
申
告
書

に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
３
５
条
の
６
、
第
４
７
条
、
第
６
６
条
第
２

項
、

第
８

０
条

第
１

項
若

し
く

は
第

２
項

、
第

８
４

条
第

２
項

、
第

９
２

条
、
第
１
２
６
条
第
１
項
又
は
第
１
３
２
条
第
３
項
に
規
定
す
る
納
期
限
後

に
そ
の
税
金
を
納
付
し
、
又
は
納
入
金
を
納
入
す
る
場
合
に
は
、
当
該
税
額

又
は
納
入
金
額
に
そ
の
納
期
限
（
納
期
限
の
延
長
の
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の

延
長
さ
れ
た
納
期
限
と
す
る
。
以
下
第
１
号
、
第
２
号
及
び
第
５
号
に
お
い

て
同

じ
。

）
の

翌
日

か
ら

納
付

又
は

納
入

の
日

ま
で

の
期

間
の

日
数

に
応

じ
、

年
１

４
．

６
パ

ー
セ

ン
ト

（
次

の
各

号
に

掲
げ

る
税

額
の

区
分

に
応

じ
、
第
１
号
か
ら
第
４
号
ま
で
に
掲
げ
る
期
間
並
び
に
第
５
号
及
び
第
６
号

に
定
め
る
日
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
年
７
．
３
パ
ー
セ
ン
ト
）
の
割
合

を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
に
相
当
す
る
延
滞
金
額
を
加
算
し
て
納
付
書
に
よ

っ
て
納
付
し
、
又
は
納
入
書
に
よ
っ
て
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(1
)
略

（
納
税
証
明
事
項
）

第
１
１
条
の
３

地
方
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
２
９
年
総
理
府
令
第
２
３
号
。

以
下

「
施

行
規

則
」

と
い

う
。

）
第

１
条

の
９

第
２

号
に

規
定

す
る

事
項

は
、
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
２
６
年
法
律
第
１
８
５
号
）
第
５
９
条
第
１

項
に
規
定
す
る
検
査
対
象
軽
自
動
車
又
は
２
輪
の
小
型
自
動
車
に
つ
い
て
天

災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
種
別
割
を
滞
納
し
て
い
る
場
合
に
お

い
て
そ
の
旨
と
す
る
。

（
納
期
限
後
に
納
付
し
、
又
は
納
入
す
る
税
金
又
は
納
入
金
に
係
る
延
滞
金
）

第
１

２
条

納
税

者
又

は
特

別
徴

収
義

務
者

は
、

第
３

０
条

、
第

３
２

条
の

４
、
第
３
２
条
の
４
の
２
若
し
く
は
第
３
２
条
の
４
の
５
（
第
３
５
条
の
６

の
２

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む
。

以
下

こ
の

条
に

お
い

て
同

じ
。
）
、
第
３
２
条
の
５
の
４
第
１
項
（
第
３
２
条
の
５
の
５
第
３
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
第
３
２

条
の
６
第
１
項
（
法
第
３
２
１
条
の
８
第
３
４
項
及
び
第
３
５
項
の
申
告
書

に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
３
５
条
の
６
、
第
４
７
条
、
第
６
３
条
の
７

第
１
項
、
第
６
６
条
第
２
項
、
第
８
０
条
第
１
項
若
し
く
は
第
２
項
、
第
８

４
条
第
２
項
、
第
９
２
条
、
第
１
２
６
条
第
１
項
又
は
第
１
３
２
条
第
３
項

に
規
定
す
る
納
期
限
後
に
そ
の
税
金
を
納
付
し
、
又
は
納
入
金
を
納
入
す
る

場
合
に
は
、
当
該
税
額
又
は
納
入
金
額
に
そ
の
納
期
限
（
納
期
限
の
延
長
の

あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
延
長
さ
れ
た
納
期
限
と
す
る
。
以
下
第
１
号
、
第
２

号
及
び
第
５
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
翌
日
か
ら
納
付
又
は
納
入
の
日
ま
で

の
期
間
の
日
数
に
応
じ
、
年
１
４
．
６
パ
ー
セ
ン
ト
（
次
の
各
号
に
掲
げ
る

税
額
の
区
分
に
応
じ
、
第
１
号
か
ら
第
４
号
ま
で
に
掲
げ
る
期
間
並
び
に
第

５
号
及
び
第
６
号
に
定
め
る
日
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
年
７
．
３
パ
ー

セ
ン
ト
）
の
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
に
相
当
す
る
延
滞
金
額
を
加
算

し
て
納
付
書
に
よ
っ
て
納
付
し
、
又
は
納
入
書
に
よ
っ
て
納
入
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

(1
)
略
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改
正
後

改
正
前

(2
)
第
８
０
条
第
１
項
若
し
く
は
第

２
項
の
申
告
書
又
は
第
１
２
６
条
第
１

項
の
申
告
書
に
係
る
税
額
（
第
４

号
に
掲
げ
る
税
額
を
除
く
。
）

当
該

税
額
に
係
る
納
期
限
の
翌
日
か
ら
１
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間

(3
)
第
８
０
条
第
１
項
若
し
く
は
第

２
項
の
申
告
書
又
は
第
１
２
６
条
第
１

項
の
申
告
書
で
そ
の
提
出
期
限
後

に
提
出
し
た
も
の
に
係
る
税
額

当
該

提
出
し
た
日
ま
で
の
期
間
又
は
そ

の
日
の
翌
日
か
ら
１
月
を
経
過
す
る
日

ま
で
の
期
間

(4
)～

(6
)
略

（
所
得
割
の
課
税
標
準
）

第
２
６
条

略
２

略
３

法
第
２
３
条
第
１
項
第
１
５
号
に
規
定
す
る
特
定
配
当
等
（
次
項
及
び
第

２
６
条
の
８
に
お
い
て
「
特
定
配
当
等
」
と
い
う
。
）
（
同
号
ロ
に
掲
げ
る

も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
所
得
を
有
す
る
者

に
係
る
総
所
得
金
額
は
、
当
該
特
定
配
当
等
に
係
る
所
得
の
金
額
を
除
外
し

て
算
定
す
る
。

４
～
６

略

（
軽
自
動
車
税
の
納
税
義
務
者
等
）

第
６

３
条

軽
自

動
車

税
は

、
軽

自
動

車
等

に
対

し
、

そ
の

所
有

者
に

課
す

る
。

２
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
が
法
第
４
４
５
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
軽
自
動

車
税
を
課
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
当
該
軽
自
動
車
等
の
使
用
者
に
軽
自
動
車
税
を
課
す
る
。
た
だ

し
、
公
用
又
は
公
共
の
用
に
供
す
る
軽
自
動
車
等
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り

(2
)
第
６
３
条
の
７
第
１
項
の
申
告
書
、
第
８
０
条
第
１
項
若
し
く
は
第
２

項
の
申
告
書
又
は
第
１
２
６
条
第

１
項
の
申
告
書
に
係
る
税
額
（
第
４
号

に
掲
げ
る
税
額
を
除
く
。
）

当
該
税
額
に
係
る
納
期
限
の
翌
日
か
ら
１

月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間

(3
)
第
６
３
条
の
７
第
１
項
の
申
告

書
、
第
８
０
条
第
１
項
若
し
く
は
第
２

項
の
申
告
書
又
は
第
１
２
６
条
第

１
項
の
申
告
書
で
そ
の
提
出
期
限
後
に

提
出
し
た
も
の
に
係
る
税
額

当
該
提
出
し
た
日
ま
で
の
期
間
又
は
そ
の

日
の
翌
日
か
ら
１
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間

(4
)～

(6
)
略

（
所
得
割
の
課
税
標
準
）

第
２
６
条

略
２

略
３

法
第
２
３
条
第
１
項
第
１
５
号
に
規
定
す
る
特
定
配
当
等
（
以
下
こ
の
項

及
び
次
項
並
び
に
第
２
６
条
の
８
に
お
い
て
「
特
定
配
当
等
」
と
い
う
。
）

に
係
る
所
得
を
有
す
る
者
に
係
る
総
所
得
金
額
は
、
当
該
特
定
配
当
等
に
係

る
所
得
の
金
額
を
除
外
し
て
算
定
す
る
。

４
～
６

略

（
軽
自
動
車
税
の
納
税
義
務
者
等
）

第
６
３
条

軽
自
動
車
税
は
、
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
対
し
、
当
該
３
輪
以

上
の

軽
自

動
車

の
取

得
者

に
環

境
性

能
割

に
よ

っ
て

、
軽

自
動

車
等

に
対

し
、
当
該
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
に
種
別
割
に
よ
っ
て
課
す
る
。

２
前
項
に
規
定
す
る
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
の
取
得
者
に
は
、
法
第
４
４
３

条
第
２
項
に
規
定
す
る
者
を
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。

３
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
が
法
第
４
４
５
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
種
別
割

を
課
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
第
１
項
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
そ
の
使
用
者
に
課
す
る
。
た
だ
し
、
公
用
又
は
公
共
の
用
に
供
す

る
軽
自
動
車
等
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
課
さ
な
い
。
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改
正
後

改
正
前

で
な
い
。

（
軽
自
動
車
税
の
み
な
す
課
税
）

第
６
３
条
の
２

軽
自
動
車
等
の
売
買
契
約
に
お
い
て
売
主
が
当
該
軽
自
動
車

等
の
所
有
権
を
留
保
し
て
い
る
場
合
に
は
、
買
主
を
軽
自
動
車
等
の
所
有
者

と
み
な
し
て
、
軽
自
動
車
税
を
課
す
る
。

２
前

項
の

規
定

の
適

用
を

受
け

る
売

買
契

約
に

係
る

軽
自

動
車

等
に

つ
い

て
、
買
主
の
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
新
た
に
買
主
と
な
る
者
を
軽
自
動
車

等
の
所
有
者
と
み
な
し
て
、
軽
自
動
車
税
を
課
す
る
。

（
軽
自
動
車
税
の
み
な
す
課
税
）

第
６
３
条
の
２

軽
自
動
車
等
の
売
買
契
約
に
お
い
て
売
主
が
当
該
軽
自
動
車

等
の
所
有
権
を
留
保
し
て
い
る
場
合
に
は
、
軽
自
動
車
税
の
賦
課
徴
収
に
つ

い
て
は
、
買
主
を
前
条
第
１
項
に
規
定
す
る
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
の
取
得

者
（

以
下

こ
の

節
に

お
い

て
「

３
輪

以
上

の
軽

自
動

車
の

取
得

者
」

と
い

う
。

）
又

は
軽

自
動

車
等

の
所

有
者

と
み

な
し

て
、

軽
自

動
車

税
を

課
す

る
。

２
前

項
の

規
定

の
適

用
を

受
け

る
売

買
契

約
に

係
る

軽
自

動
車

等
に

つ
い

て
、
買
主
の
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
新
た
に
買
主
と
な
る
者
を
３
輪
以
上

の
軽
自
動
車
の
取
得
者
又
は
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
と
み
な
し
て
、
軽
自
動

車
税
を
課
す
る
。

３
法
第
４
４
４
条
第
３
項
に
規
定
す
る
販
売
業
者
等
（
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
「
販
売
業
者
等
」
と
い
う
。
）
が
、
そ
の
製
造
に
よ
り
取
得
し
た
３
輪
以

上
の
軽
自
動
車
又
は
そ
の
販
売
の
た
め
そ
の
他
運
行
（
道
路
運
送
車
両
法
第

２
条
第
５
項
に
規
定
す
る
運
行
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
外
の

目
的
に
供
す
る
た
め
取
得
し
た
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
つ
い
て
、
当
該
販

売
業
者
等
が
、
法
第
４
４
４
条
第
３
項
に
規
定
す
る
車
両
番
号
の
指
定
を
受

け
た
場
合
（
当
該
車
両
番
号
の
指
定
前
に
第
１
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る

売
買
契
約
の
締
結
が
行
わ
れ
た
場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
当
該
販
売
業
者
等

を
３

輪
以

上
の

軽
自

動
車

の
取

得
者

と
み

な
し

て
、

環
境

性
能

割
を

課
す

る
。

４
法
の
施
行
地
外
で
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
を
取
得
し
た
者
が
、
当
該
３
輪

以
上
の
軽
自
動
車
を
法
の
施
行
地
内
に
持
ち
込
ん
で
運
行
の
用
に
供
し
た
場

合
に
は
、
当
該
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
を
運
行
の
用
に
供
す
る
者
を
３
輪
以

上
の
軽
自
動
車
の
取
得
者
と
み
な
し
て
、
環
境
性
能
割
を
課
す
る
。

（
環
境
性
能
割
の
課
税
標
準
）

第
６
３
条
の
４

環
境
性
能
割
の
課
税
標
準
は
、
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
の
取
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改
正
後

改
正
前

得
の
た
め
に
通
常
要
す
る
価
額
と
し
て
施
行
規
則
第
１
５
条
の
１
０
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
金
額
と
す
る
。

（
環
境
性
能
割
の
税
率
）

第
６
３
条
の
５

次
の
各
号
に
掲
げ
る
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
対
し
て
課
す

る
環
境
性
能
割
の
税
率
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
率
と
す
る
。

(1
)
法
第
４
５
１
条
第
１
項
（
同
条

第
４
項
又
は
第
５
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の

１
０
０
分
の
１

(2
)
法
第
４
５
１
条
第
２
項
（
同
条

第
４
項
又
は
第
５
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の

１
０
０
分
の
２

(3
)
法
第
４
５
１
条
第
３
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の

１
０
０
分
の

３

（
環
境
性
能
割
の
徴
収
の
方
法
）

第
６
３
条
の
６

環
境
性
能
割
の
徴
収
に
つ
い
て
は
、
申
告
納
付
の
方
法
に
よ

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
環
境
性
能
割
の
申
告
納
付
）

第
６
３
条
の
７

環
境
性
能
割
の
納
税
義
務
者
は
、
法
第
４
５
４
条
第
１
項
各

号
に
掲
げ
る
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る

時
又
は
日
ま
で
に
、
施
行
規
則
第
３
３
号
の
４
様
式
に
よ
る
申
告
書
を
市
長

に
提
出
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
申
告
に
係
る
環
境
性
能
割
額
を
納
付
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

２
３

輪
以

上
の

軽
自

動
車

の
取

得
者

（
環

境
性

能
割

の
納

税
義

務
者

を
除

く
。
）
は
、
法
第
４
５
４
条
第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各

号
に
定
め
る
時
又
は
日
ま
で
に
、
施
行
規
則
第
３
３
号
の
４
様
式
に
よ
る
報

告
書
を
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
環
境
性
能
割
に
係
る
不
申
告
等
に
関
す
る
過
料
）

第
６

３
条

の
８

環
境

性
能

割
の

納
税

義
務

者
が

前
条

の
規

定
に

よ
り

申
告
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改
正
後

改
正
前

（
軽
自
動
車
税
の
課
税
免
除
）

第
６
４
条

商
品
で
あ
っ
て
使
用
し
な
い

軽
自
動
車
等
に
対
し
て
は
、
軽
自
動

車
税
を
課
さ
な
い
。

（
軽
自
動
車
税
の
税
率
）

第
６
５
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
軽
自
動

車
等
に
対
し
て
課
す
る
軽
自
動
車
税

の
税
率
は
、
１
台
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

(1
)～

(3
)
略

（
軽
自
動
車
税
の
賦
課
期
日
及
び
納
期
）

第
６
６
条

軽
自
動
車
税
の
賦
課
期
日
は
、
４
月
１
日
と
す
る
。

２
軽
自
動
車
税
の
納
期
は
、
５
月
１
５
日
か
ら
同
月
３
１
日
ま
で
と
す
る
。

（
軽
自
動
車
税
の
徴
収
の
方
法
）

第
６
７
条

軽
自
動
車
税
は
、
普
通
徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
徴
収
す
る
。

し
、
又
は
報
告
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
正
当
な
事
由
が
な
く
て
申
告
又
は
報

告
を
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
者
に
対
し
、
１
０
０
，
０
０
０
円
以
下

の
過
料
を
科
す
る
。

２
前
項
の
過
料
の
額
は
、
情
状
に
よ
り
、
市
長
が
定
め
る
。

３
第
１
項
の
過
料
を
徴
収
す
る
場
合
に
お
い
て
発
す
る
納
入
通
知
書
に
指
定

す
べ
き
納
期
限
は
、
そ
の
発
付
の
日
か
ら
１
０
日
以
内
と
す
る
。

（
環
境
性
能
割
の
減
免
）

第
６
３
条
の
９

市
長
は
、
公
益
の
た
め
直
接
専
用
す
る
３
輪
以
上
の
軽
自
動

車
又
は
第
７
２
条
第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
軽
自
動
車
等
（
３
輪
以
上
の
も
の

に
限
る
。
）
の
う
ち
必
要
と
認
め
る
も
の
に
対
し
て
は
、
環
境
性
能
割
を
減

免
す
る
。

２
前
項
の
規
定
に
よ
る
環
境
性
能
割
の
減
免
を
受
け
る
た
め
の
手
続
そ
の
他

必
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
規
則
で
定
め
る
。

（
種
別
割
の
課
税
免
除
）

第
６
４
条

商
品
で
あ
っ
て
使
用
し
な
い
軽
自
動
車
等
に
対
し
て
は
、
種
別
割

を
課
さ
な
い
。

（
種
別
割
の
税
率
）

第
６
５
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
軽
自
動
車
等
に
対
し
て
課
す
る
種
別
割
の
税

率
は
、
１
台
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

(1
)～

(3
)
略

（
種
別
割
の
賦
課
期
日
及
び
納
期
）

第
６
６
条

種
別
割
の
賦
課
期
日
は
、
４
月
１
日
と
す
る
。

２
種
別
割
の
納
期
は
、
５
月
１
５
日
か
ら
同
月
３
１
日
ま
で
と
す
る
。

（
種
別
割
の
徴
収
の
方
法
）

第
６
７
条

種
別
割
は
、
普
通
徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
徴
収
す
る
。
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改
正
後

改
正
前

２
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相

互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
６
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本

国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
の
実
施
に
伴
う
地
方
税
法

の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
２
７
年
法
律
第
１
１
９
号
）
第
２
条
に

規
定
す
る
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
等
、
契
約
者
又
は
軍
人
用
販
売
機
関
等
の

所
有
に
係
る
軽
自
動
車
税
の
徴
収
方
法
に
つ
い
て
は
、
普
通
徴
収
又
は
証
紙

徴
収
の
方
法
に
よ
る
。

３
前
項
の
規
定
に
よ
り
軽
自
動
車
税
を
普
通
徴
収
の
方
法
に
よ
り
徴
収
し
よ

う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
納
税
義
務
者
に
交
付
す
べ
き
納
税
通
知
書
は
、
そ

の
納
期
限
前
１
０
日
ま
で
に
納
税
義
務
者
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

４
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
軽
自
動
車
税
を
証
紙
徴
収
の
方
法
に
よ
り
納
付
し

よ
う
と
す
る
納
税
義
務
者
は
、
市
が
発
行
す
る
証
紙
を
も
っ
て
当
該
軽
自
動

車
税
を
払
い
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
軽
自
動
車

税
を
納
付
す
る
義
務
が
発
生
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
に
、
証
紙
の
額
面
金

額
に

相
当

す
る

現
金

を
納

付
し

た
後

納
税

済
の

検
印

を
受

け
る

こ
と

に
よ

り
、
証
紙
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
軽
自
動
車
税
の
税
率
の
特
例
）

第
６
７
条
の
２

前
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
徴
収
す
る
軽
自
動
車
税
の
税
率

は
、
第
６
５
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
軽
自
動
車
等

に
対
し
、
１
台
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

(1
)～

(3
)
略

（
納
付
手
続
）

第
６
７
条
の
３

第
６
７
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
軽
自
動
車
税
の
納
税
義
務

者
は
、
第
６
６
条
第
２
項
に
規
定
す
る
納
期
中
に
、
前
条
に
規
定
す
る
軽
自

動
車
税
を
本
市
の
発
行
す
る
証
紙
に
よ
り
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
軽
自
動
車
税
の
納
税
義
務
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
証
紙
に
納
税
済
の
検

印
の
押
印
を
受
け
た
と
き
に
完
了
す
る
も
の
と
す
る
。

２
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相

互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
６
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本

国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
の
実
施
に
伴
う
地
方
税
法

の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
２
７
年
法
律
第
１
１
９
号
）
第
２
条
に

規
定
す
る
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
等
、
契
約
者
又
は
軍
人
用
販
売
機
関
等
の

所
有
に
係
る
種
別
割
の
徴
収
方
法
に
つ
い
て
は
、
普
通
徴
収
又
は
証
紙
徴
収

の
方
法
に
よ
る
。

３
前
項
の
規
定
に
よ
り
種
別
割
を
普
通
徴
収
の
方
法
に
よ
り
徴
収
し
よ
う
と

す
る
場
合
に
お
い
て
納
税
義
務
者
に
交
付
す
べ
き
納
税
通
知
書
は
、
そ
の
納

期
限
前
１
０
日
ま
で
に
納
税
義
務
者
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

４
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
種
別
割
を
証
紙
徴
収
の
方
法
に
よ
り
納
付
し
よ
う

と
す
る
納
税
義
務
者
は
、
市
が
発
行
す
る
証
紙
を
も
っ
て
当
該
種
別
割
を
払

い
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
種
別
割
を
納
付
す
る

義
務
が
発
生
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
に
、
証
紙
の
額
面
金
額
に
相
当
す
る

現
金
を
納
付
し
た
後
納
税
済
の
検
印
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
、
証
紙
に
代
え

る
こ
と
が
で
き
る
。

（
種
別
割
の
税
率
の
特
例
）

第
６
７
条
の
２

前
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
徴
収
す
る
種
別
割
の
税
率
は
、

第
６
５
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
軽
自
動
車
等
に
対

し
、
１
台
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

(1
)～

(3
)
略

（
納
付
手
続
）

第
６

７
条

の
３

第
６

７
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

る
種

別
割

の
納

税
義

務
者

は
、
第
６
６
条
第
２
項
に
規
定
す
る
納
期
中
に
、
前
条
に
規
定
す
る
種
別
割

を
本
市
の
発
行
す
る
証
紙
に
よ
り
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
種
別
割
の
納
税
義
務
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
証
紙
に
納
税
済
の
検
印
の

押
印
を
受
け
た
と
き
に
完
了
す
る
も
の
と
す
る
。
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改
正
後

改
正
前

（
証
紙
の
携
帯
）

第
６
７
条
の
４

軽
自
動
車
税
を
納
付
し
た
者
は
、
当
該
軽
自
動
車
等
を
使
用

す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
常
に
証
紙
を
携
帯
し
、
徴
税
吏
員
の
請
求
が
あ
る

と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
軽
自
動
車
税
に
関
す
る
申
告
又
は
報
告
）

第
６
８
条

軽
自
動
車
税
の
納
税
義
務
者

で
あ
る
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
又
は

使
用

者
（

以
下

こ
の

節
に

お
い

て
「

軽
自

動
車

等
の

所
有

者
等

」
と

い
う
。
）
は
、
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
等
と
な
っ
た
日
か
ら
１
５
日
以
内
に
、

軽
自
動
車
及
び
２
輪
の
小
型
自
動
車
の
所
有
者
又
は
使
用
者
に
あ
っ
て
は
施

行
規
則
第
３
３
号
の
４
様
式
に
よ
る
申
告
書
、
原
動
機
付
自
転
車
及
び
小
型

特
殊
自
動
車
の
所
有
者
又
は
使
用
者
に
あ
っ
て
は
施
行
規
則
第
３
３
号
の
５

様
式
に
よ
る
申
告
書
並
び
に
そ
の
者
の
住
所
を
証
明
す
べ
き
書
類
を
市
長
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
前
項
の
申
告
書
を
提
出
し
た
者
は
、
当
該
申
告
事
項
に
つ
い
て
変
更
が
あ

っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
事
由
が
生
じ
た
日
か
ら
１
５
日
以
内
に
、
当

該
変
更
が
あ
っ
た
事
項
に
つ
い
て
軽
自
動
車
及
び
２
輪
の
小
型
自
動
車
の
所

有
者
又
は
使
用
者
に
あ
っ
て
は
施
行
規
則
第
３
３
号
の
４
様
式
に
よ
る
申
告

書
並
び
に
原
動
機
付
自
転
車
及
び
小
型
特
殊
自
動
車
の
所
有
者
又
は
使
用
者

に
あ
っ
て
は
施
行
規
則
第
３
３
号
の
５
様
式
に
よ
る
申
告
書
を
市
長
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
に
よ
り
申
告
書
を
提
出
す

べ
き
場
合
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
等
で
な
く
な
っ
た
者
は
、
軽
自
動
車
等
の
所
有
者

等
で
な
く
な
っ
た
日
か
ら
３
０
日
以
内
に
、
軽
自
動
車
及
び
２
輪
の
小
型
自

動
車
の
所
有
者
又
は
使
用
者
に
あ
っ
て
は
施
行
規
則
第
３
３
号
の
４
様
式
に

よ
る
申
告
書
並
び
に
原
動
機
付
自
転
車
及
び
小
型
特
殊
自
動
車
の
所
有
者
又

は
使
用
者
に
あ
っ
て
は
施
行
規
則
第
３
４
号
様
式
に
よ
る
申
告
書
を
市
長
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
略

（
証
紙
の
携
帯
）

第
６
７
条
の
４

種
別
割
を
納
付
し
た
者
は
、
当
該
軽
自
動
車
等
を
使
用
す
る

場
合
に
お
い
て
は
、
常
に
証
紙
を
携
帯
し
、
徴
税
吏
員
の
請
求
が
あ
る
と
き

は
、
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
種
別
割
に
関
す
る
申
告
又
は
報
告
）

第
６
８
条

種
別
割
の
納
税
義
務
者
で
あ
る
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
又
は
使
用

者
（

以
下

こ
の

節
に

お
い

て
「

軽
自

動
車

等
の

所
有

者
等

」
と

い
う

。
）

は
、
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
等
と
な
っ
た
日
か
ら
１
５
日
以
内
に
、
軽
自
動

車
及
び
２
輪
の
小
型
自
動
車
の
所
有
者
又
は
使
用
者
に
あ
っ
て
は
施
行
規
則

第
３
３
号
の
４
の
２
様
式
に
よ
る
申
告
書
、
原
動
機
付
自
転
車
及
び
小
型
特

殊
自
動
車
の
所
有
者
又
は
使
用
者
に
あ
っ
て
は
施
行
規
則
第
３
３
号
の
５
様

式
に
よ
る
申
告
書
並
び
に
そ
の
者
の
住
所
を
証
明
す
べ
き
書
類
を
市
長
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
前
項
の
申
告
書
を
提
出
し
た
者
は
、
当
該
申
告
事
項
に
つ
い
て
変
更
が
あ

っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
事
由
が
生
じ
た
日
か
ら
１
５
日
以
内
に
、
当

該
変
更
が
あ
っ
た
事
項
に
つ
い
て
軽
自
動
車
及
び
２
輪
の
小
型
自
動
車
の
所

有
者
又
は
使
用
者
に
あ
っ
て
は
施
行
規
則
第
３
３
号
の
４
の
２
様
式
に
よ
る

申
告
書
並
び
に
原
動
機
付
自
転
車
及
び
小
型
特
殊
自
動
車
の
所
有
者
又
は
使

用
者
に
あ
っ
て
は
施
行
規
則
第
３
３
号
の
５
様
式
に
よ
る
申
告
書
を
市
長
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
に
よ
り
申
告
書
を
提

出
す
べ
き
場
合
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
等
で
な
く
な
っ
た
者
は
、
軽
自
動
車
等
の
所
有
者

等
で
な
く
な
っ
た
日
か
ら
３
０
日
以
内
に
、
軽
自
動
車
及
び
２
輪
の
小
型
自

動
車
の
所
有
者
又
は
使
用
者
に
あ
っ
て
は
施
行
規
則
第
３
３
号
の
４
の
２
様

式
に
よ
る
申
告
書
並
び
に
原
動
機
付
自
転
車
及
び
小
型
特
殊
自
動
車
の
所
有

者
又
は
使
用
者
に
あ
っ
て
は
施
行
規
則
第
３
４
号
様
式
に
よ
る
申
告
書
を
市

長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
略

（ 60 ）



改
正
後

改
正
前

（
軽
自
動
車
税
に
係
る
不
申
告
等
に
関
す
る
過
料
）

第
７
０
条

略

（
軽
自
動
車
税
の
減
免
）

第
７
１
条

市
長
は
、
公
益
の
た
め
直
接

専
用
す
る
軽
自
動
車
等
の
う
ち
必
要

と
認
め
る
も
の
に
対
し
て
は
、
軽
自
動
車
税
を
減
免
す
る
。

２
前
項
の
規
定
に
よ
っ
て
軽
自
動
車
税
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、

納
期
限
前
７
日
ま
で
に
当
該
軽
自
動
車
等
に
つ
い
て
減
免
を
受
け
よ
う
と
す

る
税
額
及
び
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
減
免
を
必
要

と
す
る
事
由
を
証
明
す
る
書
類
を
添
付
し
て
、
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

(1
)～

(8
)
略

３
第
１
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
軽
自
動
車
税
の
減
免
を
受
け
た
者
は
、
そ
の

事
由
が
消
滅
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
市
長
に
申
告
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
身
体
障
害
者
等
に
対
す
る
軽
自
動
車
税
の
減
免
）

第
７
２
条

市
長
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
軽
自
動
車
等
の
う
ち
必
要
と
認
め

る
も
の
に
対
し
て
は
、
軽
自
動
車
税
を
減
免
す
る
。

(1
)・

(2
)
略

２
前
項
第
１
号
の
規
定
に
よ
っ
て
軽
自
動
車
税
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る

者
は

、
納

期
限

前
７

日
ま

で
に

、
市

長
に

対
し

て
、

身
体

障
害

者
福

祉
法

（
昭
和
２
４
年
法
律
第
２
８
３
号
）
第
１
５
条
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た

身
体
障
害
者
手
帳
（
戦
傷
病
者
特
別
援
護
法
（
昭
和
３
８
年
法
律
第
１
６
８

号
）
第
４
条
の
規
定
に
よ
り
戦
傷
病
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
で
身

体
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
な
い
も
の
に
あ
っ
て
は
、
戦
傷
病
者
手

帳
と
す
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
身
体
障
害
者
手
帳
」
と
い
う
。
）
、

厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
療
育
手
帳
（
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
「
療
育
手
帳
」
と
い
う
。
）
又
は
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害

者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
２
５
年
法
律
第
１
２
３
号
）
第
４
５
条
の
規

（
種
別
割
に
係
る
不
申
告
等
に
関
す
る
過
料
）

第
７
０
条

略

（
種
別
割
の
減
免
）

第
７
１
条

市
長
は
、
公
益
の
た
め
直
接
専
用
す
る
軽
自
動
車
等
の
う
ち
必
要

と
認
め
る
も
の
に
対
し
て
は
、
種
別
割
を
減
免
す
る
。

２
前
項
の
規
定
に
よ
っ
て
種
別
割
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
納
期

限
前
７
日
ま
で
に
当
該
軽
自
動
車
等
に
つ
い
て
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
税

額
及
び
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
減
免
を
必
要
と
す

る
事
由
を
証
明
す
る
書
類
を
添
付
し
て
、
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

(1
)～

(8
)
略

３
第
１
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
種
別
割
の
減
免
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
事
由

が
消
滅
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
市
長
に
申
告
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
身
体
障
害
者
等
に
対
す
る
種
別
割
の
減
免
）

第
７
２
条

市
長
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
軽
自
動
車
等
の
う
ち
必
要
と
認
め

る
も
の
に
対
し
て
は
、
種
別
割
を
減
免
す
る
。

(1
)・

(2
)
略

２
前

項
第

１
号

の
規

定
に

よ
っ

て
種

別
割

の
減

免
を

受
け

よ
う

と
す

る
者

は
、
納
期
限
前
７
日
ま
で
に
、
市
長
に
対
し
て
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭

和
２
４
年
法
律
第
２
８
３
号
）
第
１
５
条
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
身
体

障
害
者
手
帳
（
戦
傷
病
者
特
別
援
護
法
（
昭
和
３
８
年
法
律
第
１
６
８
号
）

第
４
条
の
規
定
に
よ
り
戦
傷
病
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
で
身
体
障

害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
な
い
も
の
に
あ
っ
て
は
、
戦
傷
病
者
手
帳
と

す
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
身
体
障
害
者
手
帳
」
と
い
う
。
）
、
厚
生

労
働
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
療
育
手
帳
（
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
療
育
手
帳
」
と
い
う
。
）
又
は
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福

祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
２
５
年
法
律
第
１
２
３
号
）
第
４
５
条
の
規
定
に
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改
正
後

改
正
前

定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
（
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
「
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
」
と
い
う
。
）
及
び
道
路
交
通
法
（
昭
和

３
５
年
法
律
第
１
０
５
号
）
第
９
２
条
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
身
体
障

害
者
若
し
く
は
身
体
障
害
者
等
と
生
計
を
一
に
す
る
者
若
し
く
は
身
体
障
害

者
等
（
身
体
障
害
者
等
の
み
で
構
成
さ
れ
る
世
帯
の
者
に
限
る
。
）
を
常
時

介
護
す
る
者
の
運
転
免
許
証
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
運
転
免
許
証
」
と

い
う
。
）
又
は
こ
れ
ら
の
者
の
特
定
免
許
情
報
（
同
法
第
９
５
条
の
２
第
２

項
に
規
定
す
る
特
定
免
許
情
報
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
記
録

さ
れ
た
免
許
情
報
記
録
個
人
番
号
カ
ー
ド
（
同
条
第
４
項
に
規
定
す
る
免
許

情
報
記
録
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
提
示
す

る
と
と
も
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
減
免
を
必

要
と
す
る
理
由
を
証
明
す
る
書
類
を
添
付
し
て
、
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

(1
)～

(6
)
略

３
略

４
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
１
項
第
１
号
の
規
定
に
よ
っ
て
軽
自
動

車
税
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
う
ち
、
同
号
の
規
定
に
よ
り
前
年
度

に
お
い
て
同
一
の
軽
自
動
車
等
に
係
る
軽
自
動
車
税
の
減
免
を
受
け
て
い
た

者
が
、
減
免
を
必
要
と
す
る
理
由
等
に
つ
い
て
変
更
が
な
い
旨
を
納
期
限
前

７
日
ま
で
に
市
長
に
届
け
出
た
と
き
は
、
前
項
の
申
請
が
あ
っ
た
も
の
と
み

な
す
。

５
第
１
項
第
２
号
の
規
定
に
よ
っ
て
軽
自
動
車
税
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す

る
者
は
、
納
期
限
前
７
日
ま
で
に
、
市
長
に
対
し
て
、
当
該
軽
自
動
車
等
の

提
示
（
市
長
が
、
当
該
軽
自
動
車
等
の
提
示
に
代
わ
る
と
認
め
る
書
類
の
提

出
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
書
類
の
提
出
）
を
す
る
と
と
も
に
、
前
条
第
２

項
各

号
に

掲
げ

る
事

項
を

記
載

し
た

申
請

書
を

提
出

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

６
前
条
第
３
項
の
規
定
は
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
っ
て
軽
自
動
車
税
の
減
免

を
受
け
て
い
る
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

よ
り

交
付

さ
れ

た
精

神
障

害
者

保
健

福
祉

手
帳

（
以

下
こ

の
項

に
お

い
て

「
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
」
と
い
う
。
）
及
び
道
路
交
通
法
（
昭
和
３

５
年
法
律
第
１
０
５
号
）
第
９
２
条
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
身
体
障
害

者
若
し
く
は
身
体
障
害
者
等
と
生
計
を
一
に
す
る
者
若
し
く
は
身
体
障
害
者

等
（
身
体
障
害
者
等
の
み
で
構
成
さ
れ
る
世
帯
の
者
に
限
る
。
）
を
常
時
介

護
す
る
者
の
運
転
免
許
証
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
運
転
免
許
証
」
と
い

う
。
）
又
は
こ
れ
ら
の
者
の
特
定
免
許
情
報
（
同
法
第
９
５
条
の
２
第
２
項

に
規
定
す
る
特
定
免
許
情
報
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
記
録
さ

れ
た
免
許
情
報
記
録
個
人
番
号
カ
ー
ド
（
同
条
第
４
項
に
規
定
す
る
免
許
情

報
記
録
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
提
示
す
る

と
と
も
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
減
免
を
必
要

と
す

る
理

由
を

証
明

す
る

書
類

を
添

付
し

て
、

提
出

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

(1
)～

(6
)
略

３
略

４
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
１
項
第
１
号
の
規
定
に
よ
っ
て
種
別
割

の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
う
ち
、
同
号
の
規
定
に
よ
り
前
年
度
に
お

い
て
同
一
の
軽
自
動
車
等
に
係
る
種
別
割
の
減
免
を
受
け
て
い
た
者
が
、
減

免
を
必
要
と
す
る
理
由
等
に
つ
い
て
変
更
が
な
い
旨
を
納
期
限
前
７
日
ま
で

に
市
長
に
届
け
出
た
と
き
は
、
前
項
の
申
請
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

５
第
１
項
第
２
号
の
規
定
に
よ
っ
て
種
別
割
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

は
、
納
期
限
前
７
日
ま
で
に
、
市
長
に
対
し
て
、
当
該
軽
自
動
車
等
の
提
示

（
市
長
が
、
当
該
軽
自
動
車
等
の
提
示
に
代
わ
る
と
認
め
る
書
類
の
提
出
が

あ
る
場
合
に
は
、
当
該
書
類
の
提
出
）
を
す
る
と
と
も
に
、
前
条
第
２
項
各

号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
前
条
第
３
項
の
規
定
は
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
っ
て
種
別
割
の
減
免
を
受

け
て
い
る
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
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改
正
後

改
正
前

（
原
動
機
付
自
転
車
及
び
小
型
特
殊
自
動
車
の
標
識
の
交
付
等
）

第
７
３
条

略
２

法
第
４
４
５
条
若
し
く
は
第
６
３
条
第
２
項
た
だ
し
書
又
は
第
６
３
条
の

３
の
規
定
に
よ
っ
て
軽
自
動
車
税
を
課
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
原
動
機
付
自

転
車
又
は
小
型
特
殊
自
動
車
の
所
有
者
又
は
使
用
者
は
、
そ
の
主
た
る
定
置

場
が
、
市
内
に
所
在
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
、
そ
の
事
由
が
発
生
し
た

日
か

ら
１

５
日

以
内

に
、

市
長

に
対

し
、

規
則

で
定

め
る

申
請

書
を

提
出

し
、

か
つ

、
当

該
原

動
機

付
自

転
車

又
は

小
型

特
殊

自
動

車
の

提
示

を
し

て
、
そ
の
車
体
に
取
り
付
け
る
べ
き
標
識
の
交
付
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
軽
自
動
車
税
を
課
さ
れ
る
べ
き
原
動
機
付
自
転
車
又
は
小
型
特
殊
自
動

車
が
法
第
４
４
５
条
若
し
く
は
第
６
３
条
第
２
項
た
だ
し
書
又
は
第
６
３
条

の
３
の
規
定
に
よ
っ
て
軽
自
動
車
税
を
課
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
っ
た
と
き
に

お
け
る
当
該
原
動
機
付
自
転
車
又
は
小
型
特
殊
自
動
車
の
所
有
者
又
は
使
用

者
に
つ
い
て
も
、
ま
た
、
同
様
と
す
る
。

３
～
６

略
７

第
２
項
の
標
識
及
び
第
３
項
の
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
当
該
原

動
機
付
自
転
車
又
は
小
型
特
殊
自
動
車
の
主
た
る
定
置
場
が
市
内
に
存
在
し

な
い
こ
と
と
な
っ
た
と
き
、
当
該
原
動
機
付
自
転
車
又
は
小
型
特
殊
自
動
車

を
所
有
し
、
若
し
く
は
使
用
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
と
き
又
は
当
該
原
動
機

付
自
転
車
又
は
小
型
特
殊
自
動
車
に
対
し
て
軽
自
動
車
税
が
課
さ
れ
る
こ
と

と
な
っ
た
と
き
は
、
そ
の
事
由
が
発
生
し
た
日
か
ら
１
５
日
以
内
に
、
市
長

に
対
し
、
そ
の
標
識
及
び
証
明
書
を
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８
・
９

略

附
則

１
～
１
０

略
（
法
附
則
第
１
５
条
第
２
項
第
１
号
等
の
条
例
で
定
め
る
割
合
）

１
０
の
２

略
１
０
の
３

法
附
則
第
１
５
条
第
２
項
第

５
号
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で

定
め
る
割
合
は
、
５
分
の
４
と
す
る
。

（
原
動
機
付
自
転
車
及
び
小
型
特
殊
自
動
車
の
標
識
の
交
付
等
）

第
７
３
条

略
２

法
第
４
４
５
条
若
し
く
は
第
６
３
条
第
３
項
た
だ
し
書
又
は
第
６
３
条
の

３
の
規
定
に
よ
っ
て
種
別
割
を
課
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
原
動
機
付
自
転
車

又
は

小
型

特
殊

自
動

車
の

所
有

者
又

は
使

用
者

は
、

そ
の

主
た

る
定

置
場

が
、
市
内
に
所
在
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
、
そ
の
事
由
が
発
生
し
た
日

か
ら
１
５
日
以
内
に
、
市
長
に
対
し
、
規
則
で
定
め
る
申
請
書
を
提
出
し
、

か
つ
、
当
該
原
動
機
付
自
転
車
又
は
小
型
特
殊
自
動
車
の
提
示
を
し
て
、
そ

の
車
体
に
取
り
付
け
る
べ
き
標
識
の
交
付
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
種

別
割
を
課
さ
れ
る
べ
き
原
動
機
付
自
転
車
又
は
小
型
特
殊
自
動
車
が
法
第
４

４
５
条
若
し
く
は
第
６
３
条
第
３
項
た
だ
し
書
又
は
第
６
３
条
の
３
の
規
定

に
よ
っ
て
種
別
割
を
課
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
っ
た
と
き
に
お
け
る
当
該
原
動

機
付
自
転
車
又
は
小
型
特
殊
自
動
車
の
所
有
者
又
は
使
用
者
に
つ
い
て
も
、

ま
た
、
同
様
と
す
る
。

３
～
６

略
７

第
２
項
の
標
識
及
び
第
３
項
の
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
当
該
原

動
機
付
自
転
車
又
は
小
型
特
殊
自
動
車
の
主
た
る
定
置
場
が
市
内
に
存
在
し

な
い
こ
と
と
な
っ
た
と
き
、
当
該
原
動
機
付
自
転
車
又
は
小
型
特
殊
自
動
車

を
所
有
し
、
若
し
く
は
使
用
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
と
き
又
は
当
該
原
動
機

付
自
転
車
又
は
小
型
特
殊
自
動
車
に
対
し
て
種
別
割
が
課
さ
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
と
き
は
、
そ
の
事
由
が
発
生
し
た
日
か
ら
１
５
日
以
内
に
、
市
長
に
対

し
、
そ
の
標
識
及
び
証
明
書
を
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８
・
９

略

附
則

１
～
１
０

略
（
法
附
則
第
１
５
条
第
２
項
第
１
号
等
の
条
例
で
定
め
る
割
合
）

１
０
の
２

略
１
０
の
３

法
附
則
第
１
５
条
第
２
項
第
５
号
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で

定
め
る
割
合
は
、
４
分
の
３
と
す
る
。
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改
正
後

改
正
前

１
０
の
４

法
附
則
第
１
５
条
第
２
０
項

に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め

る
割
合
は
、
２
分
の
１
と
す
る
。

１
０
の
５

法
附
則
第
１
５
条
第
２
１
項

第
１
号
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例

で
定
め
る
割
合
は
３
分
の
２
と
す
る
。

１
０
の
６

法
附
則
第
１
５
条
第
２
１
項

第
２
号
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例

で
定
め
る
割
合
は
、
２
分
の
１
と
す
る
。

１
０
の
７

法
附
則
第
１
５
条
第
２
１
項

第
３
号
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例

で
定
め
る
割
合
は
２
分
の
１
と
す
る
。

１
０
の
８

法
附
則
第
１
５
条
第
２
２
項

第
１
号
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例

で
定
め
る
割
合
は
３
分
の
２
と
す
る
。

１
０
の
９

法
附
則
第
１
５
条
第
２
２
項

第
２
号
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例

で
定
め
る
割
合
は
、
２
分
の
１
と
す
る
。

１
０
の
１
０

法
附
則
第
１
５
条
第
２
４
項
第
１
号
イ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ

い
て
同
号
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
２
分
の
１
と
す

る
。

１
０
の
１
１

法
附
則
第
１
５
条
第
２
４
項
第
１
号
ロ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ

い
て
同
号
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
２
分
の
１
と
す

る
。

１
０
の
１
２

法
附
則
第
１
５
条
第
２
４
項
第
１
号
ハ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ

い
て

同
号

に
規

定
す

る
市

町
村

の
条

例
で

定
め

る
割

合
は

２
分

の
１

と
す

る
。

１
０
の
１
３

法
附
則
第
１
５
条
第
２
４
項
第
１
号
ニ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ

い
て

同
号

に
規

定
す

る
市

町
村

の
条

例
で

定
め

る
割

合
は

２
分

の
１

と
す

る
。

１
０
の
１
４

法
附
則
第
１
５
条
第
２
４
項
第
２
号
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い

て
同

号
に

規
定

す
る

市
町

村
の

条
例

で
定

め
る

割
合

は
、

５
分

の
３

と
す

る
。

１
０
の
１
５

法
附
則
第
１
５
条
第
２
４
項
第
３
号
イ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ

い
て

同
号

に
規

定
す

る
市

町
村

の
条

例
で

定
め

る
割

合
は

３
分

の
２

と
す

る
。

１
０
の
４

法
附
則
第
１
５
条
第
２
１
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め

る
割
合
は
、
２
分
の
１
と
す
る
。

１
０
の
５

法
附
則
第
１
５
条
第
２
２
項
第
１
号
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例

で
定
め
る
割
合
は
３
分
の
２
と
す
る
。

１
０
の
６

法
附
則
第
１
５
条
第
２
２
項
第
２
号
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例

で
定
め
る
割
合
は
、
２
分
の
１
と
す
る
。

１
０
の
７

法
附
則
第
１
５
条
第
２
２
項
第
３
号
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例

で
定
め
る
割
合
は
２
分
の
１
と
す
る
。

１
０
の
８

法
附
則
第
１
５
条
第
２
３
項
第
１
号
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例

で
定
め
る
割
合
は
３
分
の
２
と
す
る
。

１
０
の
９

法
附
則
第
１
５
条
第
２
３
項
第
２
号
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例

で
定
め
る
割
合
は
、
２
分
の
１
と
す
る
。

１
０
の
１
０

法
附
則
第
１
５
条
第
２
５
項
第
１
号
イ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ

い
て
同
号
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
３
分
の
２
と
す

る
。

１
０
の
１
１

法
附
則
第
１
５
条
第
２
５
項
第
１
号
ロ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ

い
て
同
号
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
３
分
の
２
と
す

る
。

１
０
の
１
２

法
附
則
第
１
５
条
第
２
５
項
第
１
号
ハ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ

い
て

同
号

に
規

定
す

る
市

町
村

の
条

例
で

定
め

る
割

合
は

３
分

の
２

と
す

る
。

１
０
の
１
３

法
附
則
第
１
５
条
第
２
５
項
第
１
号
ニ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ

い
て

同
号

に
規

定
す

る
市

町
村

の
条

例
で

定
め

る
割

合
は

３
分

の
２

と
す

る
。

１
０
の
１
４

法
附
則
第
１
５
条
第
２
５
項
第
２
号
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い

て
同

号
に

規
定

す
る

市
町

村
の

条
例

で
定

め
る

割
合

は
、

７
分

の
６

と
す

る
。

１
０
の
１
５

法
附
則
第
１
５
条
第
２
５
項
第
３
号
イ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ

い
て

同
号

に
規

定
す

る
市

町
村

の
条

例
で

定
め

る
割

合
は

４
分

の
３

と
す

る
。
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改
正
後

改
正
前

１
０
の
１
６

法
附
則
第
１
５
条
第
２
４
項
第
３
号
ロ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ

い
て

同
号

に
規

定
す

る
市

町
村

の
条

例
で

定
め

る
割

合
は

３
分

の
２

と
す

る
。

１
０
の
１
７

法
附
則
第
１
５
条
第
２
４
項
第
４
号
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い

て
同
号
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
４
分
の
３
と
す
る
。

１
０
の
１
８

法
附
則
第
１
５
条
第
２
７
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定

め
る
割
合
は
、
３
分
の
２
と
す
る
。

１
０
の
１
９

法
附
則
第
１
５
条
第
３
１
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定

め
る
割
合
は
、
３
分
の
２
と
す
る
。

１
０
の
２
０

法
附
則
第
１
５
条
第
３
５
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定

め
る
割
合
は
、
３
分
の
２
と
す
る
。

１
０
の
２
１

法
附
則
第
１
５
条
第
３
６
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定

め
る
割
合
は
、
２
分
の
１
と
す
る
。

１
０
の
２
２

略
１
０
の
２
３

略
１
０
の
２
４

法
附
則
第
１
５
条
の
１
１
第
１
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例

で
定
め
る
割
合
は
、
３
分
の
１
と
す
る
。

（
令
和
７
年
度
又
は
令
和
８
年
度
に
お
け
る
土
地
の
価
格
の
特
例
）

１
０
の
２
５

略
１
０
の
２
６

略

１
０
の
１
６

法
附
則
第
１
５
条
第
２
５
項
第
３
号
ロ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ

い
て

同
号

に
規

定
す

る
市

町
村

の
条

例
で

定
め

る
割

合
は

４
分

の
３

と
す

る
。

１
０
の
１
７

法
附
則
第
１
５
条
第
２
５
項
第
３
号
ハ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ

い
て

同
号

に
規

定
す

る
市

町
村

の
条

例
で

定
め

る
割

合
は

４
分

の
３

と
す

る
。

１
０
の
１
８

法
附
則
第
１
５
条
第
２
５
項
第
４
号
イ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ

い
て
同
号
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
２
分
の
１
と
す

る
。

１
０
の
１
９

法
附
則
第
１
５
条
第
２
５
項
第
４
号
ロ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ

い
て
同
号
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
２
分
の
１
と
す

る
。

１
０
の
２
０

法
附
則
第
１
５
条
第
２
５
項
第
４
号
ハ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ

い
て
同
号
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
２
分
の
１
と
す

る
。

１
０
の
２
１

法
附
則
第
１
５
条
第
２
８
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定

め
る
割
合
は
、
３
分
の
２
と
す
る
。

１
０
の
２
２

法
附
則
第
１
５
条
第
３
２
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定

め
る
割
合
は
、
３
分
の
２
と
す
る
。

１
０
の
２
３

法
附
則
第
１
５
条
第
３
６
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定

め
る
割
合
は
、
３
分
の
２
と
す
る
。

１
０
の
２
４

法
附
則
第
１
５
条
第
３
７
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定

め
る
割
合
は
、
２
分
の
１
と
す
る
。

１
０
の
２
５

略
１
０
の
２
６

略

（
令
和
７
年
度
又
は
令
和
８
年
度
に
お
け
る
土
地
の
価
格
の
特
例
）

１
０
の
２
７

略
１
０
の
２
８

略
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改
正
後

改
正
前

（
新
築
住
宅
等
に
対
す
る
固
定
資
産
税
の
減
額
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
が
す
べ
き
申
告
）

１
０
の
２
７

略
１
０
の
２
８

略
１
０
の
２
９

略
１
０
の
３
０

略
１
０
の
３
１

略
１
０
の
３
２

略
１
０
の
３
３

法
附
則
第
１
５
条
の
８
第
４
項
の
家
屋
に
つ
い
て
、
同
項
の
規

定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
１

月
３
１
日
ま
で
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
に
令
附
則
第
１
２

条
第
１
７
項
に
規
定
す
る
従
前
の
家
屋
に
つ
い
て
移
転
補
償
金
を
受
け
た
こ

と
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
て
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(1
)～

(3
)
略

１
０
の
３
４

法
附
則
第
１
５
条
の
９
第
１
項
の
耐
震
基
準
適
合
住
宅
に
つ
い

て
、
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
耐
震
基
準
適
合

住
宅
に
係
る
耐
震
改
修
が
完
了
し
た
日
か
ら
３
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
た
申
告
書
に
当
該
耐
震
改
修
に
要
し
た
費
用
を
証
す
る
書
類
及

び
当
該
耐
震
改
修
後
の
家
屋
が
令
附
則
第
１
２
条
第
２
０
項
に
規
定
す
る
基

準
を
満
た
す
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
て
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

(1
)～

(6
)
略

１
０
の
３
５

法
附
則
第
１
５
条
の
９
第
４
項
の
高
齢
者
等
居
住
改
修
住
宅
又

は
同
条
第
５
項
の
高
齢
者
等
居
住
改
修
専
有
部
分
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
規

定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
同
条
第
４
項
に
規
定
す
る
居
住
安
全

改
修
工
事
が
完
了
し
た
日
か
ら
３
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

た
申
告
書
に
施
行
規
則
附
則
第
７
条
第
９
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し

て
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(1
)～

(3
)
略

(4
)
令
附
則
第
１
２
条
第
２
４
項
に

掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
者
の
住
所
、
氏

（
新
築
住
宅
等
に
対
す
る
固
定
資
産
税
の
減
額
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
が
す
べ
き
申
告
）

１
０
の
２
９

略
１
０
の
３
０

略
１
０
の
３
１

略
１
０
の
３
２

略
１
０
の
３
３

略
１
０
の
３
４

略
１
０
の
３
５

法
附
則
第
１
５
条
の
８
第
４
項
の
家
屋
に
つ
い
て
、
同
項
の
規

定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
１

月
３
１
日
ま
で
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
に
令
附
則
第
１
２

条
第
１
６
項
に
規
定
す
る
従
前
の
家
屋
に
つ
い
て
移
転
補
償
金
を
受
け
た
こ

と
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
て
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(1
)～

(3
)
略

１
０
の
３
６

法
附
則
第
１
５
条
の
９
第
１
項
の
耐
震
基
準
適
合
住
宅
に
つ
い

て
、
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
耐
震
基
準
適
合

住
宅
に
係
る
耐
震
改
修
が
完
了
し
た
日
か
ら
３
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
た
申
告
書
に
当
該
耐
震
改
修
に
要
し
た
費
用
を
証
す
る
書
類
及

び
当
該
耐
震
改
修
後
の
家
屋
が
令
附
則
第
１
２
条
第
１
９
項
に
規
定
す
る
基

準
を
満
た
す
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
て
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

(1
)～

(6
)
略

１
０
の
３
７

法
附
則
第
１
５
条
の
９
第
４
項
の
高
齢
者
等
居
住
改
修
住
宅
又

は
同
条
第
５
項
の
高
齢
者
等
居
住
改
修
専
有
部
分
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
規

定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
同
条
第
４
項
に
規
定
す
る
居
住
安
全

改
修
工
事
が
完
了
し
た
日
か
ら
３
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

た
申
告
書
に
施
行
規
則
附
則
第
７
条
第
９
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し

て
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(1
)～

(3
)
略

(4
)
令
附
則
第
１
２
条
第
２
３
項
に

掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
者
の
住
所
、
氏

（ 66 ）



改
正
後

改
正
前

名
及
び
当
該
者
が
同
項
各
号
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
の
別

(5
)
略

(6
)
居
住
安
全
改
修
工
事
に
要
し
た

費
用
並
び
に
令
附
則
第
１
２
条
第
２
５

項
に
規
定
す
る
補
助
金
等
、
居
宅

介
護
住
宅
改
修
費
及
び
介
護
予
防
住
宅

改
修
費

(7
)
略

１
０
の
３
６

法
附
則
第
１
５
条
の
９
第
９
項
の
熱
損
失
防
止
改
修
等
住
宅
又

は
同
条
第
１
０
項
の
熱
損
失
防
止
改
修
等
専
有
部
分
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の

規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
同
条
第
９
項
に
規
定
す
る
熱
損
失

防
止
改
修
工
事
等
が
完
了
し
た
日
か
ら
３
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

記
載
し
た
申
告
書
に
施
行
規
則
附
則
第
７
条
第
１
０
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類

を
添
付
し
て
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(1
)～

(4
)
略

(5
)
熱
損
失
防
止
改
修
工
事
等
に
要

し
た
費
用
及
び
令
附
則
第
１
２
条
第
３

２
項
に
規
定
す
る
補
助
金
等

(6
)
略

１
０
の
３
７

略
１
０
の
３
８

法
附
則
第
１
５
条
の
９
の
２
第
４
項
に
規
定
す
る
特
定
熱
損
失

防
止
改
修
等
住
宅
又
は
同
条
第
５
項
に
規
定
す
る
特
定
熱
損
失
防
止
改
修
等

住
宅
専
有
部
分
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

は
、
法
附
則
第
１
５
条
の
９
第
９
項
に
規
定
す
る
熱
損
失
防
止
改
修
工
事
等

が
完
了
し
た
日
か
ら
３
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書

に
施
行
規
則
附
則
第
７
条
第
１
２
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
市
長

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(1
)～

(4
)
略

(5
)
熱
損
失
防
止
改
修
工
事
等
に
要

し
た
費
用
及
び
令
附
則
第
１
２
条
第
３

２
項
に
規
定
す
る
補
助
金
等

(6
)
略

１
０
の
３
９

略
１
０
の
４
０

略

名
及
び
当
該
者
が
同
項
各
号
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
の
別

(5
)
略

(6
)
居
住
安
全
改
修
工
事
に
要
し
た

費
用
並
び
に
令
附
則
第
１
２
条
第
２
４

項
に
規
定
す
る
補
助
金
等
、
居
宅

介
護
住
宅
改
修
費
及
び
介
護
予
防
住
宅

改
修
費

(7
)
略

１
０
の
３
８

法
附
則
第
１
５
条
の
９
第
９
項
の
熱
損
失
防
止
改
修
等
住
宅
又

は
同
条
第
１
０
項
の
熱
損
失
防
止
改
修
等
専
有
部
分
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の

規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
同
条
第
９
項
に
規
定
す
る
熱
損
失

防
止
改
修
工
事
等
が
完
了
し
た
日
か
ら
３
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

記
載
し
た
申
告
書
に
施
行
規
則
附
則
第
７
条
第
１
０
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類

を
添
付
し
て
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(1
)～

(4
)
略

(5
)
熱
損
失
防
止
改
修
工
事
等
に
要

し
た
費
用
及
び
令
附
則
第
１
２
条
第
３

１
項
に
規
定
す
る
補
助
金
等

(6
)
略

１
０
の
３
９

略
１
０
の
４
０

法
附
則
第
１
５
条
の
９
の
２
第
４
項
に
規
定
す
る
特
定
熱
損
失

防
止
改
修
等
住
宅
又
は
同
条
第
５
項
に
規
定
す
る
特
定
熱
損
失
防
止
改
修
等

住
宅
専
有
部
分
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

は
、
法
附
則
第
１
５
条
の
９
第
９
項
に
規
定
す
る
熱
損
失
防
止
改
修
工
事
等

が
完
了
し
た
日
か
ら
３
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書

に
施
行
規
則
附
則
第
７
条
第
１
２
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
市
長

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(1
)～

(4
)
略

(5
)
熱
損
失
防
止
改
修
工
事
等
に
要

し
た
費
用
及
び
令
附
則
第
１
２
条
第
３

１
項
に
規
定
す
る
補
助
金
等

(6
)
略

１
０
の
４
１

略
１
０
の
４
２

略
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改
正
後

改
正
前

１
０
の
４
１

法
附
則
第
１
５
条
の
１
０
第
１
項
の
耐
震
基
準
適
合
家
屋
に
つ

い
て
、
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
耐
震
基
準
適

合
家
屋
に
係
る
耐
震
改
修
が
完
了
し
た
日
か
ら
３
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る

事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
に
施
行
規
則
附
則
第
７
条
第
１
８
項
に
規
定
す
る

補
助
に
係
る
補
助
金
確
定
通
知
書
の
写
し
、
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に

関
す
る
法
律
（
平
成
７
年
法
律
第
１
２
３
号
）
第
７
条
又
は
附
則
第
３
条
第

１
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
写
し
及
び
当
該
耐
震
改
修
後
の
家
屋
が
令
附
則

第
１
２
条
第
２
０
項
に
規
定
す
る
基
準
を
満
た
す
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添

付
し
て
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(1
)～

(6
)
略

１
０
の
４
２

法
附
則
第
１
５
条
の
１
１
第
１
項
の
改
修
特
別
特
定
建
築
物
に

つ
い
て
、
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
同
項
に
規
定
す

る
利
便
性
等
向
上
改
修
工
事
が
完
了
し
た
日
か
ら
３
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ

る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
に
施
行
規
則
附
則
第
７
条
の
２
第
１
項
に
規
定

す
る
補
助
に
係
る
補
助
金
確
定
通
知
書
の
写
し
及
び
高
齢
者
、
障
害
者
等
の

移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
１
８
年
法
律
第
９
１
号
）

第
１
４
条
第
１
項
に
規
定
す
る
建
築
物
移
動
等
円
滑
化
基
準
（
同
条
第
３
項

の
条
例
で
付
加
し
た
事
項
を
含
む
。
）
又
は
同
法
第
１
７
条
第
３
項
第
１
号

に
規
定
す
る
同
法
第
２
条
第
２
０
号
に
規
定
す
る
建
築
物
特
定
施
設
の
構
造

及
び
配
置
に
関
す
る
基
準
に
適
合
す
る
旨
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
て
市
長

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(1
)・

(2
)
略

(3
)
家
屋
が
高
齢
者
、
障
害
者
等
の

移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法

律
施
行
令
（
平
成
１
８
年
政
令
第

３
７
９
号
）
第
５
条
各
号
に
掲
げ
る
特

別
特
定
建
築
物
（
高
齢
者
、
障
害

者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関

す
る
法
律
第
１
４
条
第
３
項
の
条

例
で
定
め
る
同
法
第
２
条
第
１
８
号
に

規
定
す
る
特
定
建
築
物
を
含
む
。
）
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
の
別

(4
)～

(6
)
略

１
１
～
１
３
の
６

略

１
０
の
４
３

法
附
則
第
１
５
条
の
１
０
第
１
項
の
耐
震
基
準
適
合
家
屋
に
つ

い
て
、
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
耐
震
基
準
適

合
家
屋
に
係
る
耐
震
改
修
が
完
了
し
た
日
か
ら
３
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る

事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
に
施
行
規
則
附
則
第
７
条
第
１
８
項
に
規
定
す
る

補
助
に
係
る
補
助
金
確
定
通
知
書
の
写
し
、
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に

関
す
る
法
律
（
平
成
７
年
法
律
第
１
２
３
号
）
第
７
条
又
は
附
則
第
３
条
第

１
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
写
し
及
び
当
該
耐
震
改
修
後
の
家
屋
が
令
附
則

第
１
２
条
第
１
９
項
に
規
定
す
る
基
準
を
満
た
す
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添

付
し
て
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(1
)～

(6
)
略

１
０
の
４
４

法
附
則
第
１
５
条
の
１
１
第
１
項
の
改
修
実
演
芸
術
公
演
施
設

に
つ
い
て
、
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
同
項
に
規
定

す
る
利
便
性
等
向
上
改
修
工
事
が
完
了
し
た
日
か
ら
３
月
以
内
に
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
に
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化

の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
１
８
年
国
土
交
通
省
令
第
１
１
０

号
）
第
１
０
条
第
２
項
に
規
定
す
る
通
知
書
の
写
し
及
び
主
と
し
て
劇
場
、

音
楽
堂
等
の
活
性
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
２
４
年
法
律
第
４
９
号
）
第
２

条
第
２
項
に
規
定
す
る
実
演
芸
術
の
公
演
の
用
に
供
す
る
施
設
で
あ
る
旨
を

証
す
る
書
類
を
添
付
し
て
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(1
)・

(2
)
略

(3
)
家
屋
が
高
齢
者
、
障
害
者
等
の

移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法

律
施
行
令
（
平
成
１
８
年
政
令
第

３
７
９
号
）
第
５
条
第
３
号
に
規
定
す

る
劇
場
若
し
く
は
演
芸
場
又
は
同

条
第
４
号
に
規
定
す
る
集
会
場
若
し
く

は
公
会
堂
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
の
別

(4
)～

(6
)
略

１
１
～
１
３
の
６

略
（
個
人
の
市
民
税
の
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
）
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改
正
後

改
正
前

１
３
の
７
か
ら
１
３
の
９
ま
で

削
除

（
個
人
の
市
民
税
の
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
）

１
３
の
１
０

平
成
２
２
年
度
か
ら
令
和
２
０
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人

の
市
民
税
に
限
り
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
分
の
所
得
税
に
つ
き
租

税
特
別
措
置
法
第
４
１
条
又
は
第
４
１
条
の
２
の
２
の
規
定
の
適
用
を
受
け

た
場
合
（
同
法
第
４
１
条
第
１
項
に
規
定
す
る
居
住
年
が
平
成
２
１
年
か
ら

令
和
７
年
ま
で
の
各
年
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
に
は
、
法
附
則
第
５
条
の

１
３
の
７

平
成
２
０
年
度
か
ら
平
成
２
８
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の

市
民
税
に
限
り
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
分
の
所
得
税
に
つ
き
租
税

特
別
措
置
法
第
４
１
条
又
は
第
４
１
条
の
２
の
２
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た

場
合
（
同
法
第
４
１
条
第
１
項
に
規
定
す
る
居
住
年
（
附
則
第
１
３
項
の
１

０
に
お
い
て
「
居
住
年
」
と
い
う
。
）
が
平
成
１
１
年
か
ら
平
成
１
８
年
ま

で
の
各
年
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
に
お
い
て
は
、
法
附
則
第
５
条
の
４
第

６
項
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
控
除
す
べ
き
額
（
附
則
第
１
３
項
の
９
に

お
い
て
「
市
民
税
の
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
額
」
と
い
う
。
）
を
、

当
該
納
税
義
務
者
の
第
２
６
条
の
３
及
び
第
２
６
条
の
５
の
規
定
を
適
用
し

た
場
合
の
所
得
割
の
額
か
ら
控
除
す
る
。

１
３
の
８

前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
２
６
条
の
７
及
び

第
２

６
条

の
８

第
１

項
の

規
定

の
適

用
に

つ
い

て
は

、
第

２
６

条
の

７
中

「
前
２
条
」
と
あ
る
の
は
「
前
２
条
並
び
に
附
則
第
１
３
項
の
７
」
と
、
第

２
６
条
の
８
第
１
項
中
「
前
３
条
」
と
あ
る
の
は
「
前
３
条
並
び
に
附
則
第

１
３
項
の
７
」
と
す
る
。

１
３
の
９

附
則
第
１
３
項
の
７
の
規
定
は
、
市
民
税
の
所
得
割
の
納
税
義
務

者
が
、
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
３
月
１
５
日
ま
で
に
、
施
行
規
則

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
旨
及

び
市
民
税
の
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
額
の
控
除
に
関
す
る
事
項
を
記

載
し
た
市
民
税
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
申
告
書
（
そ
の
提
出
期
限
後

に
お
い
て
市
民
税
の
納
税
通
知
書
が
送
達
さ
れ
る
時
ま
で
に
提
出
さ
れ
た
も

の
を
含
む
。
）
を
、
市
長
に
提
出
し
た
場
合
（
法
附
則
第
５
条
の
４
第
９
項

の
規

定
に

よ
り

税
務

署
長

を
経

由
し

て
提

出
し

た
場

合
を

含
む

。
）

に
限

り
、
適
用
す
る
。

１
３
の
１
０

平
成
２
２
年
度
か
ら
令
和
２
０
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人

の
市
民
税
に
限
り
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
分
の
所
得
税
に
つ
き
租

税
特
別
措
置
法
第
４
１
条
又
は
第
４
１
条
の
２
の
２
の
規
定
の
適
用
を
受
け

た
場
合
（
居
住
年
が
平
成
１
１
年
か
ら
平
成
１
８
年
ま
で
又
は
平
成
２
１
年

か
ら
令
和
７
年
ま
で
の
各
年
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
に
お
い
て
、
附
則
第
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改
正
後

改
正
前

４
第
５
項
（
同
条
第
７
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を

含
む
。
）
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
控
除
す
べ
き
額
を
、
当
該
納
税
義
務

者
の
第
２
６
条
の
３
及
び
第
２
６
条
の
５
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
の
所
得

割
の
額
か
ら
控
除
す
る
。

１
３
の
１
１
～
１
３
の
２
７

略
（
肉
用
牛
の
売
却
に
よ
る
事
業
所
得
に
係
る
市
民
税
の
課
税
の
特
例
）

１
４

昭
和
５
７
年
度
か
ら
令
和
１
２
年

度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の
市
民

税
に
限
り
、
法
附
則
第
６
条
第
４
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
第
２
８

条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
（
そ
の
提
出
期
限
後
に
お
い
て
、
市

民
税
の
納
税
通
知
書
が
送
達
さ
れ
る
時
ま
で
に
提
出
さ
れ
た
も
の
及
び
そ
の

時
ま
で
に
提
出
さ
れ
た
第
２
８
条
の
３
第
１
項
の
確
定
申
告
書
を
含
む
。
次

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
肉
用
牛
の
売
却
に
係
る
租
税
特
別
措
置
法
第
２
５

条
第
１
項
に
規
定
す
る
事
業
所
得
の
明
細
に
関
す
る
事
項
の
記
載
が
あ
る
と

き
（
こ
れ
ら
の
申
告
書
に
そ
の
記
載
が
な
い
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い

理
由

が
あ

る
と

市
長

が
認

め
る

と
き

を
含

む
。

次
項

に
お

い
て

同
じ

。
）

は
、
当
該
事
業
所
得
に
係
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
を
免
除
す
る
。

１
４
の
２

前
項
に
規
定
す
る
各
年
度
分

の
個
人
の
市
民
税
に
限
り
、
法
附
則

第
６
条
第
５
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
第
２
８
条
の
２
第
１
項
の
規

定
に
よ
る
申
告
書
に
肉
用
牛
の
売
却
に
係
る
租
税
特
別
措
置
法
第
２
５
条
第

２
項
第
２
号
に
規
定
す
る
事
業
所
得
の
明
細
に
関
す
る
事
項
の
記
載
が
あ
る

と
き

は
、

そ
の

者
の

前
年

の
総

所
得

金
額

に
係

る
市

民
税

の
所

得
割

の
額

は
、
第
２
６
条
か
ら
第
２
６
条
の
３
ま
で
、
第
２
６
条
の
５
か
ら
第
２
６
条

の
７
ま
で
、
附
則
第
１
３
項
の
１
０
及
び
附
則
第
１
３
項
の
１
２
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
法
附
則
第
６
条
第
５
項
各
号
に
掲
げ
る
金
額
の
合
計
額
と
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

１
４
の
３
・
１
５

略

１
３
項
の
７
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
と
き
は
、
法
附
則
第
５
条
の
４
の

２
第
５
項
（
同
条
第
７
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を

含
む
。
）
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
控
除
す
べ
き
額
を
、
当
該
納
税
義
務

者
の
第
２
６
条
の
３
及
び
第
２
６
条
の
５
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
の
所
得

割
の
額
か
ら
控
除
す
る
。

１
３
の
１
１
～
１
３
の
２
７

略
（
肉
用
牛
の
売
却
に
よ
る
事
業
所
得
に
係
る
市
民
税
の
課
税
の
特
例
）

１
４

昭
和
５
７
年
度
か
ら
令
和
９
年
度

ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の
市
民
税

に
限
り
、
法
附
則
第
６
条
第
４
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
第
２
８
条

の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
（
そ
の
提
出
期
限
後
に
お
い
て
、
市
民

税
の
納
税
通
知
書
が
送
達
さ
れ
る
時
ま
で
に
提
出
さ
れ
た
も
の
及
び
そ
の
時

ま
で
に
提
出
さ
れ
た
第
２
８
条
の
３
第
１
項
の
確
定
申
告
書
を
含
む
。
次
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
肉
用
牛
の
売
却
に
係
る
租
税
特
別
措
置
法
第
２
５
条

第
１
項
に
規
定
す
る
事
業
所
得
の
明
細
に
関
す
る
事
項
の
記
載
が
あ
る
と
き

（
こ
れ
ら
の
申
告
書
に
そ
の
記
載
が
な
い
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
理

由
が
あ
る
と
市
長
が
認
め
る
と
き
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、

当
該
事
業
所
得
に
係
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
を
免
除
す
る
。

１
４
の
２

前
項
に
規
定
す
る
各
年
度
分
の
個
人
の
市
民
税
に
限
り
、
法
附
則

第
６
条
第
５
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
第
２
８
条
の
２
第
１
項
の
規

定
に
よ
る
申
告
書
に
肉
用
牛
の
売
却
に
係
る
租
税
特
別
措
置
法
第
２
５
条
第

２
項
第
２
号
に
規
定
す
る
事
業
所
得
の
明
細
に
関
す
る
事
項
の
記
載
が
あ
る

と
き

は
、

そ
の

者
の

前
年

の
総

所
得

金
額

に
係

る
市

民
税

の
所

得
割

の
額

は
、
第
２
６
条
か
ら
第
２
６
条
の
３
ま
で
、
第
２
６
条
の
５
か
ら
第
２
６
条

の
７
ま
で
、
附
則
第
１
３
項
の
７
、
附
則
第
１
３
項
の
１
０
及
び
附
則
第
１

３
項
の
１
２
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
附
則
第
６
条
第
５
項
各
号
に
掲
げ

る
金
額
の
合
計
額
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１
４
の
３
・
１
５

略
（
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
賦
課
徴
収
の
特
例
）

１
５
の
２

軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
賦
課
徴
収
は
、
当
分
の
間
、
第
１

章
第
２
節
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
県
が
、
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
賦
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改
正
後

改
正
前

課
徴
収
の
例
に
よ
り
、
行
う
も
の
と
す
る
。

１
５
の
３

県
知
事
は
、
当
分
の
間
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
軽
自
動
車
税

の
環
境
性
能
割
の
賦
課
徴
収
に
関
し
、
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
が
法
第
４
４

６
条

第
１

項
（

同
条

第
２

項
又

は
第

３
項

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む
。
）
又
は
法
第
４
５
１
条
第
１
項
若
し
く
は
第
２
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を

同
条
第
４
項
又
は
第
５
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
適
用
を

受
け
る
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
の
判
断
を
す
る
と
き

は
、
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
（
法
附
則
第
２
９
条
の
９
第
３
項
に
規
定
す

る
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
基
づ
き

当
該
判
断
を
す
る
も
の
と
す
る
。

１
５
の
４

県
知
事
は
、
当
分
の
間
、
附
則
第
１
５
項
の
２
の
規
定
に
よ
り
賦

課
徴
収
を
行
う
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
に
つ
き
、
そ
の
納
付
す
べ
き
額

に
つ
い
て
不
足
額
が
あ
る
こ
と
を
附
則
第
１
５
項
の
７
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
ら
れ
た
第
６
３
条
の
７
第
１
項
の
納
期
限
（
納
期
限
の
延
長
が
あ
っ
た

と
き

は
、

そ
の

延
長

さ
れ

た
納

期
限

）
後

に
お

い
て

知
っ

た
場

合
に

お
い

て
、
当
該
事
実
が
生
じ
た
原
因
が
、
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
の
申
請
を
し

た
者
が
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
（
当
該
申
請
を
し
た
者
に
当
該
申
請
に
必

要
な
情
報
を
直
接
又
は
間
接
に
提
供
し
た
者
の
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
を

含
む
。
）
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
を
受
け
た
こ
と
を
事
由
と
し
て

国
土
交
通
大
臣
が
当
該
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
を
取
り
消
し
た
こ
と
に
よ

る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
申
請
を
し
た
者
又
は
そ
の
一
般
承
継
人
を
当

該
不
足
額
に
係
る
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
つ
い
て
法
附
則
第
２
９
条
の
１

１
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
法
第
１
６
１
条
第
１
項
に

規
定
す
る
申
告
書
を
提
出
す
べ
き
当
該
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
の
取
得
者
と

み
な
し
て
、
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
に
関
す
る
規
定
を
適
用
す
る
。

１
５
の
５

前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
納
付
す
べ
き
軽
自
動

車
税
の
環
境
性
能
割
の
額
は
、
同
項
の
不
足
額
に
、
こ
れ
に
１
０
０
分
の
３

５
の
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
を
加
算
し
た
金
額
と
す
る
。

（
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
減
免
の
特
例
）

１
５
の
６

市
長
は
、
当
分
の
間
、
第
６
３
条
の
９
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
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改
正
後

改
正
前

（
軽
自
動
車
税
の
税
率
の
特
例
）

１
６

法
附
則
第
３
０
条
第
１
項
に
規
定

す
る
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
対
す

る
当
該
軽
自
動
車
が
最
初
の
道
路
運
送
車
両
法
第
６
０
条
第
１
項
後
段
の
規

定
に

よ
る

車
両

番
号

の
指

定
（

次
項

及
び

附
則

第
１

６
項

の
３

に
お

い
て

「
初
回
車
両
番
号
指
定
」
と
い
う
。
）
を
受
け
た
月
か
ら
起
算
し
て
１
４
年

を
経
過
し
た
月
の
属
す
る
年
度
以
後
の
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
に
係
る
第
６

５
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る

県
知
事
が
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
を
減
免
す
る
自
動
車
に
相
当
す
る
も
の

と
し
て
市
長
が
定
め
る
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
対
し
て
は
、
軽
自
動
車
税

の
環
境
性
能
割
を
減
免
す
る
。

（
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
申
告
納
付
の
特
例
）

１
５
の
７

第
６
３
条
の
７
の
規
定
に
よ
る
申
告
納
付
に
つ
い
て
は
、
当
分
の

間
、
同
条
中
「
市
長
」
と
あ
る
の
は
、
「
県
知
事
」
と
す
る
。

（
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
に
係
る
徴
収
取
扱
費
の
交
付
）

１
５
の
８

市
は
、
県
が
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
賦
課
徴
収
に
関
す
る

事
務
を
行
う
た
め
に
要
す
る
費
用
を
補
償
す
る
た
め
、
法
附
則
第
２
９
条
の

１
６
第
１
項
に
掲
げ
る
金
額
の
合
計
額
を
、
徴
収
取
扱
費
と
し
て
県
に
交
付

す
る
。

（
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
税
率
の
特
例
）

１
５
の
９

営
業
用
の
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
対
す
る
第
６
３
条
の
５
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規

定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
字

句
と
す
る
。

１
５

の
１

０
自

家
用

の
３

輪
以

上
の

軽
自

動
車

に
対

す
る

第
６

３
条

の
５

（
第
３
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の

間
、
同
号
中
「
１
０
０
分
の
３
」
と
あ
る
の
は
、
「
１
０
０
分
の
２
」
と
す

る
。

（
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
の
税
率
の
特
例
）

１
６

法
附
則
第
３
０
条
第
１
項
に
規
定

す
る
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
対
す

る
当
該
軽
自
動
車
が
最
初
の
法
第
４
４
４
条
第
３
項
に
規
定
す
る
車
両
番
号

の
指
定
（
次
項
か
ら
附
則
第
１
６
項
の
４
ま
で
に
お
い
て
「
初
回
車
両
番
号

指
定
」
と
い
う
。
）
を
受
け
た
月
か
ら
起
算
し
て
１
４
年
を
経
過
し
た
月
の

属
す
る
年
度
以
後
の
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
係
る
第
６
５
条
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
同
条
の

第
１
号

１
０
０
分
の
１

１
０
０
分
の
０
．
５

第
２
号

１
０
０
分
の
２

１
０
０
分
の
１

第
３
号

１
０
０
分
の
３

１
０
０
分
の
２
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改
正
後

改
正
前

同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に

掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

１
６
の
２

法
附
則
第
３
０
条
第
２
項
第

１
号
及
び
第
２
号
に
掲
げ
る
３
輪
以

上
の
軽
自
動
車
に
対
す
る
第
６
５
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
軽

自
動
車
が
令
和
７
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
１
０
年
３
月
３
１
日
ま
で
の
間
に

初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受

け
た
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
に
限
り
、
次
の
表
の
左

欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同

表
の
右
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

１
６
の
３

法
附
則
第
３
０
条
第
３
項
の

規
定
の
適
用
を
受
け
る
３
輪
以
上
の

同
項
に
規
定
す
る
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
ガ
ソ
リ

ン
軽
自
動
車
」
と
い
う
。
）
（
営
業
用
の
乗
用
の
も
の
に
限
る
。
）
に
対
す

る
第
６
５
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車
が
令

和
７
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
８
年
３
月
３
１
日
ま
で
の
間
に
初
回
車
両
番
号

指
定
を
受
け
た
場
合
に
は
、
令
和
８
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
に
限
り
、
同
条

第
２

号
ア

(
ｲ
)
中

「
３

，
９

０
０

円
」

と
あ

る
の

は
「

２
，

０
０

０
円

」
と
、
同
号
ア
(ｳ
)a
中
「
６
，
９
０
０
円

」
と
あ
る
の
は
「
３
，
５
０
０
円
」

と
す
る
。

１
６
の
４

削
除

規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る

字
句
と
す
る
。

１
６
の
２

法
附
則
第
３
０
条
第
２
項
第
１
号
及
び
第
２
号
に
掲
げ
る
３
輪
以

上
の
軽
自
動
車
に
対
す
る
第
６
５
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
軽

自
動
車
が
令
和
４
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
８
年
３
月
３
１
日
ま
で
の
間
に
初

回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け

た
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
限
り
、
次
の

表
の
左
欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ

ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

１
６
の
３

法
附
則
第
３
０
条
第
３
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
３
輪
以
上
の

法
第
４
４
６
条
第
１
項
第
３
号
に
規
定
す
る
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車
（
以
下
こ

の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車
」
と
い
う
。
）
（
営
業
用

の
乗
用
の
も
の
に
限
る
。
）
に
対
す
る
第
６
５
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
当
該
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車
が
令
和
４
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
８
年
３
月

３
１
日
ま
で
の
間
に
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該
初
回

車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
の

種
別

割
に

限
り

、
同

条
第

２
号

ア
(
ｲ
)
中

「
３

，
９

０
０

円
」

と
あ

る
の

は
「
２
，
０
０
０
円
」
と
、
同
号
ア
(ｳ
)a
中
「
６
，
９
０
０
円
」
と
あ
る
の
は

「
３
，
５
０
０
円
」
と
す
る
。

１
６
の
４

法
附
則
第
３
０
条
第
４
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
３
輪
以
上
の

ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車
（
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
き
、
営
業

用
の
乗
用
の
も
の
に
限
る
。
）
に
対
す
る
第
６
５
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
当
該
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車
が
令
和
４
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
７
年
３

月
３
１
日
ま
で
の
間
に
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該
初

回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
分
の
軽
自
動
車
税

の
種

別
割

に
限

り
、

同
条

第
２

号
ア

(
ｲ
)
中

「
３

，
９

０
０

円
」

と
あ

る
の

は
「
３
，
０
０
０
円
」
と
、
同
号
ア
(ｳ
)a
中
「
６
，
９
０
０
円
」
と
あ
る
の

は
「
５
，
２
０
０
円
」
と
す
る
。

略 略

略 略
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改
正
後

改
正
前

（
軽
自
動
車
税
の
賦
課
徴
収
の
特
例
）

１
６
の
５

市
長
は
、
軽
自
動
車
税
の
賦

課
徴
収
に
関
し
、
３
輪
以
上
の
軽
自

動
車
が
附
則
第
１
６
項
の
２
又
は
附
則
第
１
６
項
の
３
の
規
定
の
適
用
を
受

け
る

３
輪

以
上

の
軽

自
動

車
に

該
当

す
る

か
ど

う
か

の
判

断
を

す
る

と
き

は
、
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
（
法
附
則
第
３
０
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す

る
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
基
づ
き

当
該
判
断
を
す
る
も
の
と
す
る
。

１
６
の
６

市
長
は
、
納
付
す
べ
き
軽
自

動
車
税
の
額
に
つ
い
て
不
足
額
が
あ

る
こ

と
を

第
６

６
条

第
２

項
の

納
期

限
（

納
期

限
の

延
長

が
あ

っ
た

と
き

は
、
そ
の
延
長
さ
れ
た
納
期
限
）
後
に
お
い
て
知
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当

該
事
実
が
生
じ
た
原
因
が
、
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
の
申
請
を
し
た
者
が

偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
（
当
該
申
請
を
し
た
者
に
当
該
申
請
に
必
要
な
情

報
を

直
接

又
は

間
接

に
提

供
し

た
者

の
偽

り
そ

の
他

不
正

の
手

段
を

含
む
。
）
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
を
受
け
た
こ
と
を
事
由
と
し
て
国

土
交
通
大
臣
が
当
該
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
を
取
り
消
し
た
こ
と
に
よ
る

も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
申
請
を
し
た
者
又
は
そ
の
一
般
承
継
人
を
賦
課

期
日
現
在
に
お
け
る
当
該
不
足
額
に
係
る
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
の
所
有
者

と
み
な
し
て
、
軽
自
動
車
税
に
関
す
る
規
定
（
第
６
８
条
及
び
第
７
０
条
の

規
定
を
除
く
。
）
を
適
用
す
る
。

１
６
の
７

前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る

場
合
に
お
け
る
納
付
す
べ
き
軽
自
動

車
税
の
額
は
、
同
項
の
不
足
額
に
、
こ
れ
に
１
０
０
分
の
３
５
の
割
合
を
乗

じ
て
計
算
し
た
金
額
を
加
算
し
た
金
額
と
す
る
。

１
７
・
１
８

略
（
長
期
譲
渡
所
得
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
課
税
の
特
例
）

１
９
～
２
０

略
２
１

附
則
第
１
９
項
の
規
定
の
適
用
が

あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
る
。

(1
)
略

(2
)
第
２
６
条
の
５
か
ら
第
２
６
条

の
７
ま
で
、
第
２
６
条
の
８
第
１
項
及

び
附
則
第
１
３
項
の
１
０
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
２
６
条
の
５

（
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
の
賦
課
徴
収
の
特
例
）

１
６
の
５

市
長
は
、
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
の
賦
課
徴
収
に
関
し
、
３
輪
以

上
の
軽
自
動
車
が
附
則
第
１
６
項
の
２
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受

け
る

３
輪

以
上

の
軽

自
動

車
に

該
当

す
る

か
ど

う
か

の
判

断
を

す
る

と
き

は
、
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
（
法
附
則
第
３
０
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す

る
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
基
づ
き

当
該
判
断
を
す
る
も
の
と
す
る
。

１
６
の
６

市
長
は
、
納
付
す
べ
き
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
の
額
に
つ
い
て
不

足
額
が
あ
る
こ
と
を
第
６
６
条
第
２
項
の
納
期
限
（
納
期
限
の
延
長
が
あ
っ

た
と
き
は
、
そ
の
延
長
さ
れ
た
納
期
限
）
後
に
お
い
て
知
っ
た
場
合
に
お
い

て
、
当
該
事
実
が
生
じ
た
原
因
が
、
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
の
申
請
を
し

た
者
が
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
（
当
該
申
請
を
し
た
者
に
当
該
申
請
に
必

要
な
情
報
を
直
接
又
は
間
接
に
提
供
し
た
者
の
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
を

含
む
。
）
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
を
受
け
た
こ
と
を
事
由
と
し
て

国
土
交
通
大
臣
が
当
該
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
を
取
り
消
し
た
こ
と
に
よ

る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
申
請
を
し
た
者
又
は
そ
の
一
般
承
継
人
を
賦

課
期
日
現
在
に
お
け
る
当
該
不
足
額
に
係
る
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
の
所
有

者
と
み
な
し
て
、
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
関
す
る
規
定
（
第
６
８
条
及
び

第
７
０
条
の
規
定
を
除
く
。
）
を
適
用
す
る
。

１
６
の
７

前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
納
付
す
べ
き
軽
自
動

車
税
の
種
別
割
の
額
は
、
同
項
の
不
足
額
に
、
こ
れ
に
１
０
０
分
の
３
５
の

割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
を
加
算
し
た
金
額
と
す
る
。

１
７
・
１
８

略
（
長
期
譲
渡
所
得
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
課
税
の
特
例
）

１
９
～
２
０

略
２
１

附
則
第
１
９
項
の
規
定
の
適
用
が

あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
る
。

(1
)
略

(2
)
第
２
６
条
の
５
か
ら
第
２
６
条

の
７
ま
で
、
第
２
６
条
の
８
第
１
項
、

附
則
第
１
３
項
の
７
及
び
附
則
第

１
３
項
の
１
０
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
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改
正
後

改
正
前

中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は

「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
１
９
項
の

規
定

に
よ

る
市

民
税

の
所

得
割

の
額

」
と

、
第

２
６

条
の

６
第

１
項

前
段
、
第
２
６
条
の
７
、
第
２
６
条

の
８
第
１
項
及
び
附
則
第
１
３
項
の
１

０
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の

は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
１
９

項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得

割
の
額
」
と
、
第
２
６
条
の
６
第
１
項

後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る

の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
１
９

項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。

(3
)～

(5
)
略

（
優
良
住
宅
地
の
造
成
等
の
た
め
に
土
地
等
を
譲
渡
し
た
場
合
の
長
期
譲
渡
所

得
に
係
る
市
民
税
の
課
税
の
特
例
）

２
１
の
２

昭
和
６
３
年
度
か
ら
令
和
１

１
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の

市
民
税
に
限
り
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
附
則
第
１
９
項
に
規

定
す
る
譲
渡
所
得
の
基
因
と
な
る
土
地
等
（
租
税
特
別
措
置
法
第
３
１
条
第

１
項
に
規
定
す
る
土
地
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
か
ら
附
則
第
２
１
項
の
３

の
２
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
譲
渡
（
同
条
第
１
項
に
規
定
す
る
譲
渡
を

い
う

。
以

下
こ

の
項

か
ら

附
則

第
２

１
項

の
３

の
２

ま
で

に
お

い
て

同
じ
。
）
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
譲
渡
が
優
良
住
宅
地
等
の
た
め
の
譲

渡
（
法
附
則
第
３
４
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
優
良
住
宅
地
等
の
た
め
の

譲
渡
を
い
う
。
）
に
該
当
す
る
と
き
に
お
け
る
附
則
第
１
９
項
に
規
定
す
る

譲
渡
所
得
（
附
則
第
２
１
項
の
５
及
び
第
２
１
項
の
６
の
規
定
の
適
用
を
受

け
る
譲
渡
所
得
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
課
税
長
期
譲
渡

所
得
金
額
に
対
し
て
課
す
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
は
、
附
則
第
１
９
項
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各

号
に
定
め
る
金
額
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。

(1
)
・
(2
)
略

２
１
の
３

前
項
の
規
定
は
、
昭
和
６
３

年
度
か
ら
令
和
１
１
年
度
ま
で
の
各

年
度
分
の
個
人
の
市
民
税
に
限
り
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
附

則
第
１
９
項
に
規
定
す
る
譲
渡
所
得
の
基
因
と
な
る
土
地
等
の
譲
渡
を
し
た

場
合
に
お
い
て
、
当
該
譲
渡
が
確
定
優
良
住
宅
地
等
予
定
地
の
た
め
の
譲
渡

て
は
、
第
２
６
条
の
５
中
「
所
得

割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額

及
び
附
則
第
１
９
項
の
規
定
に
よ

る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
２

６
条
の
６
第
１
項
前
段
、
第
２
６

条
の
７
、
第
２
６
条
の
８
第
１
項
、
附

則
第
１
３
項
の
７
及
び
附
則
第
１

３
項
の
１
０
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ

る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附

則
第
１
９
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の

所
得
割
の
額
」
と
、
第
２
６
条
の

６
第
１
項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と

あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附

則
第
１
９
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の

所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。

(3
)～

(5
)
略

（
優
良
住
宅
地
の
造
成
等
の
た
め
に
土
地
等
を
譲
渡
し
た
場
合
の
長
期
譲
渡
所

得
に
係
る
市
民
税
の
課
税
の
特
例
）

２
１
の
２

昭
和
６
３
年
度
か
ら
令
和
８
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の
市

民
税
に
限
り
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
附
則
第
１
９
項
に
規
定

す
る
譲
渡
所
得
の
基
因
と
な
る
土
地
等
（
租
税
特
別
措
置
法
第
３
１
条
第
１

項
に
規
定
す
る
土
地
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
か
ら
附
則
第
２
１
項
の
３
の

２
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
譲
渡
（
同
条
第
１
項
に
規
定
す
る
譲
渡
を
い

う
。
以
下
こ
の
項
か
ら
附
則
第
２
１
項
の
３
の
２
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）

を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
譲
渡
が
優
良
住
宅
地
等
の
た
め
の
譲
渡
（
法

附
則
第
３
４
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
優
良
住
宅
地
等
の
た
め
の
譲
渡
を

い
う
。
）
に
該
当
す
る
と
き
に
お
け
る
附
則
第
１
９
項
に
規
定
す
る
譲
渡
所

得
（
附
則
第
２
１
項
の
５
及
び
第
２
１
項
の
６
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
譲

渡
所
得
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
課
税
長
期
譲
渡
所
得
金

額
に
対
し
て
課
す
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
は
、
附
則
第
１
９
項
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定

め
る
金
額
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。

(1
)
・
(2
)
略

２
１
の
３

前
項
の
規
定
は
、
昭
和
６
３
年
度
か
ら
令
和
８
年
度
ま
で
の
各
年

度
分
の
個
人
の
市
民
税
に
限
り
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
附
則

第
１
９
項
に
規
定
す
る
譲
渡
所
得
の
基
因
と
な
る
土
地
等
の
譲
渡
を
し
た
場

合
に

お
い

て
、

当
該

譲
渡

が
確

定
優

良
住

宅
地

等
予

定
地

の
た

め
の

譲
渡
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改
正
後

改
正
前

（
法
附
則
第
３
４
条
の
２
第
５
項
に
規
定
す
る
確
定
優
良
住
宅
地
等
予
定
地

の
た
め
の
譲
渡
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
該
当
す
る
と

き
に
お
け
る
附
則
第
１
９
項
に
規
定
す
る
譲
渡
所
得
に
係
る
課
税
長
期
譲
渡

所
得
金
額
に
対
し
て
課
す
る
市
民
税
の
所
得
割
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
当
該
譲
渡
が
法
附
則
第
３
４
条
の
２
第
１
０
項
の
規
定
に

該
当
す
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
、
当
該
譲
渡
は
確
定
優
良
住
宅
地
等
予
定
地

の
た
め
の
譲
渡
で
は
な
か
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

２
１
の
３
の
２
～
２
１
の
６

略
（
短
期
譲
渡
所
得
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
課
税
の
特
例
）

２
２
～
２
４
の
２

略
２
４
の
３

附
則
第
２
２
項
の
規
定
の
適

用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
る
。

(1
)
略

(2
)
第
２
６
条
の
５
か
ら
第
２
６
条

の
７
ま
で
、
第
２
６
条
の
８
第
１
項
及

び
附
則
第
１
３
項
の
１
０
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
２
６
条
の
５

中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は

「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
２
２
項
の

規
定

に
よ

る
市

民
税

の
所

得
割

の
額

」
と

、
第

２
６

条
の

６
第

１
項

前
段
、
第
２
６
条
の
７
、
第
２
６
条

の
８
第
１
項
及
び
附
則
第
１
３
項
の
１

０
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の

は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
２
２

項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得

割
の
額
」
と
、
第
２
６
条
の
６
第
１
項

後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る

の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
２
２

項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。

(3
)～

(5
)
略

２
５
か
ら
２
７
ま
で

削
除

（
上
場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
等
に
係
る
市
民
税
の
課
税
の
特
例
）

２
８
・
２
９

略
３
０

附
則
第
２
８
項
の
規
定
の
適
用
が

あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
る
。

(1
)
略

（
法
附
則
第
３
４
条
の
２
第
５
項
に
規
定
す
る
確
定
優
良
住
宅
地
等
予
定
地

の
た
め
の
譲
渡
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
該
当
す
る
と

き
に
お
け
る
附
則
第
１
９
項
に
規
定
す
る
譲
渡
所
得
に
係
る
課
税
長
期
譲
渡

所
得
金
額
に
対
し
て
課
す
る
市
民
税
の
所
得
割
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
当
該
譲
渡
が
法
附
則
第
３
４
条
の
２
第
１
０
項
の
規
定
に

該
当
す
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
、
当
該
譲
渡
は
確
定
優
良
住
宅
地
等
予
定
地

の
た
め
の
譲
渡
で
は
な
か
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

２
１
の
３
の
２
～
２
１
の
６

略
（
短
期
譲
渡
所
得
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
課
税
の
特
例
）

２
２
～
２
４
の
２

略
２
４
の
３

附
則
第
２
２
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
る
。

(1
)
略

(2
)
第
２
６
条
の
５
か
ら
第
２
６
条

の
７
ま
で
、
第
２
６
条
の
８
第
１
項
、

附
則
第
１
３
項
の
７
及
び
附
則
第

１
３
項
の
１
０
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
第
２
６
条
の
５
中
「
所
得

割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額

及
び
附
則
第
２
２
項
の
規
定
に
よ

る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
２

６
条
の
６
第
１
項
前
段
、
第
２
６

条
の
７
、
第
２
６
条
の
８
第
１
項
、
附

則
第
１
３
項
の
７
及
び
附
則
第
１

３
項
の
１
０
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ

る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附

則
第
２
２
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の

所
得
割
の
額
」
と
、
第
２
６
条
の

６
第
１
項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と

あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附

則
第
２
２
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の

所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。

(3
)～

(5
)
略

２
５
か
ら
２
７
ま
で

削
除

（
上
場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
等
に
係
る
市
民
税
の
課
税
の
特
例
）

２
８
・
２
９

略
３
０

附
則
第
２
８
項
の
規
定
の
適
用
が

あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
る
。

(1
)
略
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改
正
後

改
正
前

(2
)
第
２
６
条
の
５
か
ら
第
２
６
条

の
７
ま
で
、
第
２
６
条
の
８
第
１
項
及

び
附
則
第
１
３
項
の
１
０
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
２
６
条
の
５

中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は

「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
２
８
項
の

規
定

に
よ

る
市

民
税

の
所

得
割

の
額

」
と

、
第

２
６

条
の

６
第

１
項

前
段
、
第
２
６
条
の
７
、
第
２
６
条

の
８
第
１
項
及
び
附
則
第
１
３
項
の
１

０
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の

は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
２
８

項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得

割
の
額
」
と
、
第
２
６
条
の
６
第
１
項

後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る

の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
２
８

項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。

(3
)～

(5
)
略

（
土
地
の
譲
渡
等
に
係
る
事
業
所
得
等
に
係
る
市
民
税
の
課
税
の
特
例
）

３
１
・
３
２

略
３
３

附
則
第
３
１
項
の
規
定
の
適
用
が

あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
る
。

(1
)
略

(2
)
第
２
６
条
の
５
か
ら
第
２
６
条

の
７
ま
で
、
第
２
６
条
の
８
第
１
項
及

び
附
則
第
１
３
項
の
１
０
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
２
６
条
の
５

中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は

「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
３
１
項
の

規
定

に
よ

る
市

民
税

の
所

得
割

の
額

」
と

、
第

２
６

条
の

６
第

１
項

前
段
、
第
２
６
条
の
７
、
第
２
６
条

の
８
第
１
項
及
び
附
則
第
１
３
項
の
１

０
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の

は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
３
１

項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得

割
の
額
」
と
、
第
２
６
条
の
６
第
１
項

後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る

の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
３
１

項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。

(3
)～

(5
)
略

３
３
の
２
～
３
４
の
２

略
（
一
般
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
課
税
の
特
例
）

３
５
・
３
５
の
２
及
び
３
５
の
３

略

(2
)
第
２
６
条
の
５
か
ら
第
２
６
条

の
７
ま
で
、
第
２
６
条
の
８
第
１
項
、

附
則
第
１
３
項
の
７
及
び
附
則
第

１
３
項
の
１
０
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
第
２
６
条
の
５
中
「
所
得

割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額

及
び
附
則
第
２
８
項
の
規
定
に
よ

る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
２

６
条
の
６
第
１
項
前
段
、
第
２
６

条
の
７
、
第
２
６
条
の
８
第
１
項
、
附

則
第
１
３
項
の
７
及
び
附
則
第
１

３
項
の
１
０
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ

る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附

則
第
２
８
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の

所
得
割
の
額
」
と
、
第
２
６
条
の

６
第
１
項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と

あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附

則
第
２
８
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の

所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。

(3
)～

(5
)
略

（
土
地
の
譲
渡
等
に
係
る
事
業
所
得
等
に
係
る
市
民
税
の
課
税
の
特
例
）

３
１
・
３
２

略
３
３

附
則
第
３
１
項
の
規
定
の
適
用
が

あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
る
。

(1
)
略

(2
)
第
２
６
条
の
５
か
ら
第
２
６
条

の
７
ま
で
、
第
２
６
条
の
８
第
１
項
、

附
則
第
１
３
項
の
７
及
び
附
則
第

１
３
項
の
１
０
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
第
２
６
条
の
５
中
「
所
得

割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額

及
び
附
則
第
３
１
項
の
規
定
に
よ

る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
２

６
条
の
６
第
１
項
前
段
、
第
２
６

条
の
７
、
第
２
６
条
の
８
第
１
項
、
附

則
第
１
３
項
の
７
及
び
附
則
第
１

３
項
の
１
０
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ

る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附

則
第
３
１
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の

所
得
割
の
額
」
と
、
第
２
６
条
の

６
第
１
項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と

あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附

則
第
３
１
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の

所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。

(3
)～

(5
)
略

３
３
の
２
～
３
４
の
２

略
（
一
般
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
課
税
の
特
例
）

３
５
・
３
５
の
２
及
び
３
５
の
３

略

（ 77 ）



改
正
後

改
正
前

３
５
の
４

附
則
第
３
５
項
の
規
定
の
適

用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
る
。

(1
)
略

(2
)
第
２
６
条
の
５
か
ら
第
２
６
条

の
７
ま
で
、
第
２
６
条
の
８
第
１
項
及

び
附
則
第
１
３
項
の
１
０
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
２
６
条
の
５

中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は

「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
３
５
項
の

規
定

に
よ

る
市

民
税

の
所

得
割

の
額

」
と

、
第

２
６

条
の

６
第

１
項

前
段
、
第
２
６
条
の
７
、
第
２
６
条

の
８
第
１
項
及
び
附
則
第
１
３
項
の
１

０
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の

は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
３
５

項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得

割
の
額
」
と
、
第
２
６
条
の
６
第
１
項

後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る

の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
３
５

項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。

(3
)～

(5
)
略

３
５
の
５
～
３
６
の
９
か
ら
３
６
の
１
１
ま
で

略
（
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
課
税
の
特
例
）

３
６
の
１
２

略
３
６
の
１
３

前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。

(1
)
略

(2
)
第
２
６
条
の
５
か
ら
第
２
６
条

の
７
ま
で
、
第
２
６
条
の
８
第
１
項
及

び
附
則
第
１
３
項
の
１
０
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
２
６
条
の
５

中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は

「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
３
６
項
の

１
２
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所

得
割
の
額
」
と
、
第
２
６
条
の
６
第
１

項
前
段
、
第
２
６
条
の
７
、
第
２

６
条
の
８
第
１
項
及
び
附
則
第
１
３
項

の
１
０
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ

る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第

３
６
項
の
１
２
の
規
定
に
よ
る
市

民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
２
６
条

の
６
第
１
項
後
段
中
「
所
得
割
の

額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び

附
則

第
３

６
項

の
１

２
の

規
定

に
よ

る
市

民
税

の
所

得
割

の
額

の
合

計
額
」
と
す
る
。

３
５
の
４

附
則
第
３
５
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
る
。

(1
)
略

(2
)
第
２
６
条
の
５
か
ら
第
２
６
条

の
７
ま
で
、
第
２
６
条
の
８
第
１
項
、

附
則
第
１
３
項
の
７
及
び
附
則
第

１
３
項
の
１
０
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
第
２
６
条
の
５
中
「
所
得

割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額

及
び
附
則
第
３
５
項
の
規
定
に
よ

る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
２

６
条
の
６
第
１
項
前
段
、
第
２
６

条
の
７
、
第
２
６
条
の
８
第
１
項
、
附

則
第
１
３
項
の
７
及
び
附
則
第
１

３
項
の
１
０
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ

る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附

則
第
３
５
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の

所
得
割
の
額
」
と
、
第
２
６
条
の

６
第
１
項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と

あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附

則
第
３
５
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の

所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。

(3
)～

(5
)
略

３
５
の
５
～
３
６
の
９
か
ら
３
６
の
１
１
ま
で

略
（
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
課
税
の
特
例
）

３
６
の
１
２

略
３
６
の
１
３

前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。

(1
)
略

(2
)
第
２
６
条
の
５
か
ら
第
２
６
条

の
７
ま
で
、
第
２
６
条
の
８
第
１
項
、

附
則
第
１
３
項
の
７
及
び
附
則
第

１
３
項
の
１
０
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
第
２
６
条
の
５
中
「
所
得

割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額

及
び

附
則

第
３

６
項

の
１

２
の

規
定

に
よ

る
市

民
税

の
所

得
割

の
額

」
と
、
第
２
６
条
の
６
第
１
項
前
段

、
第
２
６
条
の
７
、
第
２
６
条
の
８
第

１
項
、
附
則
第
１
３
項
の
７
及
び

附
則
第
１
３
項
の
１
０
中
「
所
得
割
の

額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額

並
び
に
附
則
第
３
６
項
の
１
２
の
規
定

に
よ

る
市

民
税

の
所

得
割

の
額

」
と

、
第

２
６

条
の

６
第

１
項

後
段

中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「

所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
３
６
項
の
１

２
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。

（ 78 ）



改
正
後

改
正
前

(3
)～

(5
)
略

３
６
の
１
４
か
ら
３
６
の
１
７
ま
で

削
除

（
特
例
適
用
利
子
等
及
び
特
例
適
用
配
当
等
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
課
税
の

特
例
）

３
６
の
１
８

略
３
６
の
１
９

前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。

(1
)
略

(2
)
第
２
６
条
の
５
か
ら
第
２
６
条

の
７
ま
で
、
第
２
６
条
の
８
第
１
項
及

び
附
則
第
１
３
項
の
１
０
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
２
６
条
の
５

中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は

「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
３
６
項
の

１
８
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所

得
割
の
額
」
と
、
第
２
６
条
の
６
第
１

項
前
段
、
第
２
６
条
の
７
、
第
２

６
条
の
８
第
１
項
及
び
附
則
第
１
３
項

の
１
０
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ

る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第

３
６
項
の
１
８
の
規
定
に
よ
る
市

民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
２
６
条

の
６
第
１
項
後
段
中
「
所
得
割
の

額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び

附
則

第
３

６
項

の
１

８
の

規
定

に
よ

る
市

民
税

の
所

得
割

の
額

の
合

計
額
」
と
す
る
。

(3
)～

(5
)
略

３
６
の
２
０
・
３
６
の
２
１

略
３

６
の

２
２

附
則

第
３

６
項

の
２

０
後

段
の

規
定

の
適

用
が

あ
る

場
合

に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

(1
)
略

(2
)
第
２
６
条
の
５
か
ら
第
２
６
条

の
７
ま
で
、
第
２
６
条
の
８
第
１
項
及

び
附
則
第
１
３
項
の
１
０
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
２
６
条
の
５

中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は

「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
３
６
項
の

２
０
後
段
の
規
定
に
よ
る
市
民
税

の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
２
６
条
の
６

第
１
項
前
段
、
第
２
６
条
の
７
、

第
２
６
条
の
８
第
１
項
及
び
附
則
第
１

３
項
の
１
０
中
「
所
得
割
の
額
」

と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附

(3
)～

(5
)
略

３
６
の
１
４
か
ら
３
６
の
１
７
ま
で

削
除

（
特
例
適
用
利
子
等
及
び
特
例
適
用
配
当
等
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
課
税
の

特
例
）

３
６
の
１
８

略
３
６
の
１
９

前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。

(1
)
略

(2
)
第
２
６
条
の
５
か
ら
第
２
６
条

の
７
ま
で
、
第
２
６
条
の
８
第
１
項
並

び
に
附
則
第
１
３
項
の
７
及
び
附

則
第
１
３
項
の
１
０
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
第
２
６
条
の
５
中
「

所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割

の
額

及
び

附
則

第
３

６
項

の
１

８
の

規
定

に
よ

る
市

民
税

の
所

得
割

の
額
」
と
、
第
２
６
条
の
６
第
１
項

前
段
、
第
２
６
条
の
７
、
第
２
６
条
の

８
第

１
項

並
び

に
附

則
第

１
３

項
の

７
及

び
附

則
第

１
３

項
の

１
０

中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「

所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
３
６
項
の

１
８
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所

得
割
の
額
」
と
、
第
２
６
条
の
６
第
１

項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ

る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
３

６
項

の
１

８
の

規
定

に
よ

る
市

民
税

の
所

得
割

の
額

の
合

計
額

」
と

す
る
。

(3
)～

(5
)
略

３
６
の
２
０
・
３
６
の
２
１

略
３

６
の

２
２

附
則

第
３

６
項

の
２

０
後

段
の

規
定

の
適

用
が

あ
る

場
合

に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

(1
)
略

(2
)
第
２
６
条
の
５
か
ら
第
２
６
条

の
７
ま
で
、
第
２
６
条
の
８
第
１
項
並

び
に
附
則
第
１
３
項
の
７
及
び
附

則
第
１
３
項
の
１
０
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
第
２
６
条
の
５
中
「

所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割

の
額
及
び
附
則
第
３
６
項
の
２
０

後
段
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割

の
額
」
と
、
第
２
６
条
の
６
第
１

項
前
段
、
第
２
６
条
の
７
、
第
２
６
条

の
８
第
１
項
並
び
に
附
則
第
１
３

項
の
７
及
び
附
則
第
１
３
項
の
１
０
中
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改
正
後

改
正
前

則
第
３
６
項
の
２
０
後
段
の
規
定

に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、

第
２
６
条
の
６
第
１
項
後
段
中
「

所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割

の
額
及
び
附
則
第
３
６
項
の
２
０

後
段
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割

の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。

(3
)～

(5
)
略

（
条
約
適
用
利
子
等
及
び
条
約
適
用
配
当
等
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
課
税
の

特
例
）

３
６
の
２
３

略
３
６
の
２
４

前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。

(1
)
略

(2
)
第
２
６
条
の
５
か
ら
第
２
６
条

の
７
ま
で
、
第
２
６
条
の
８
第
１
項
及

び
附
則
第
１
３
項
の
１
０
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
２
６
条
の
５

中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は

「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
３
６
項
の

２
３
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所

得
割
の
額
」
と
、
第
２
６
条
の
６
第
１

項
前
段
、
第
２
６
条
の
７
、
第
２

６
条
の
８
第
１
項
及
び
附
則
第
１
３
項

の
１
０
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ

る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第

３
６
項
の
２
３
の
規
定
に
よ
る
市

民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
２
６
条

の
６
第
１
項
後
段
中
「
所
得
割
の

額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び

附
則

第
３

６
項

の
２

３
の

規
定

に
よ

る
市

民
税

の
所

得
割

の
額

の
合

計
額
」
と
す
る
。

(3
)～

(5
)
略

３
６
の
２
５
・
３
６
の
２
６

略
３

６
の

２
７

附
則

第
３

６
項

の
２

５
後

段
の

規
定

の
適

用
が

あ
る

場
合

に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

(1
)
略

(2
)
第
２
６
条
の
５
か
ら
第
２
６
条

の
７
ま
で
、
第
２
６
条
の
８
第
１
項
及

び
附
則
第
１
３
項
の
１
０
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
２
６
条
の
５

「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「

所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
３
６
項
の

２
０
後
段
の
規
定
に
よ
る
市
民
税

の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
２
６
条
の
６

第
１
項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」

と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則

第
３

６
項

の
２

０
後

段
の

規
定

に
よ

る
市

民
税

の
所

得
割

の
額

の
合

計
額
」
と
す
る
。

(3
)～

(5
)
略

（
条
約
適
用
利
子
等
及
び
条
約
適
用
配
当
等
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
課
税
の

特
例
）

３
６
の
２
３

略
３
６
の
２
４

前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。

(1
)
略

(2
)
第
２
６
条
の
５
か
ら
第
２
６
条

の
７
ま
で
、
第
２
６
条
の
８
第
１
項
並

び
に
附
則
第
１
３
項
の
７
及
び
附

則
第
１
３
項
の
１
０
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
第
２
６
条
の
５
中
「

所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割

の
額

及
び

附
則

第
３

６
項

の
２

３
の

規
定

に
よ

る
市

民
税

の
所

得
割

の
額
」
と
、
第
２
６
条
の
６
第
１
項

前
段
、
第
２
６
条
の
７
、
第
２
６
条
の

８
第

１
項

並
び

に
附

則
第

１
３

項
の

７
及

び
附

則
第

１
３

項
の

１
０

中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「

所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
３
６
項
の

２
３
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所

得
割
の
額
」
と
、
第
２
６
条
の
６
第
１

項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ

る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
３

６
項

の
２

３
の

規
定

に
よ

る
市

民
税

の
所

得
割

の
額

の
合

計
額

」
と

す
る
。

(3
)～

(5
)
略

３
６
の
２
５
・
３
６
の
２
６

略
３

６
の

２
７

附
則

第
３

６
項

の
２

５
後

段
の

規
定

の
適

用
が

あ
る

場
合

に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

(1
)
略

(2
)
第
２
６
条
の
５
か
ら
第
２
６
条

の
７
ま
で
、
第
２
６
条
の
８
第
１
項
並

び
に
附
則
第
１
３
項
の
７
及
び
附

則
第
１
３
項
の
１
０
の
規
定
の
適
用
に
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改
正
後

改
正
前

中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は

「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
３
６
項
の

２
５
後
段
の
規
定
に
よ
る
市
民
税

の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
２
６
条
の
６

第
１
項
前
段
、
第
２
６
条
の
７
、

第
２
６
条
の
８
第
１
項
及
び
附
則
第
１

３
項
の
１
０
中
「
所
得
割
の
額
」

と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附

則
第
３
６
項
の
２
５
後
段
の
規
定

に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、

第
２
６
条
の
６
第
１
項
後
段
中
「

所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割

の
額
及
び
附
則
第
３
６
項
の
２
５

後
段
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割

の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。

(3
)～

(5
)
略

３
６
の
２
８
～
４
３

略

つ
い
て
は
、
第
２
６
条
の
５
中
「

所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割

の
額
及
び
附
則
第
３
６
項
の
２
５

後
段
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割

の
額
」
と
、
第
２
６
条
の
６
第
１

項
前
段
、
第
２
６
条
の
７
、
第
２
６
条

の
８
第
１
項
並
び
に
附
則
第
１
３

項
の
７
及
び
附
則
第
１
３
項
の
１
０
中

「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「

所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
３
６
項
の

２
５
後
段
の
規
定
に
よ
る
市
民
税

の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
２
６
条
の
６

第
１
項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」

と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則

第
３

６
項

の
２

５
後

段
の

規
定

に
よ

る
市

民
税

の
所

得
割

の
額

の
合

計
額
」
と
す
る
。

(3
)～

(5
)
略

３
６
の
２
８
～
４
３

略

（ 81 ）



大
村
市
都
市
計
画
税
条
例
（
新
旧
対
照
表
）
（
第
２
条
関
係
）

改
正
後

改
正
前

附
則

１
略

（
法
附
則
第
１
５
条
第
３
１
項
の
条
例
で
定
め
る
割
合
）

２
法
附
則
第
１
５
条
第
３
１
項
に
規
定
す
る

市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合

は
、
３
分
の
２
と
す
る
。

（
法
附
則
第
１
５
条
第
３
５
項
の
条
例
で
定
め
る
割
合
）

３
法
附
則
第
１
５
条
第
３
５
項
に
規
定
す
る

市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合

は
、
３
分
の
２
と
す
る
。

（
法
附
則
第
１
５
条
第
３
６
項
の
条
例
で
定
め
る
割
合
）

４
法
附
則
第
１
５
条
第
３
６
項
に
規
定
す
る

市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合

は
、
２
分
の
１
と
す
る
。

（
法
附
則
第
１
５
条
の
１
１
第
１
項
の
条
例
で
定
め
る
割
合
）

５
法
附
則
第
１
５
条
の
１
１
第
１
項
に
規
定

す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る

割
合
は
、
３
分
の
１
と
す
る
。

（
改
修
特
別
特
定
建
築
物
に
対
す
る
都
市
計
画
税
の
減
額
の
規
定
の
適
用
を
受

け
よ
う
と
す
る
者
が
す
べ
き
申
告
）

６
法
附
則
第
１
５
条
の
１
１
第
１
項
の
改
修

特
別
特
定
建
築
物
に
つ
い
て
、

同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
同
項
に
規
定
す
る
利
便
性

等
向
上
改
修
工
事
が
完
了
し
た
日
か
ら
３
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

記
載
し
た
申
告
書
に
地
方
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
２
９
年
総
理
府
令
第
２
３

号
）
附
則
第
７
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
補
助
に
係
る
補
助
金
確
定
通
知

書
の
写
し
及
び
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る

法
律
（
平
成
１
８
年
法
律
第
９
１
号
）
第
１
４
条
第
１
項
に
規
定
す
る
建
築

物
移

動
等

円
滑

化
基

準
（

同
条

第
３

項
の

条
例

で
付

加
し

た
事

項
を

含
む
。
）
又
は
同
法
第
１
７
条
第
３
項
第
１
号
に
規
定
す
る
同
法
第
２
条
第
２

０
号
に
規
定
す
る
建
築
物
特
定
施
設
の
構
造
及
び
配
置
に
関
す
る
基
準
に
適

合
す

る
旨

を
証

す
る

書
類

を
添

付
し

て
市

長
に

提
出

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

(1
)・

(2
)
略

附
則

１
略

（
法
附
則
第
１
５
条
第
３
２
項
の
条
例
で
定
め
る
割
合
）

２
法
附
則
第
１
５
条
第
３
２
項
に
規
定
す

る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合

は
、
３
分
の
２
と
す
る
。

（
法
附
則
第
１
５
条
第
３
６
項
の
条
例
で
定
め
る
割
合
）

３
法
附
則
第
１
５
条
第
３
６
項
に
規
定
す

る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合

は
、
３
分
の
２
と
す
る
。

（
法
附
則
第
１
５
条
第
３
７
項
の
条
例
で
定
め
る
割
合
）

４
法
附
則
第
１
５
条
第
３
７
項
に
規
定
す

る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合

は
、
２
分
の
１
と
す
る
。

（
改
修
実
演
芸
術
公
演
施
設
に
対
す
る
都
市

計
画
税
の
減
額
の
規
定
の
適
用
を

受
け
よ
う
と
す
る
者
が
す
べ
き
申
告
）

５
法

附
則

第
１

５
条

の
１

１
第

１
項

の
改

修
実

演
芸

術
公

演
施

設
に

つ
い

て
、
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
同
項
に
規
定
す
る
利

便
性
等
向
上
改
修
工
事
が
完
了
し
た
日
か
ら
３
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
た
申
告
書
に
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進

に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
１
８
年
国
土
交
通
省
令
第
１
１
０
号
）
第

１
０
条
第
２
項
に
規
定
す
る
通
知
書
の
写
し
及
び
主
と
し
て
劇
場
、
音
楽
堂

等
の
活
性
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
２
４
年
法
律
第
４
９
号
）
第
２
条
第
２

項
に
規
定
す
る
実
演
芸
術
の
公
演
の
用
に
供
す
る
施
設
で
あ
る
旨
を
証
す
る

書
類
を
添
付
し
て
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(1
)・

(2
)
略
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改
正
後

改
正
前

(
3
)
家
屋
が
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法

律
施
行
令
（
平
成
１
８
年
政
令
第
３
７
９
号
）
第
５
条
各
号
に
掲
げ
る
特

別
特
定
建
築
物
（
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関

す
る
法
律
第
１
４
条
第
３
項
の
条
例
で
定
め
る
同
法
第
２
条
第
１
８
号
に

規
定
す
る
特
定
建
築
物
を
含
む
。
）
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
の
別

(4
)～

(6
)
略

（
宅
地
等
に
対
し
て
課
す
る
令
和
６
年
度
か
ら
令
和
８
年
度
ま
で
の
各
年
度
分

の
都
市
計
画
税
の
特
例
）

７
略

８
略

９
附
則
第
７
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
宅

地
等
に
係
る
令
和
６
年
度
か
ら

令
和
８
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
宅
地
等
調
整
都
市
計
画
税
額
は
、
当
該
宅

地
等
調
整
都
市
計
画
税
額
が
、
当
該
宅
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
都
市
計

画
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格
に
１
０
分
の
２
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当

該
宅

地
等

が
当

該
年

度
分

の
固

定
資

産
税

に
つ

い
て

法
第

３
４

９
条

の
３

（
第
１
８
項
を
除
く
。
）
又
は
附
則
第
１
５
条
か
ら
第
１
５
条
の
３
ま
で
の

規
定
の
適
用
を
受
け
る
宅
地
等
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
額
に
こ
れ
ら
の
規
定

に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
）
を
当
該
宅
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
都

市
計
画
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
額
と
し
た
場
合
に
お
け
る
都
市
計
画
税

額
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
附
則
第
７
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
都

市
計
画
税
額
と
す
る
。

１
０

商
業
地
等
の
う
ち
当
該
商
業
地
等
の
当

該
年
度
の
負
担
水
準
が
０
．
６

以
上
０
．
７
以
下
の
も
の
に
係
る
令
和
６
年
度
か
ら
令
和
８
年
度
ま
で
の
各

年
度
分
の
都
市
計
画
税
の
額
は
、
附
則
第
７
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当

該
商
業
地
等
の
当
該
年
度
分
の
都
市
計
画
税
に
係
る
前
年
度
分
の
都
市
計
画

税
の
課
税
標
準
額
（
当
該
商
業
地
等
が
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い

て
法
第
３
４
９
条
の
３
（
第
１
８
項
を
除
く
。
）
又
は
附
則
第
１
５
条
か
ら

第
１
５
条
の
３
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
商
業
地
等
で
あ
る
と
き
は
、

当
該
課
税
標
準
額
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
）
を
当

該
商
業
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
都
市
計
画
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き

(
3
)
家
屋
が
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法

律
施
行
令
（
平
成
１
８
年
政
令
第
３
７
９
号
）
第
５
条
第
３
号
に
規
定
す

る
劇
場
若
し
く
は
演
芸
場
又
は
同
条
第
４
号
に
規
定
す
る
集
会
場
若
し
く

は
公
会
堂
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
の
別

(4
)～

(6
)
略

（
宅
地
等
に
対
し
て
課
す
る
令
和
６
年
度
か

ら
令
和
８
年
度
ま
で
の
各
年
度
分

の
都
市
計
画
税
の
特
例
）

６
略

７
略

８
附
則
第
６
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る

宅
地
等
に
係
る
令
和
６
年
度
か
ら

令
和
８
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
宅
地
等
調
整
都
市
計
画
税
額
は
、
当
該
宅

地
等
調
整
都
市
計
画
税
額
が
、
当
該
宅
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
都
市
計

画
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格
に
１
０
分
の
２
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当

該
宅

地
等

が
当

該
年

度
分

の
固

定
資

産
税

に
つ

い
て

法
第

３
４

９
条

の
３

（
第
１
８
項
を
除
く
。
）
又
は
附
則
第
１
５
条
か
ら
第
１
５
条
の
３
ま
で
の

規
定
の
適
用
を
受
け
る
宅
地
等
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
額
に
こ
れ
ら
の
規
定

に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
）
を
当
該
宅
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
都

市
計
画
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
額
と
し
た
場
合
に
お
け
る
都
市
計
画
税

額
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
附
則
第
６
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
都

市
計
画
税
額
と
す
る
。

９
商
業
地
等
の
う
ち
当
該
商
業
地
等
の
当

該
年
度
の
負
担
水
準
が
０
．
６
以

上
０
．
７
以
下
の
も
の
に
係
る
令
和
６
年
度
か
ら
令
和
８
年
度
ま
で
の
各
年

度
分
の
都
市
計
画
税
の
額
は
、
附
則
第
６
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該

商
業
地
等
の
当
該
年
度
分
の
都
市
計
画
税
に
係
る
前
年
度
分
の
都
市
計
画
税

の
課
税
標
準
額
（
当
該
商
業
地
等
が
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て

法
第
３
４
９
条
の
３
（
第
１
８
項
を
除
く
。
）
又
は
附
則
第
１
５
条
か
ら
第

１
５
条
の
３
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
商
業
地
等
で
あ
る
と
き
は
、
当

該
課
税
標
準
額
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
）
を
当
該

商
業
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
都
市
計
画
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
額
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改
正
後

改
正
前

額
と
し
た
場
合
に
お
け
る
都
市
計
画
税
額
と
す
る
。

１
１

商
業
地
等
の
う
ち
当
該
商
業
地
等
の
当

該
年
度
の
負
担
水
準
が
０
．
７

を
超
え
る
も
の
に
係
る
令
和
６
年
度
か
ら
令
和
８
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の

都
市
計
画
税
の
額
は
、
附
則
第
７
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
商
業
地

等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
都
市
計
画
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格
に
１

０
分
の
７
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
商
業
地
等
が
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産

税
に
つ
い
て
法
第
３
４
９
条
の
３
（
第
１
８
項
を
除
く
。
）
又
は
附
則
第
１

５
条
か
ら
第
１
５
条
の
３
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
商
業
地
等
で
あ
る

と
き
は
、
当
該
額
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
）
を
当

該
商
業
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
都
市
計
画
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き

額
と
し
た
場
合
に
お
け
る
都
市
計
画
税
額
と
す
る
。

１
２

略
（
農
地
に
対
し
て
課
す
る
令
和
６
年
度
か
ら
令
和
８
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の

都
市
計
画
税
の
特
例
）

１
３

略
（
土
地
に
対
し
て
課
す
る
令
和
６
年
度
か
ら
令
和
８
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の

都
市
計
画
税
の
特
例
に
関
す
る
用
語
の
意
義
）

１
４

附
則
第
７
項
及
び
第
９
項
の
「
宅
地
等

」
と
は
法
附
則
第
１
７
条
第
２

号
に
、
附
則
第
７
項
及
び
第
１
０
項
の
「
前
年
度
分
の
都
市
計
画
税
の
課
税

標
準
額
」
と
は
法
附
則
第
２
５
条
第
６
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
さ
れ

る
法
附
則
第
１
８
条
第
６
項
に
、
附
則
第
８
項
、
第
１
０
項
及
び
第
１
１
項

の
「
商
業
地
等
」
と
は
法
附
則
第
１
７
条
第
４
号
に
、
附
則
第
１
０
項
、
第

１
１
項
及
び
前
項
の
「
負
担
水
準
」
と
は
法
附
則
第
１
７
条
第
８
号
ロ
に
、

同
項
の
「
農
地
」
と
は
法
附
則
第
１
７
条
第
１
号
に
、
同
項
の
「
前
年
度
分

の
都
市
計
画
税
の
課
税
標
準
額
」
と
は
法
附
則
第
２
６
条
第
２
項
に
お
い
て

読
み
替
え
て
準
用
さ
れ
る
法
附
則
第
１
８
条
第
６
項
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に

よ
る
。

（
読
替
規
定
）

１
５

法
附

則
第

１
５

条
第

１
項

、
第

８
項

、
第

１
２

項
か

ら
第

１
６

項
ま

で
、
第
１
８
項
、
第
１
９
項
、
第
２
３
項
、
第
２
６
項
、
第
３
０
項
か
ら
第

と
し
た
場
合
に
お
け
る
都
市
計
画
税
額
と
す
る
。

１
０

商
業
地
等
の
う
ち
当
該
商
業
地
等
の

当
該
年
度
の
負
担
水
準
が
０
．
７

を
超
え
る
も
の
に
係
る
令
和
６
年
度
か
ら
令
和
８
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の

都
市
計
画
税
の
額
は
、
附
則
第
６
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
商
業
地

等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
都
市
計
画
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格
に
１

０
分
の
７
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
商
業
地
等
が
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産

税
に
つ
い
て
法
第
３
４
９
条
の
３
（
第
１
８
項
を
除
く
。
）
又
は
附
則
第
１

５
条
か
ら
第
１
５
条
の
３
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
商
業
地
等
で
あ
る

と
き
は
、
当
該
額
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
）
を
当

該
商
業
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
都
市
計
画
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き

額
と
し
た
場
合
に
お
け
る
都
市
計
画
税
額
と
す
る
。

１
１

略
（
農
地
に
対
し
て
課
す
る
令
和
６
年
度
か
ら

令
和
８
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の

都
市
計
画
税
の
特
例
）

１
２

略
（
土
地
に
対
し
て
課
す
る
令
和
６
年
度
か
ら

令
和
８
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の

都
市
計
画
税
の
特
例
に
関
す
る
用
語
の
意
義
）

１
３

附
則
第
６
項
及
び
第
８
項
の
「
宅
地

等
」
と
は
法
附
則
第
１
７
条
第
２

号
に
、
附
則
第
６
項
及
び
第
９
項
の
「
前
年
度
分
の
都
市
計
画
税
の
課
税
標

準
額
」
と
は
法
附
則
第
２
５
条
第
６
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
さ
れ
る

法
附

則
第

１
８

条
第

６
項

に
、

附
則

第
７

項
、

第
９

項
及

び
第

１
０

項
の

「
商
業
地
等
」
と
は
法
附
則
第
１
７
条
第
４
号
に
、
附
則
第
９
項
、
第
１
０

項
及
び
前
項
の
「
負
担
水
準
」
と
は
法
附
則
第
１
７
条
第
８
号
ロ
に
、
前
項

の
「
農
地
」
と
は
法
附
則
第
１
７
条
第
１
号
に
、
前
項
の
「
前
年
度
分
の
都

市
計
画
税
の
課
税
標
準
額
」
と
は
法
附
則
第
２
６
条
第
２
項
に
お
い
て
読
み

替
え

て
準

用
さ

れ
る

法
附

則
第

１
８

条
第

６
項

に
規

定
す

る
と

こ
ろ

に
よ

る
。

（
読
替
規
定
）

１
４

法
附

則
第

１
５

条
第

１
項

、
第

９
項

、
第

１
３

項
か

ら
第

１
７

項
ま

で
、
第
１
９
項
、
第
２
０
項
、
第
２
４
項
、
第
２
７
項
、
第
３
１
項
か
ら
第
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改
正
後

改
正
前

３
２
項
ま
で
、
第
３
５
項
、
第
３
６
項
、
第
４
０
項
若
し
く
は
第
４
３
項
、

第
１
５
条
の
２
第
２
項
、
第
１
５
条
の
３
又
は
第
６
３
条
の
規
定
の
適
用
が

あ
る
各
年
度
分
の
都
市
計
画
税
に
限
り
、
第
２
条
第
２
項
中
「
又
は
第
３
３

項
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
第
３
３
項
又
は
附
則
第
１
５
条
か
ら
第
１
５

条
の
３
ま
で
若
し
く
は
第
６
３
条
」
と
す
る
。

３
３
項
ま
で
、
第
３
６
項
、
第
３
７
項
、
第
４
１
項
若
し
く
は
第
４
４
項
、

第
１
５
条
の
２
第
２
項
、
第
１
５
条
の
３
又
は
第
６
３
条
の
規
定
の
適
用
が

あ
る
各
年
度
分
の
都
市
計
画
税
に
限
り
、
第
２
条
第
２
項
中
「
又
は
第
３
３

項
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
第
３
３
項
又
は
附
則
第
１
５
条
か
ら
第
１
５

条
の
３
ま
で
若
し
く
は
第
６
３
条
」
と
す
る
。
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大村市国民健康保険条例の改正概要（第５７号議案関係）

１ 子ども・子育て支援納付金課税額に係る規定の新設

（第１１条、第１３条の６、第１３条の７及び第２５条関係）

(1) 税率及び課税額

※１ 国民健康保険制度から後期高齢者医療制度に移行し、同じ世帯内にお

いて国民健康保険の被保険者が１人になった世帯をいう。軽減対象期間

は５年

※２ 特定世帯の軽減対象期間を経過した後においても、同様の世帯状況に

ある世帯をいう。軽減対象期間は３年

(2) 課税額の軽減措置

世帯内に１８歳未満被保険者がある場合においては、課税額から当該１８

歳未満被保険者につき算定した被保険者均等割額に相当する額を軽減する。

また、基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額及び介護納付金課税額と同

様に、以下の区分につき軽減措置を講じる。

ア 低所得者に係る軽減措置（７割軽減・５割軽減・２割軽減）

イ 未就学児に係る軽減措置

ウ 出産被保険者に係る軽減措置

２ 国民健康保険税の課税限度額の引上げ等

（第１１条及び第２５条関係）

【新設】
（参考）

令和８年度

標準保険料率

税率 ０．３２％ ０．３２％

被保険者均等割額 １，１１０円 １，１０４円

１８歳以上被保険者均等割額 ８０円 ７５円

世帯別平等割額

（特定世帯※１）

（特定継続世帯※２）

７４０円

（３７０円）

（５５５円）

７４０円

－

－

【改正前】 【改正後】

基 礎 課 税 額 ６６万円 ６７万円

後期高齢者支援金等課税額 ２６万円 ２６万円

介 護 納 付 金 課 税 額 １７万円 １７万円

子ども・子育て支援納付金課税額 － ３万円

課 税 限 度 額 １０９万円 １１３万円
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３ 低所得世帯に係る国民健康保険税の軽減基準額の引上げ

（第２５条関係）

※１ 世帯に給与所得者及び年金所得者が２人以上いる場合は、「基礎控除額４

３万円」に「１０万円×（給与所得者及び年金所得者の数－１）」を加算

※２ 特定同一世帯所属者（同じ世帯内において７５歳に到達したこと等によ

り国民健康保険制度から後期高齢者医療制度に移行した者をいう。）がいる

場合は、その数を「被保険者数」に加算

４ 施行期日

令和８年４月１日

軽減

割合
【改正前】 【改正後】

７割 基礎控除額４３万円※１ 基礎控除額４３万円※１

５割
基礎控除額４３万円※１＋３０．５

万円×（被保険者数※２）

基礎控除額４３万円※１＋３１万

円×（被保険者数※２）

２割
基礎控除額４３万円※１＋５６万

円×（被保険者数※２）

基礎控除額４３万円※１＋５７万

円×（被保険者数※２）
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大
村
市
国
民
健
康
保
険
条
例
（
新
旧
対
照
表
）

改
正
後

改
正
前

（
課
税
額
）

第
１
１
条

前
条
の
者
に
対
し
て
課
す
る
保
険
税
の
課
税
額
は
、
世
帯
主
及
び

そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康

保
険
の
被
保
険
者
に
つ
き
算
定
し
た
次
に
掲

げ
る
額
の
合
算
額
と
す
る
。

(
1)

基
礎
課
税
額
（
保
険
税
の
う
ち
、
国
民
健
康
保
険
に
関
す
る
特
別
会
計

に
お
い
て
負
担
す
る
国
民
健
康
保
険
事
業
に
要
す
る
費
用
（
国
民
健
康
保

険
法
の
規
定
に
よ
る
国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金
（
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
「
国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金
」
と
い
う
。
）
の
納
付
に
要
す
る

費
用
の
う
ち
、
県
の
国
民
健
康
保
険
に
関
す
る
特
別
会
計
に
お
い
て
負
担

す
る
高
齢
者
医
療
確
保
法
の
規
定
に
よ
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
（
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
「
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
」
と
い
う
。
）
、
介
護
保
険

法
（
平
成
９
年
法
律
第
１
２
３
号
）
の
規
定
に
よ
る
納
付
金
（
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
「
介
護
納
付
金
」
と
い
う
。
）
及
び
子
ど
も
・
子
育
て
支
援

法
（
平
成
２
４
年
法
律
第
６
５
号
）
の
規
定
に
よ
る
子
ど
も
・
子
育
て
支

援
納
付
金
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
」

と
い
う
。
）
の
納
付
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
部
分
を
除
く
。
）
に
充
て

る
た
め
の
保
険
税
の
課
税
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

(2
)・

(3
)
略

(4
)
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
課
税
額
（
保
険
税
の
う
ち
、
国
民
健
康

保
険
事
業
費
納
付
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
（
県
の
国
民
健
康
保
険
に
関

す
る
特
別
会
計
に
お
い
て
負
担
す
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
の
納

付
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
部
分
に
限
る
。
）
に
充
て
る
た
め
の
保
険
税

の
課
税
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

２
前
項
第
１
号
の
基
礎
課
税
額
は
、
世
帯
主
（
前
条
第
２
項
の
世
帯
主
を
除

く
。
）
及
び
そ
の
世
帯
に
属
す

る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
つ
き
算
定

し
た
所
得
割
額
並
び
に
被
保
険

者
均
等
割
額
及
び
世
帯
別
平
等
割
額
の
合
算

額
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
合

算
額
が
６
７
０
，
０
０
０
円
を
超
え
る
場
合

に
お
い
て
は
、
基
礎
課
税
額
は
、
６
７
０
，
０
０
０
円
と
す
る
。

（
課
税
額
）

第
１
１
条

前
条
の
者
に
対
し
て
課
す
る
保
険
税
の
課
税
額
は
、
世
帯
主
及
び

そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康

保
険
の
被
保
険
者
に
つ
き
算
定
し
た
次
に
掲

げ
る
額
の
合
算
額
と
す
る
。

(
1)

基
礎
課
税
額
（
保
険
税
の
う
ち
、
国
民
健
康
保
険
に
関
す
る
特
別
会
計

に
お
い
て
負
担
す
る
国
民
健
康
保
険
事
業
に
要
す
る
費
用
（
国
民
健
康
保

険
法
の
規
定
に
よ
る
国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金
（
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
「
国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金
」
と
い
う
。
）
の
納
付
に
要
す
る

費
用
の
う
ち
、
県
の
国
民
健
康
保
険
に
関
す
る
特
別
会
計
に
お
い
て
負
担

す
る
高
齢
者
医
療
確
保
法
の
規
定
に
よ
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
（
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
「
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
」
と
い
う
。
）
及
び
介
護
保

険
法
（
平
成
９
年
法
律
第
１
２
３
号
）
の
規
定
に
よ
る
納
付
金
（
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
「
介
護
納
付
金
」
と
い
う
。
）
の
納
付
に
要
す
る
費
用
に

充
て
る
部
分
を
除
く
。
）
に
充
て
る
た
め
の
保
険
税
の
課
税
額
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）

(2
)・

(3
)
略

２
前
項
第
１
号
の
基
礎
課
税
額
は
、
世
帯
主
（
前
条
第
２
項
の
世
帯
主
を
除

く
。
）
及
び
そ
の
世
帯
に
属
す

る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
つ
き
算
定

し
た
所
得
割
額
並
び
に
被
保
険

者
均
等
割
額
及
び
世
帯
別
平
等
割
額
の
合
算

額
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
合

算
額
が
６
６
０
，
０
０
０
円
を
超
え
る
場
合

に
お
い
て
は
、
基
礎
課
税
額
は
、
６
６
０
，
０
０
０
円
と
す
る
。
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改
正
後

改
正
前

３
第
１
項
第
２
号
の
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
は
、
世
帯
主
（
前
条
第

２
項
の
世
帯
主
を
除
く
。
）
及

び
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被

保
険
者
に
つ
き
算
定
し
た
所
得

割
額
並
び
に
被
保
険
者
均
等
割
額
及
び
世
帯

別
平
等
割
額
の
合
算
額
と
す
る

。
た
だ
し
、
当
該
合
算
額
が
２
６
０
，
０
０

０
円
を
超
え
る
場
合
に
お
い
て

は
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
は
、
２

６
０
，
０
０
０
円
と
す
る
。

４
略

５
第
１
項
第
４
号
の
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
課
税
額
は
、
世
帯
主
（
前

条
第
２
項
の
世
帯
主
を
除
く
。

）
及
び
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険

の
被
保
険
者
に
つ
き
算
定
し
た

所
得
割
額
並
び
に
被
保
険
者
均
等
割
額
及
び

世
帯
別
平
等
割
額
の
合
算
額
に

、
当
該
世
帯
に
属
す
る
１
８
歳
以
上
被
保
険

者
（
地
方
税
法
（
昭
和
２
５
年
法
律
第
２
２
６
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

第
７
０
３
条
の
４
第
３
０
項
に

規
定
す
る
１
８
歳
以
上
被
保
険
者
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
に
つ
き
算
定
し

た
１
８
歳
以
上
被
保
険
者
均
等
割
額
を
加
算

し
た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
加

算
後
の
額
が
３
０
，
０
０
０
円
を
超
え
る
場

合
に
お
い
て
は
、
子
ど
も
・
子

育
て
支
援
納
付
金
課
税
額
は
、
３
０
，
０
０

０
円
と
す
る
。

（
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
課
税
額
の
所
得
割
額
）

第
１
２
条

前
条
第
２
項
の
所
得
割
額
は
、
賦
課
期
日
の
属
す
る
年
の
前
年
の

所
得
に
係
る
法
第
３
１
４
条
の

２
第
１
項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山

林
所
得
金
額
の
合
計
額
か
ら
同

条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
控
除
を
し
た
後
の

総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金

額
の
合
計
額
（
以
下
「
基
礎
控
除
後
の
総
所

得
金
額
等
」
と
い
う
。
）
に
、
次
条
第
１
号
の
税
率
を
乗
じ
て
算
定
す
る
。

２
略

（
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
課
税
額

の
所
得
割
額
）

第
１
３
条
の
６

第
１
１
条
第
５
項
の
所
得
割
額
は
、
基
礎
控
除
後
の
総
所
得

３
第
１
項
第
２
号
の
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
は
、
世
帯
主
（
前
条
第

２
項
の
世
帯
主
を
除
く
。
）
及

び
そ
の
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
に
つ
き
算

定
し
た
所
得
割
額
並
び
に
被
保

険
者
均
等
割
額
及
び
世
帯
別
平
等
割
額
の
合

算
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該

合
算
額
が
２
６
０
，
０
０
０
円
を
超
え
る
場

合
に
お
い
て
は
、
後
期
高
齢
者

支
援
金
等
課
税
額
は
、
２
６
０
，
０
０
０
円

と
す
る
。

４
略

（
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
課
税
額
の
所
得
割
額
）

第
１
２
条

前
条
第
２
項
の
所
得
割
額
は
、
賦
課
期
日
の
属
す
る
年
の
前
年
の

所
得
に
係
る
地
方
税
法
（
昭
和

２
５
年
法
律
第
２
２
６
号
。
以
下
「
法
」
と

い
う
。
）
第
３
１
４
条
の
２
第

１
項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所

得
金
額
の
合
計
額
か
ら
同
条
第

２
項
の
規
定
に
よ
る
控
除
を
し
た
後
の
総
所

得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
の

合
計
額
（
以
下
「
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金

額
等
」
と
い
う
。
）
に
、
次
条
第
１
号
の
税
率
を
乗
じ
て
算
定
す
る
。

２
略
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改
正
後

改
正
前

金
額
等
に
次
条
第
１
号
の
税
率
を
乗
じ
て
算
定
す
る
。

（
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
課
税
額

の
税
率
等
）

第
１
３
条
の
７

前
条
の
税
率
並
び
に
第
１
１
条
第
５
項
の
被
保
険
者
均
等
割

額
、
１
８
歳
以
上
被
保
険
者
均

等
割
額
及
び
世
帯
別
平
等
割
額
は
、
次
の
と

お
り
と
す
る
。

(
1)

税
率

１
０
０
分
の
０
．
３
２

(
2)

被
保
険
者
均
等
割
額

被
保
険
者
１
人
に
つ
き
１
，
１
１
０
円

(3
)
１
８
歳
以
上
被
保
険
者
均
等
割

額
１
８
歳
以
上
被
保
険
者
１
人
に
つ

き
８
０
円

(4
)
世
帯
別
平
等
割
額

１
世
帯
に
つ
い
て
７
４
０
円
。
た
だ
し
、
特
定
世

帯
に
つ
い
て
は
３
７
０
円
と
し
、
特
定
継
続
世
帯
に
つ
い
て
は
５
５
５
円

と
す
る
。

（
保
険
税
の
減
額
）

第
２
５
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
保
険
税
の
納
税
義
務
者
に
対
し
て
課
す
る
保

険
税
の
額
は
、
第
１
１
条
第
２

項
本
文
の
基
礎
課
税
額
か
ら
ア
及
び
イ
に
掲

げ
る
額
を
減
額
し
て
得
た
額
（

当
該
減
額
し
て
得
た
額
が
６
７
０
，
０
０
０

円
を
超
え
る
場
合
に
は
、
６
７

０
，
０
０
０
円
）
、
同
条
第
３
項
本
文
の
後

期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
か

ら
ウ
及
び
エ
に
掲
げ
る
額
を
減
額
し
て
得
た

額
（
当
該
減
額
し
て
得
た
額
が

２
６
０
，
０
０
０
円
を
超
え
る
場
合
に
は
、

２
６
０
，
０
０
０
円
）
、
同
条

第
４
項
本
文
の
介
護
納
付
金
課
税
額
か
ら
オ

及
び
カ
に
掲
げ
る
額
を
減
額
し

て
得
た
額
（
当
該
減
額
し
て
得
た
額
が
１
７

０
，
０
０
０
円
を
超
え
る
場
合

に
は
、
１
７
０
，
０
０
０
円
）
並
び
に
同
条

第
５
項
本
文
の
子
ど
も
・
子
育

て
支
援
納
付
金
課
税
額
か
ら
キ
か
ら
ケ
ま
で

に
掲
げ
る
額
を
減
額
し
て
得
た

額
（
当
該
減
額
し
て
得
た
額
が
３
０
，
０
０

０
円
を
超
え
る
場
合
に
は
、
３
０
，
０
０
０
円
）
の
合
算
額
と
す
る
。

(1
)
法
第
７
０
３
条
の
５
第
１
項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得

金
額
の
合
算
額
が
、
４
３
０
，
０
０
０
円
（
納
税
義
務
者
並
び
に
そ
の
世

（
保
険
税
の
減
額
）

第
２
５
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
保
険
税
の
納
税
義
務
者
に
対
し
て
課
す
る
保

険
税
の
額
は
、
第
１
１
条
第
２

項
本
文
の
基
礎
課
税
額
か
ら
ア
及
び
イ
に
掲

げ
る
額
を
減
額
し
て
得
た
額
（

当
該
減
額
し
て
得
た
額
が
６
６
０
，
０
０
０

円
を
超
え
る
場
合
に
は
、
６
６

０
，
０
０
０
円
）
、
同
条
第
３
項
本
文
の
後

期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
か

ら
ウ
及
び
エ
に
掲
げ
る
額
を
減
額
し
て
得
た

額
（
当
該
減
額
し
て
得
た
額
が

２
６
０
，
０
０
０
円
を
超
え
る
場
合
に
は
、

２
６
０
，
０
０
０
円
）
並
び
に

同
条
第
４
項
本
文
の
介
護
納
付
金
課
税
額
か

ら
オ
及
び
カ
に
掲
げ
る
額
を
減

額
し
て
得
た
額
（
当
該
減
額
し
て
得
た
額
が

１
７
０
，
０
０
０
円
を
超
え
る

場
合
に
は
、
１
７
０
，
０
０
０
円
）
の
合
算

額
と
す
る
。

(1
)
法
第
７
０
３
条
の
５
第
１
項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得

金
額
の
合
算
額
が
、
４
３
０
，
０
０
０
円
（
納
税
義
務
者
並
び
に
そ
の
世
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改
正
後

改
正
前

帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
及
び
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
の

う
ち
給
与
所
得
を
有
す
る
者
（
前
年
中
に
同
項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額

に
係
る
所
得
税
法
（
昭
和
４
０
年
法
律
第
３
３
号
）
第
２
８
条
第
１
項
に

規
定
す
る
給
与
所
得
に
つ
い
て
同
条
第
３
項
に
規
定
す
る
給
与
所
得
控
除

額
の
控
除
を
受
け
た
者
（
同
条
第
１
項
に
規
定
す
る
給
与
等
の
収
入
金
額

が
５
５
０
，
０
０
０
円
を
超
え
る
者
に
限
る
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
号

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
数
及
び
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
を
有
す
る
者
（
前

年
中
に
法
第
７
０
３
条
の
５
第
１
項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
に
係
る
所

得
税
法
第
３
５
条
第
３
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
に
つ
い

て
同

条
第

４
項

に
規

定
す

る
公

的
年

金
等

控
除

額
の

控
除

を
受

け
た

者
（
年
齢
６
５
歳
未
満
の
者
に
あ
っ
て
は
当
該
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
が

６
０
０
，
０
０
０
円
を
超
え
る
者
に
限
り
、
年
齢
６
５
歳
以
上
の
者
に
あ

っ
て
は
当
該
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
が
１
，
１
０
０
，
０
０
０
円
を
超

え
る
者
に
限
る
。
）
を
い
い
、
給
与
所
得
を
有
す
る
者
を
除
く
。
）
の
数

の
合
計
数
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
給
与
所
得
者
等
の
数
」
と
い
う
。
）

が
２
以
上
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
４
３
０
，
０
０
０
円
に
当
該
給
与
所
得

者
等
の
数
か
ら
１
を
減
じ
た
数
に
１
０
０
，
０
０
０
円
を
乗
じ
て
得
た
金

額
を
加
算
し
た
金
額
）
を
超
え
な
い
世
帯
に
係
る
納
税
義
務
者

ア
～
カ

略
キ

国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金

課
税
額
の
被
保
険
者
均
等
割
額
に
１
０
分
の
７
を
乗
じ
て
得
た
額

ク
１
８
歳
以
上
被
保
険
者
に
係
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
課
税

額
の
１
８
歳
以
上
被
保
険
者
均
等
割
額
に
１
０
分
の
７
を
乗
じ
て
得
た

額
ケ

国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金

課
税
額
の
世
帯
別
平
等
割
額
に
１
０
分
の
７
を
乗
じ
て
得
た
額

(2
)
法
第
７
０
３
条
の
５
第
１
項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得

金
額
の
合
算
額
が
、
４
３
０
，
０
０
０
円
（
納
税
義
務
者
並
び
に
そ
の
世

帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
及
び
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
の

う
ち
給
与
所
得
者
等
の
数
が
２
以
上
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
４
３
０
，
０

帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
及
び
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
の

う
ち
給
与
所
得
を
有
す
る
者
（
前
年
中
に
同
項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額

に
係
る
所
得
税
法
（
昭
和
４
０
年
法
律
第
３
３
号
）
第
２
８
条
第
１
項
に

規
定
す
る
給
与
所
得
に
つ
い
て
同
条
第
３
項
に
規
定
す
る
給
与
所
得
控
除

額
の
控
除
を
受
け
た
者
（
同
条
第
１
項
に
規
定
す
る
給
与
等
の
収
入
金
額

が
５
５
０
，
０
０
０
円
を
超
え
る
者
に
限
る
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
号

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
数
及
び
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
を
有
す
る
者
（
前

年
中
に
法
第
７
０
３
条
の
５
第
１
項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
に
係
る
所

得
税
法
第
３
５
条
第
３
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
に
つ
い

て
同

条
第

４
項

に
規

定
す

る
公

的
年

金
等

控
除

額
の

控
除

を
受

け
た

者
（
年
齢
６
５
歳
未
満
の
者
に
あ
っ
て
は
当
該
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
が

６
０
０
，
０
０
０
円
を
超
え
る
者
に
限
り
、
年
齢
６
５
歳
以
上
の
者
に
あ

っ
て
は
当
該
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
が
１
，
１
０
０
，
０
０
０
円
を
超

え
る
者
に
限
る
。
）
を
い
い
、
給
与
所
得
を
有
す
る
者
を
除
く
。
）
の
数

の
合
計
数
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
給
与
所
得
者
等
の
数
」
と
い
う
。
）

が
２
以
上
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
４
３
０
，
０
０
０
円
に
当
該
給
与
所
得

者
等
の
数
か
ら
１
を
減
じ
た
数
に
１
０
０
，
０
０
０
円
を
乗
じ
て
得
た
金

額
を
加
算
し
た
金
額
）
を
超
え
な
い
世
帯
に
係
る
納
税
義
務
者

ア
～
カ

略

(2
)
法
第
７
０
３
条
の
５
第
１
項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得

金
額
の
合
算
額
が
、
４
３
０
，
０
０
０
円
（
納
税
義
務
者
並
び
に
そ
の
世

帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
及
び
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
の

う
ち
給
与
所
得
者
等
の
数
が
２
以
上
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
４
３
０
，
０
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後

改
正
前

０
０
円
に
当
該
給
与
所
得
者
等
の
数
か
ら
１
を
減
じ
た
数
に
１
０
０
，
０

０
０
円
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
加
算
し
た
金
額
）
に
被
保
険
者
及
び
特
定

同
一
世
帯
所
属
者
１
人
に
つ
き
３
１
０
，
０
０
０
円
を
加
算
し
た
金
額
を

超
え
な
い
世
帯
に
係
る
納
税
義
務
者
（
前
号
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）

ア
～
カ

略
キ

国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金

課
税
額
の
被
保
険
者
均
等
割
額
に
１
０
分
の
５
を
乗
じ
て
得
た
額

ク
１
８
歳
以
上
被
保
険
者
に
係
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
課
税

額
の
１
８
歳
以
上
被
保
険
者
均
等
割
額
に
１
０
分
の
５
を
乗
じ
て
得
た

額
ケ

国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金

課
税
額
の
世
帯
別
平
等
割
額
に
１
０
分
の
５
を
乗
じ
て
得
た
額

(
3)

法
第
７
０
３
条
の
５
第
１
項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得

金
額
の
合
算
額
が
、
４
３
０
，
０
０
０
円
（
納
税
義
務
者
並
び
に
そ
の
世

帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
及
び
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
の

う
ち
給
与
所
得
者
等
の
数
が
２
以
上
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
４
３
０
，
０

０
０
円
に
当
該
給
与
所
得
者
等
の
数
か
ら
１
を
減
じ
た
数
に
１
０
０
，
０

０
０
円
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
加
算
し
た
金
額
）
に
被
保
険
者
及
び
特
定

同
一
世
帯
所
属
者
１
人
に
つ
き
５
７
０
，
０
０
０
円
を
加
算
し
た
金
額
を

超
え
な
い
世
帯
に
係
る
納
税
義
務
者
（
前
２
号
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）

ア
～
カ

略

キ
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金

課
税
額
の
被
保
険
者
均
等
割
額
に
１
０
分
の
２
を
乗
じ
て
得
た
額

ク
１
８
歳
以
上
被
保
険
者
に
係
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
課
税

額
の
１
８
歳
以
上
被
保
険
者
均
等
割
額
に
１
０
分
の
２
を
乗
じ
て
得
た

額

ケ
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金

課
税
額
の
世
帯
別
平
等
割
額
に
１
０
分
の
２
を
乗
じ
て
得
た
額

２
保
険
税
の
納
税
義
務
者
の
属
す
る
世
帯
内
に
６
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最

初
の
３
月
３
１
日
以
前
で
あ
る

被
保
険
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
未
就

０
０
円
に
当
該
給
与
所
得
者
等
の
数
か
ら
１
を
減
じ
た
数
に
１
０
０
，
０

０
０
円
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
加
算
し
た
金
額
）
に
被
保
険
者
及
び
特
定

同
一
世
帯
所
属
者
１
人
に
つ
き
３
０
５
，
０
０
０
円
を
加
算
し
た
金
額
を

超
え
な
い
世
帯
に
係
る
納
税
義
務
者
（
前
号
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）

ア
～
カ

略

(
3)

法
第
７
０
３
条
の
５
第
１
項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得

金
額
の
合
算
額
が
、
４
３
０
，
０
０
０
円
（
納
税
義
務
者
並
び
に
そ
の
世

帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
及
び
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
の

う
ち
給
与
所
得
者
等
の
数
が
２
以
上
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
４
３
０
，
０

０
０
円
に
当
該
給
与
所
得
者
等
の
数
か
ら
１
を
減
じ
た
数
に
１
０
０
，
０

０
０
円
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
加
算
し
た
金
額
）
に
被
保
険
者
及
び
特
定

同
一
世
帯
所
属
者
１
人
に
つ
き
５
６
０
，
０
０
０
円
を
加
算
し
た
金
額
を

超
え
な
い
世
帯
に
係
る
納
税
義
務
者
（
前
２
号
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）

ア
～
カ

略

２
保
険
税
の
納
税
義
務
者
の
属
す
る
世
帯
内
に
６
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最

初
の
３
月
３
１
日
以
前
で
あ
る
被
保
険
者
（
以
下
「
未
就
学
児
」
と
い
う
。
）
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正
前

学
児
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
場

合
に
お
け
る
当
該
納
税
義
務
者
に
対
し
て
課

す
る
被
保
険
者
均
等
割
額
（
当

該
納
税
義
務
者
の
世
帯
に
属
す
る
未
就
学
児

に
つ
き
算
定
し
た
被
保
険
者
均

等
割
額
（
前
項
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
す

る
も
の
と
し
た
場
合
に
あ
っ
て

は
、
そ
の
減
額
後
の
被
保
険
者
均
等
割
額
）

に
限
る
。
）
は
、
当
該
被
保
険

者
均
等
割
額
か
ら
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
減
額
し
て
得
た
額
と
す
る
。

(1
)・

(2
)
略

(3
)
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
課

税
額
の
被
保
険
者
均
等
割
額

次
に
掲
げ
る
世
帯
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ

ぞ
れ
未
就
学
児
１
人
に
つ
い
て
次
に
定
め
る
額

ア
前
項
第
１
号
キ
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
し
た
世
帯

１
６
７
円

イ
前
項
第
２
号
キ
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
し
た
世
帯

２
７
８
円

ウ
前
項
第
３
号
キ
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
し
た
世
帯

４
４
４
円

エ
ア
か
ら
ウ
ま
で
に
掲
げ
る
世
帯
以
外
の
世
帯

５
５
５
円

３
保
険
税
の
納
税
義
務
者
の
世
帯
に
地
方
税
法
施
行
令
第
５
６
条
の
８
９
第

４
項
に
規
定
す
る
出
産
被
保
険
者
（
以
下
「
出
産
被
保
険
者
」
と
い
う
。
）

が
属
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
納
税
義
務
者
に
対
し
て
課
す
る
所
得
割
額
並

び
に
被
保
険
者
均
等
割
額
及
び
１
８
歳
以
上
被
保
険
者
均
等
割
額
（
第
１
項

に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
す
る
も
の
と
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
減
額

後
の
被
保
険
者
均
等
割
額
及
び
１
８
歳
以
上
被
保
険
者
均
等
割
額
）
は
、
当

該
所
得
割
額
並
び
に
被
保
険
者
均
等
割
額
及
び
１
８
歳
以
上
被
保
険
者
均
等

割
額
か
ら
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定

め
る
額
を
減
額
し
て
得
た
額
と
す
る
。

(1
)
国
民
健
康
保
険
の
出
産
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
課
税
額
の
所
得
割
額

当
該
出
産
被
保
険
者
に
つ
き
第
１
２
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
所
得
割

額
の
１
２
分
の
１
の
額
に
、
当
該
出
産
被
保
険
者
の
出
産
の
予
定
日
（
地

方
税
法
施
行
規
則
第
２
４
条
の
３
０
の
６
に
定
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

出
産
の
日
。
第
２
６
条
の
３
第
１
項
及
び
第
２
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

属
す
る
月
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
出
産
予
定
月
」
と
い
う
。
）
の
前

が
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
納

税
義
務
者
に
対
し
て
課
す
る
被
保
険
者
均
等

割
額
（
当
該
納
税
義
務
者
の
世

帯
に
属
す
る
未
就
学
児
に
つ
き
算
定
し
た
被

保
険
者
均
等
割
額
（
前
項
に
規

定
す
る
金
額
を
減
額
す
る
も
の
と
し
た
場
合

に
あ
っ
て
は
、
そ
の
減
額
後
の

被
保
険
者
均
等
割
額
）
に
限
る
。
）
は
、
当

該
被
保
険
者
均
等
割
額
か
ら
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ

れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
減
額
し
て
得
た
額
と
す
る
。

(1
)・

(2
)
略

３
保
険
税
の
納
税
義
務
者
の
世
帯
に
地
方
税
法
施
行
令
第
５
６
条
の
８
９
第

４
項
に
規
定
す
る
出
産
被
保
険
者
（
以
下
「
出
産
被
保
険
者
」
と
い
う
。
）

が
属
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
納
税
義
務
者
に
対
し
て
課
す
る
所
得
割
額
及

び
被
保
険
者
均
等
割
額
（
第
１
項
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
す
る
も
の
と
し

た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
減
額
後
の
被
保
険
者
均
等
割
額
）
は
、
当
該
所

得
割
額
及
び
被
保
険
者
均
等
割
額
か
ら
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
減
額
し
て
得
た
額
と
す
る
。

(1
)
国
民
健
康
保
険
の
出
産
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
課
税
額
の
所
得
割
額

当
該
出
産
被
保
険
者
に
つ
き
第
１
２
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
所
得
割

額
の
１
２
分
の
１
の
額
に
、
当
該
出
産
被
保
険
者
の
出
産
の
予
定
日
（
地

方
税
法
施
行
規
則
第
２
４
条
の
３
０
の
５
に
定
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

出
産
の
日
。
第
２
６
条
の
３
第
１
項
及
び
第
２
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

属
す
る
月
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
出
産
予
定
月
」
と
い
う
。
）
の
前
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改
正
後

改
正
前

月
（
多
胎
妊
娠
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
３
月
前
）
か
ら
出
産
予
定
月
の
翌
々

月
ま
で
の
期
間
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
産
前
産
後
期
間
」
と
い
う
。
）

の
う
ち
当
該
年
度
に
属
す
る
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額

(2
)～

(6
)
略

(7
)
国
民
健
康
保
険
の
出
産
被
保
険
者
に
係
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付

金
課
税
額
の
所
得
割
額

当
該
出
産
被
保
険
者
に
つ
き
第
１
３
条
の
６
の

規
定
に
よ
り
算
定
し
た
所
得
割
額
の
１
２
分
の
１
の
額
に
、
当
該
出
産
被

保
険
者
の
産
前
産
後
期
間
の
う
ち
当
該
年
度
に
属
す
る
月
数
を
乗
じ
て
得

た
額

(8
)
国
民
健
康
保
険
の
出
産
被
保
険
者
に
係
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付

金
課
税
額
の
被
保
険
者
均
等
割
額

当
該
出
産
被
保
険
者
に
つ
き
第
１
３

条
の
７
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
被
保
険
者
均
等
割
額
（
第
１
項
に
規
定

す
る
金
額
を
減
額
す
る
も
の
と
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
減
額
後
の

被
保
険
者
均
等
割
額
）
の
１
２
分
の
１
の
額
に
、
当
該
出
産
被
保
険
者
の

産
前
産
後
期
間
の
う
ち
当
該
年
度
に
属
す
る
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額

(9
)
国
民
健
康
保
険
の
出
産
被
保
険
者
に
係
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付

金
課
税
額
の
１
８
歳
以
上
被
保
険
者
均
等
割
額

当
該
出
産
被
保
険
者
に

つ
き
第
１
３
条
の
７
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
１
８
歳
以
上
被
保
険
者
均

等
割
額
（
第
１
項
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
す
る
も
の
と
し
た
場
合
に
あ

っ
て
は
、
そ
の
減
額
後
の
１
８
歳
以
上
被
保
険
者
均
等
割
額
）
の
１
２
分

の
１
の
額
に
、
当
該
出
産
被
保
険
者
の
産
前
産
後
期
間
の
う
ち
当
該
年
度

に
属
す
る
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額

４
保
険
税
の
納
税
義
務
者
の
属
す
る
世
帯
内
に
１
８
歳
に
達
す
る
日
以
後
の

最
初
の
３
月
３
１
日
以
前
で
あ
る
被
保
険
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
１

８
歳
未
満
被
保
険
者
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
納
税
義
務

者
に
対
し
て
課
す
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
課
税
額
の
被
保
険
者
均

等
割
額
（
当
該
納
税
義
務
者
の
世
帯
に
属
す
る
１
８
歳
未
満
被
保
険
者
に
つ

き
算
定
し
た
被
保
険
者
均
等
割
額
（
前
３
項
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
す
る

も
の
と
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
減
額
後
の
被
保
険
者
均
等
割
額
）
に

月
（
多
胎
妊
娠
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
３
月
前
）
か
ら
出
産
予
定
月
の
翌
々

月
ま
で
の
期
間
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
産
前
産
後
期
間
」
と
い
う
。
）

の
う
ち
当
該
年
度
に
属
す
る
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額

(2
)～

(6
)
略
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改
正
後

改
正
前

限
る
。
）
は
、
当
該
被
保
険
者
均
等
割
額
か
ら
、
当
該
被
保
険
者
均
等
割
額

に
相
当
す
る
額
を
減
額
し
て
得
た
額
と
す
る
。

附
則

１
～
６

略

（
上
場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
等
に
係
る
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）

７
世
帯
主
又
は
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
若
し
く
は

特
定
同
一
世
帯
所
属
者
が
法
附

則
第
３
３
条
の
２
第
５
項
の
配
当
所
得
等
を

有
す
る
場
合
に
お
け
る
第
１
２

条
、
第
１
３
条
の
２
、
第
１
３
条
の
４
、
第

１
３
条
の
６
及
び
第
２
５
条
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
１
２
条
第
１

項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」

と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に

法
附
則
第
３
３
条
の
２
第
５
項

に
規
定
す
る
上
場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得

等
の
金
額
」
と
、
「
同
条
第
２

項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
３
１
４
条
の
２
第

２
項
」
と
、
同
条
第
２
項
中
「

又
は
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
若
し

く
は
山
林
所
得
金
額
又
は
法
附

則
第
３
３
条
の
２
第
５
項
に
規
定
す
る
上
場

株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
等
の

金
額
」
と
、
第
２
５
条
第
１
項
中
「
及
び
山

林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「

及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
法
附
則
第
３
３

条
の
２
第
５
項
に
規
定
す
る
上

場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
等
の
金
額
」
と

す
る
。

（
長
期
譲
渡
所
得
に
係
る
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）

８
世
帯
主
又
は
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
若
し
く
は

特
定
同
一
世
帯
所
属
者
が
法
附

則
第
３
４
条
第
４
項
の
譲
渡
所
得
を
有
す
る

場
合
に
お
け
る
第
１
２
条
、
第

１
３
条
の
２
、
第
１
３
条
の
４
、
第
１
３
条

の
６
及
び
第
２
５
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
１
２
条
第
１
項
中
「
及

び
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額
か

ら
同
条
第
２
項
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林

所
得
金
額
並
び
に
法
附
則
第
３

４
条
第
４
項
に
規
定
す
る
長
期
譲
渡
所
得
の

金
額
（
租
税
特
別
措
置
法
（
昭

和
３
２
年
法
律
第
２
６
号
）
第
３
３
条
の
４

第
１
項
若
し
く
は
第
２
項
、
第

３
４
条
第
１
項
、
第
３
４
条
の
２
第
１
項
、

第
３
４
条
の
３
第
１
項
、
第
３

５
条
第
１
項
、
第
３
５
条
の
２
第
１
項
、
第

附
則

１
～
６

略

（
上
場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
等
に
係
る
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）

７
世
帯
主
又
は
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
若
し
く
は

特
定
同
一
世
帯
所
属
者
が
法
附

則
第
３
３
条
の
２
第
５
項
の
配
当
所
得
等
を

有
す
る
場
合
に
お
け
る
第
１
２

条
、
第
１
３
条
の
２
、
第
１
３
条
の
４
及
び

第
２
５
条
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
第
１
２
条
第
１
項
中
「
及
び
山
林

所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及

び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
法
附
則
第
３
３
条

の
２
第
５
項
に
規
定
す
る
上
場

株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
等
の
金
額
」
と
、

「
同
条
第
２
項
」
と
あ
る
の
は

「
法
第
３
１
４
条
の
２
第
２
項
」
と
、
同
条

第
２
項
中
「
又
は
山
林
所
得
金

額
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
山
林
所
得
金

額
又
は
法
附
則
第
３
３
条
の
２

第
５
項
に
規
定
す
る
上
場
株
式
等
に
係
る
配

当
所
得
等
の
金
額
」
と
、
第
２

５
条
第
１
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と

あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金

額
並
び
に
法
附
則
第
３
３
条
の
２
第
５
項
に

規
定
す
る
上
場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
等
の
金
額
」
と
す
る
。

（
長
期
譲
渡
所
得
に
係
る
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）

８
世
帯
主
又
は
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
若
し
く
は

特
定
同
一
世
帯
所
属
者
が
法
附

則
第
３
４
条
第
４
項
の
譲
渡
所
得
を
有
す
る

場
合
に
お
け
る
第
１
２
条
、
第

１
３
条
の
２
、
第
１
３
条
の
４
及
び
第
２
５

条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は

、
第
１
２
条
第
１
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金

額
の
合
計
額
か
ら
同
条
第
２
項

」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び

に
法
附
則
第
３
４
条
第
４
項
に

規
定
す
る
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
（
租
税
特

別
措
置
法
（
昭
和
３
２
年
法
律

第
２
６
号
）
第
３
３
条
の
４
第
１
項
若
し
く

は
第
２
項
、
第
３
４
条
第
１
項

、
第
３
４
条
の
２
第
１
項
、
第
３
４
条
の
３

第
１
項
、
第
３
５
条
第
１
項
、

第
３
５
条
の
２
第
１
項
、
第
３
５
条
の
３
第
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改
正
後

改
正
前

３
５
条
の
３
第
１
項
又
は
第
３

６
条
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
こ
れ

ら
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
同
法

第
３
１
条
第
１
項
に
規
定
す
る
長
期
譲
渡
所

得
の
金
額
か
ら
控
除
す
る
金
額

を
控
除
し
た
金
額
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
控
除
後
の
長
期
譲
渡
所
得
の

金
額
」
と
い
う
。
）
の
合
計
額
か
ら
法
第
３

１
４
条
の
２
第
２
項
」
と
、
「

及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額
（
」
と
あ
る

の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並

び
に
控
除
後
の
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
の
合

計
額
（
」
と
、
同
条
第
２
項
中

「
又
は
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
若

し
く
は
山
林
所
得
金
額
又
は
法

附
則
第
３
４
条
第
４
項
に
規
定
す
る
長
期
譲

渡
所
得
の
金
額
」
と
、
第
２
５

条
第
１
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ

る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額

並
び
に
法
附
則
第
３
４
条
第
４
項
に
規
定
す

る
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
」
と
す
る
。

９
略

（
一
般
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
に
係
る
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）

１
０

世
帯
主
又
は
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
若
し
く

は
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
が
法

附
則
第
３
５
条
の
２
第
５
項
の
一
般
株
式
等

に
係
る
譲
渡
所
得
等
を
有
す
る
場
合
に
お
け
る
第
１
２
条
、
第
１
３
条
の
２
、

第
１
３
条
の
４
、
第
１
３
条
の

６
及
び
第
２
５
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
第
１
２
条
第
１
項
中
「
及

び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山

林
所
得
金
額
並
び
に
法
附
則
第

３
５
条
の
２
第
５
項
に
規
定
す
る
一
般
株
式

等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額

」
と
、
「
同
条
第
２
項
」
と
あ
る
の
は
「
法

第
３
１
４
条
の
２
第
２
項
」
と

、
同
条
第
２
項
中
「
又
は
山
林
所
得
金
額
」

と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
山
林

所
得
金
額
又
は
法
附
則
第
３
５
条
の
２
第
５

項
に
規
定
す
る
一
般
株
式
等
に

係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
」
と
、
第
２
５
条

第
１
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金

額
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並

び
に
法
附
則
第
３
５
条
の
２
第

５
項
に
規
定
す
る
一
般
株
式
等
に
係
る
譲
渡

所
得
等
の
金
額
」
と
す
る
。

（
上
場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
に
係
る
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）

１
１

世
帯
主
又
は
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
若
し
く

は
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
が
法

附
則
第
３
５
条
の
２
の
２
第
５
項
の
上
場
株

１
項
又
は
第
３
６
条
の
規
定
に

該
当
す
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適

用
に
よ
り
同
法
第
３
１
条
第
１

項
に
規
定
す
る
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
か
ら

控
除
す
る
金
額
を
控
除
し
た
金

額
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
控
除
後
の
長

期
譲
渡
所
得
の
金
額
」
と
い
う

。
）
の
合
計
額
か
ら
法
第
３
１
４
条
の
２
第

２
項
」
と
、
「
及
び
山
林
所
得

金
額
の
合
計
額
（
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山

林
所
得
金
額
並
び
に
控
除
後
の

長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
の
合
計
額
（
」
と
、

同
条
第
２
項
中
「
又
は
山
林
所

得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
山
林
所

得
金

額
又

は
法

附
則

第
３

４
条

第
４

項
に

規
定

す
る

長
期

譲
渡

所
得

の
金

額
」
と
、
第
２
５
条
第
１
項
中

「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及

び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
法
附

則
第
３
４
条
第
４
項
に
規
定
す
る
長
期
譲
渡

所
得
の
金
額
」
と
す
る
。

９
略

（
一
般
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
に
係
る
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）

１
０

世
帯
主
又
は
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
若
し
く

は
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
が
法

附
則
第
３
５
条
の
２
第
５
項
の
一
般
株
式
等

に
係
る
譲
渡
所
得
等
を
有
す
る
場
合
に
お
け
る
第
１
２
条
、
第
１
３
条
の
２
、

第
１
３
条
の
４
及
び
第
２
５
条

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
１
２
条
第

１
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額

」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び

に
法
附
則
第
３
５
条
の
２
第
５

項
に
規
定
す
る
一
般
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所

得
等
の
金
額
」
と
、
「
同
条
第

２
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
３
１
４
条
の
２

第
２
項
」
と
、
同
条
第
２
項
中

「
又
は
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
若

し
く
は
山
林
所
得
金
額
又
は
法

附
則
第
３
５
条
の
２
第
５
項
に
規
定
す
る
一

般
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等

の
金
額
」
と
、
第
２
５
条
第
１
項
中
「
及
び

山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は

「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
法
附
則
第
３

５
条
の
２
第
５
項
に
規
定
す
る

一
般
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
」

と
す
る
。

（
上
場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
に
係
る
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）

１
１

世
帯
主
又
は
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
若
し
く

は
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
が
法

附
則
第
３
５
条
の
２
の
２
第
５
項
の
上
場
株
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改
正
後

改
正
前

式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
を
有

す
る
場
合
に
お
け
る
第
１
２
条
、
第
１
３
条

の
２
、
第
１
３
条
の
４
、
第
１

３
条
の
６
及
び
第
２
５
条
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
第
１
２
条
第
１
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及

び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
法
附

則
第
３
５
条
の
２
の
２
第
５
項
に
規
定
す
る

上
場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得

等
の
金
額
」
と
、
「
同
条
第
２
項
」
と
あ
る

の
は
「
法
第
３
１
４
条
の
２
第

２
項
」
と
、
同
条
第
２
項
中
「
又
は
山
林
所

得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
若
し

く
は
山
林
所
得
金
額
又
は
法
附
則
第
３
５
条

の
２
の
２
第
５
項
に
規
定
す
る

上
場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
」

と
、
第
２
５
条
第
１
項
中
「
及

び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山

林
所
得
金
額
並
び
に
法
附
則
第

３
５
条
の
２
の
２
第
５
項
に
規
定
す
る
上
場

株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
」
と
す
る
。

１
２
及
び
１
３

削
除

（
土
地
の
譲
渡
等
に
係
る
事
業
所
得
等
に
係
る
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）

１
４

世
帯
主
又
は
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
若
し
く

は
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
が
法

附
則
第
３
３
条
の
３
第
５
項
の
事
業
所
得
又

は
雑
所
得
を
有
す
る
場
合
に
お

け
る
第
１
２
条
、
第
１
３
条
の
２
、
第
１
３

条
の
４
、
第
１
３
条
の
６
及
び

第
２
５
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第

１
２
条
第
１
項
中
「
及
び
山
林

所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得

金
額
並
び
に
法
附
則
第
３
３
条

の
３
第
５
項
に
規
定
す
る
土
地
等
に
係
る
事

業
所
得
等
の
金
額
」
と
、
「
同

条
第
２
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
３
１
４
条

の
２
第
２
項
」
と
、
同
条
第
２

項
中
「
又
は
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は

「
若
し
く
は
山
林
所
得
金
額
又

は
法
附
則
第
３
３
条
の
３
第
５
項
に
規
定
す

る
土
地
等
に
係
る
事
業
所
得
等

の
金
額
」
と
、
第
２
５
条
第
１
項
中
「
及
び

山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は

「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
法
附
則
第
３

３
条
の
３
第
５
項
に
規
定
す
る

土
地
等
に
係
る
事
業
所
得
等
の
金
額
」
と
す

る
。

（
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
に
係
る
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）

１
５

世
帯
主
又
は
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
若
し
く

は
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
が
法

附
則
第
３
５
条
の
４
第
４
項
の
事
業
所
得
、

式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
を
有

す
る
場
合
に
お
け
る
第
１
２
条
、
第
１
３
条

の
２
、
第
１
３
条
の
４
及
び
第

２
５
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
１

２
条
第
１
項
中
「
及
び
山
林
所

得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金

額
並
び
に
法
附
則
第
３
５
条
の

２
の
２
第
５
項
に
規
定
す
る
上
場
株
式
等
に

係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
」
と

、
「
同
条
第
２
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
３

１
４
条
の
２
第
２
項
」
と
、
同

条
第
２
項
中
「
又
は
山
林
所
得
金
額
」
と
あ

る
の
は
「
若
し
く
は
山
林
所
得

金
額
又
は
法
附
則
第
３
５
条
の
２
の
２
第
５

項
に
規
定
す
る
上
場
株
式
等
に

係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
」
と
、
第
２
５
条

第
１
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金

額
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並

び
に
法
附
則
第
３
５
条
の
２
の

２
第
５
項
に
規
定
す
る
上
場
株
式
等
に
係
る

譲
渡
所
得
等
の
金
額
」
と
す
る
。

１
２
及
び
１
３

削
除

（
土
地
の
譲
渡
等
に
係
る
事
業
所
得
等
に
係
る
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）

１
４

世
帯
主
又
は
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
若
し
く

は
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
が
法

附
則
第
３
３
条
の
３
第
５
項
の
事
業
所
得
又

は
雑
所
得
を
有
す
る
場
合
に
お

け
る
第
１
２
条
、
第
１
３
条
の
２
、
第
１
３

条
の
４
及
び
第
２
５
条
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
１
２
条
第
１
項
中

「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ

る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
法
附

則
第

３
３

条
の

３
第

５
項

に
規

定
す

る
土

地
等

に
係

る
事

業
所

得
等

の
金

額
」
と
、
「
同
条
第
２
項
」
と

あ
る
の
は
「
法
第
３
１
４
条
の
２
第
２
項
」

と
、
同
条
第
２
項
中
「
又
は
山

林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
山

林
所
得
金
額
又
は
法
附
則
第
３

３
条
の
３
第
５
項
に
規
定
す
る
土
地
等
に
係

る
事
業
所
得
等
の
金
額
」
と
、
第
２
５
条
第
１
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」

と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得

金
額
並
び
に
法
附
則
第
３
３
条
の
３
第
５
項

に
規
定
す
る
土
地
等
に
係
る
事
業
所
得
等
の
金
額
」
と
す
る
。

（
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
に
係
る
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）

１
５

世
帯
主
又
は
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
若
し
く

は
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
が
法

附
則
第
３
５
条
の
４
第
４
項
の
事
業
所
得
、
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改
正
後

改
正
前

譲
渡
所
得
又
は
雑
所
得
を
有
す

る
場
合
に
お
け
る
第
１
２
条
、
第
１
３
条
の

２
、
第
１
３
条
の
４
、
第
１
３

条
の
６
及
び
第
２
５
条
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
第
１
２
条
第
１
項
中

「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及

び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
法
附

則
第
３
５
条
の
４
第
４
項
に
規
定
す
る
先
物

取
引
に
係
る
雑
所
得
等
の
金
額

」
と
、
「
同
条
第
２
項
」
と
あ
る
の
は
「
法

第
３
１
４
条
の
２
第
２
項
」
と

、
同
条
第
２
項
中
「
又
は
山
林
所
得
金
額
」

と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
山
林

所
得
金
額
又
は
法
附
則
第
３
５
条
の
４
第
４

項
に
規
定
す
る
先
物
取
引
に
係

る
雑
所
得
等
の
金
額
」
と
、
第
２
５
条
第
１

項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」

と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に

法
附
則
第
３
５
条
の
４
第
４
項

に
規
定
す
る
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
の

金
額
」
と
す
る
。

１
６

削
除

（
特
例
適
用
利
子
等
に
係
る
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）

１
７

世
帯
主
又
は
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
若
し
く

は
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
が
外

国
居
住
者
等
の
所
得
に
対
す
る
相
互
主
義
に

よ
る
所
得
税
等
の
非
課
税
等
に

関
す
る
法
律
（
昭
和
３
７
年
法
律
第
１
４
４

号
）
第
８
条
第
２
項
に
規
定
す

る
特
例
適
用
利
子
等
、
同
法
第
１
２
条
第
５

項
に
規
定
す
る
特
例
適
用
利
子

等
又
は
同
法
第
１
６
条
第
２
項
に
規
定
す
る

特
例
適
用
利
子
等
に
係
る
利
子

所
得
、
配
当
所
得
、
譲
渡
所
得
、
一
時
所
得

及
び
雑
所
得
を
有
す
る
場
合
に

お
け
る
第
１
２
条
、
第
１
３
条
の
２
、
第
１

３
条
の
４
、
第
１
３
条
の
６
、

第
２
４
条
の
２
及
び
第
２
５
条
第
１
項
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
１

２
条
第
１
項
中
「
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額

か
ら
同
条
第
２
項
」
と
あ
る
の

は
「
山
林
所
得
金
額
並
び
に
外
国
居
住
者
等

の
所
得
に
対
す
る
相
互
主
義
に

よ
る
所
得
税
等
の
非
課
税
等
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
３
７
年
法
律
第
１
４
４

号
）
第
８
条
第
２
項
（
同
法
第
１
２
条
第
５

項
及
び
第
１
６
条
第
２
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す

る
特
例
適
用
利
子
等
の
額
（
以

下
こ
の
条
及
び
第
２
５
条
第
１
項
に
お
い
て

「
特
例
適
用
利
子
等
の
額
」
と

い
う
。
）
の
合
計
額
か
ら
法
第
３
１
４
条
の

２
第
２
項
」
と
、
「
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額
(」

と
あ
る
の
は
「
山
林
所
得

譲
渡
所
得
又
は
雑
所
得
を
有
す

る
場
合
に
お
け
る
第
１
２
条
、
第
１
３
条
の

２
、
第
１
３
条
の
４
及
び
第
２

５
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
１
２

条
第
１
項
中
「
及
び
山
林
所
得

金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額

並
び
に
法
附
則
第
３
５
条
の
４

第
４
項
に
規
定
す
る
先
物
取
引
に
係
る
雑
所

得
等
の
金
額
」
と
、
「
同
条
第

２
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
３
１
４
条
の
２

第
２
項
」
と
、
同
条
第
２
項
中

「
又
は
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
若

し
く
は
山
林
所
得
金
額
又
は
法

附
則
第
３
５
条
の
４
第
４
項
に
規
定
す
る
先

物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
の
金

額
」
と
、
第
２
５
条
第
１
項
中
「
及
び
山
林

所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及

び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
法
附
則
第
３
５
条

の
４
第
４
項
に
規
定
す
る
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
の
金
額
」
と
す
る
。

１
６

削
除

（
特
例
適
用
利
子
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）

１
７

世
帯
主
又
は
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
若
し
く

は
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
が
外

国
居
住
者
等
の
所
得
に
対
す
る
相
互
主
義
に

よ
る
所
得
税
等
の
非
課
税
等
に

関
す
る
法
律
（
昭
和
３
７
年
法
律
第
１
４
４

号
）
第
８
条
第
２
項
に
規
定
す

る
特
例
適
用
利
子
等
、
同
法
第
１
２
条
第
５

項
に
規
定
す
る
特
例
適
用
利
子

等
又
は
同
法
第
１
６
条
第
２
項
に
規
定
す
る

特
例
適
用
利
子
等
に
係
る
利
子

所
得
、
配
当
所
得
、
譲
渡
所
得
、
一
時
所
得

及
び
雑
所
得
を
有
す
る
場
合
に

お
け
る
第
１
２
条
、
第
１
３
条
の
２
、
第
１

３
条
の
４
、
第
２
４
条
の
２
及

び
第
２
５
条
第
１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
第
１
２
条
第
１
項
中
「
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額
か
ら
同
条
第
２
項
」

と
あ
る
の
は
「
山
林
所
得
金
額

並
び
に
外
国
居
住
者
等
の
所
得
に
対
す
る
相

互
主
義
に
よ
る
所
得
税
等
の
非

課
税
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
３
７
年
法
律

第
１
４
４
号
）
第
８
条
第
２
項

（
同
法
第
１
２
条
第
５
項
及
び
第
１
６
条
第

２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
特
例
適
用
利
子
等

の
額
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
２

５
条
第
１
項
に
お
い
て
「
特
例
適
用
利
子
等

の
額
」
と
い
う
。
）
の
合
計
額
か
ら
法
第
３
１
４
条
の
２
第
２
項
」
と
、
「
山

林
所
得
金
額
の
合
計
額
(」

と
あ
る
の
は
「
山
林
所
得
金
額
並
び
に
特
例
適
用
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金
額
並
び
に
特
例
適
用
利
子
等
の
額
の
合
計
額
(」

と
、
同
条
第
２
項
中
「
又

は
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の

は
「
若
し
く
は
山
林
所
得
金
額
又
は
特
例
適

用
利
子
等
の
額
」
と
、
第
２
５

条
第
１
項
中
「
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の

は
「
山
林
所
得
金
額
並
び
に
特
例
適
用
利
子
等
の
額
」
と
す
る
。

（
特
例
適
用
配
当
等
に
係
る
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）

１
８

世
帯
主
又
は
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
若
し
く

は
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
が
外

国
居
住
者
等
の
所
得
に
対
す
る
相
互
主
義
に

よ
る
所
得
税
等
の
非
課
税
等
に

関
す
る
法
律
第
８
条
第
４
項
に
規
定
す
る
特

例
適
用
配
当
等
、
同
法
第
１
２

条
第
６
項
に
規
定
す
る
特
例
適
用
配
当
等
又

は
同

法
第

１
６

条
第

３
項

に
規

定
す

る
特

例
適

用
配

当
等

に
係

る
利

子
所

得
、
配
当
所
得
及
び
雑
所
得
を

有
す
る
場
合
に
お
け
る
第
１
２
条
、
第
１
３

条
の
２
、
第
１
３
条
の
４
、
第

１
３
条
の
６
、
第
２
４
条
の
２
及
び
第
２
５

条
第
１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
第
１
２
条
第
１
項
中
「
山
林
所
得

金
額
の
合
計
額
か
ら
同
条
第
２

項
」
と
あ
る
の
は
「
山
林
所
得
金
額
並
び
に

外
国
居
住
者
等
の
所
得
に
対
す

る
相
互
主
義
に
よ
る
所
得
税
等
の
非
課
税
等

に
関
す
る
法
律
第
８
条
第
４
項

（
同
法
第
１
２
条
第
６
項
及
び
第
１
６
条
第

３
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
特
例
適
用
配
当
等

の
額
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
２

５
条
第
１
項
に
お
い
て
「
特
例
適
用
配
当
等

の
額
」
と
い
う
。
）
の
合
計
額
か
ら
法
第
３
１
４
条
の
２
第
２
項
」
と
、
「
山

林
所
得
金
額
の
合
計
額
（
」
と

あ
る
の
は
「
山
林
所
得
金
額
並
び
に
特
例
適

用
配
当
等
の
額
の
合
計
額
（
」
と
、
同
条
第
２
項
中
「
又
は
山
林
所
得
金
額
」

と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
山
林
所
得
金
額
又
は
特
例
適
用
配
当
等
の
額
」
と
、

第
２
５
条
第
１
項
中
「
山
林
所

得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
山
林
所
得
金
額
並

び
に
特
例
適
用
配
当
等
の
額
」
と
す
る
。

（
条
約
適
用
利
子
等
に
係
る
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）

１
９

世
帯
主
又
は
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
若
し
く

は
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
が
租

税
条
約
等
の
実
施
に
伴
う
所
得
税
法
、
法
人

税
法
及
び
地
方
税
法
の
特
例
等

に
関
す
る
法
律
（
昭
和
４
４
年
法
律
第
４
６

号
。
以
下
「
租
税
条
約
等
実
施

特
例
法
」
と
い
う
。
）
第
３
条
の
２
の
２
第

利
子
等
の
額
の
合
計
額
(」

と
、
同
条
第
２
項
中
「
又
は
山
林
所
得
金
額
」
と

あ
る
の
は
「
若
し
く
は
山
林
所

得
金
額
又
は
特
例
適
用
利
子
等
の
額
」
と
、

第
２
５
条
第
１
項
中
「
山
林
所

得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
山
林
所
得
金
額
並

び
に
特
例
適
用
利
子
等
の
額
」
と
す
る
。

（
特
例
適
用
配
当
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）

１
８

世
帯
主
又
は
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
若
し
く

は
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
が
外

国
居
住
者
等
の
所
得
に
対
す
る
相
互
主
義
に

よ
る
所
得
税
等
の
非
課
税
等
に

関
す
る
法
律
第
８
条
第
４
項
に
規
定
す
る
特

例
適
用
配
当
等
、
同
法
第
１
２

条
第
６
項
に
規
定
す
る
特
例
適
用
配
当
等
又

は
同

法
第

１
６

条
第

３
項

に
規

定
す

る
特

例
適

用
配

当
等

に
係

る
利

子
所

得
、
配
当
所
得
及
び
雑
所
得
を

有
す
る
場
合
に
お
け
る
第
１
２
条
、
第
１
３

条
の
２
、
第
１
３
条
の
４
、
第

２
４
条
の
２
及
び
第
２
５
条
第
１
項
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
１
２

条
第
１
項
中
「
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額
か

ら
同
条
第
２
項
」
と
あ
る
の
は

「
山
林
所
得
金
額
並
び
に
外
国
居
住
者
等
の

所
得
に
対
す
る
相
互
主
義
に
よ

る
所
得
税
等
の
非
課
税
等
に
関
す
る
法
律
第

８
条
第
４
項
（
同
法
第
１
２
条

第
６
項
及
び
第
１
６
条
第
３
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規

定
す
る
特
例
適
用
配
当
等
の
額
（
以
下
こ
の

条
及
び
第
２
５
条
第
１
項
に
お
い
て
「
特
例
適
用
配
当
等
の
額
」
と
い
う
。
）

の
合
計
額
か
ら
法
第
３
１
４
条

の
２
第
２
項
」
と
、
「
山
林
所
得
金
額
の
合

計
額
（
」
と
あ
る
の
は
「
山
林

所
得
金
額
並
び
に
特
例
適
用
配
当
等
の
額
の

合
計
額
（
」
と
、
同
条
第
２
項
中
「
又
は
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
若

し
く
は
山
林
所
得
金
額
又
は
特

例
適
用
配
当
等
の
額
」
と
、
第
２
５
条
第
１

項
中
「
山
林
所
得
金
額
」
と
あ

る
の
は
「
山
林
所
得
金
額
並
び
に
特
例
適
用

配
当
等
の
額
」
と
す
る
。

（
条
約
適
用
利
子
等
に
係
る
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）

１
９

世
帯
主
又
は
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
若
し
く

は
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
が
租

税
条
約
等
の
実
施
に
伴
う
所
得
税
法
、
法
人

税
法
及
び
地
方
税
法
の
特
例
等

に
関
す
る
法
律
（
昭
和
４
４
年
法
律
第
４
６

号
。
以
下
「
租
税
条
約
等
実
施

特
例
法
」
と
い
う
。
）
第
３
条
の
２
の
２
第
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１
０
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用

利
子
等
に
係
る
利
子
所
得
、
配
当
所
得
、
譲

渡
所
得
、
一
時
所
得
及
び
雑
所

得
を
有
す
る
場
合
に
お
け
る
第
１
２
条
、
第

１
３
条
の
２
、
第
１
３
条
の
４

、
第
１
３
条
の
６
及
び
第
２
５
条
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
第
１
２
条

第
１
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額

か
ら
同
条
第
２
項
」
と
あ
る
の

は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
租
税
条
約

等
の
実
施
に
伴
う
所
得
税
法
、

法
人
税
法
及
び
地
方
税
法
の
特
例
等
に
関
す

る
法
律
（
昭
和
４
４
年
法
律
第
４
６
号
。
以
下
「
租
税
条
約
等
実
施
特
例
法
」

と
い
う
。
）
第
３
条
の
２
の
２

第
１
０
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
利
子
等
の

額
の
合
計
額
か
ら
法
第
３
１
４

条
の
２
第
２
項
」
と
、
「
及
び
山
林
所
得
金

額
の
合
計
額
（
」
と
あ
る
の
は

「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
租
税
条
約
等

実
施
特
例
法
第
３
条
の
２
の
２

第
１
０
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
利
子
等
の

額
の
合
計
額
（
」
と
、
同
条
第

２
項
中
「
又
は
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の

は
「
若
し
く
は
山
林
所
得
金
額

又
は
租
税
条
約
等
実
施
特
例
法
第
３
条
の
２

の
２
第
１
０
項
に
規
定
す
る
条

約
適
用
利
子
等
の
額
」
と
、
第
２
５
条
第
１

項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」

と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に

租
税
条
約
等
実
施
特
例
法
第
３

条
の
２
の
２
第
１
０
項
に
規
定
す
る
条
約
適

用
利
子
等
の
額
」
と
す
る
。

（
条
約
適
用
配
当
等
に
係
る
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）

２
０

世
帯
主
又
は
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
若
し
く

は
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
が
租

税
条
約
等
実
施
特
例
法
第
３
条
の
２
の
２
第

１
２
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用

配
当
等
に
係
る
利
子
所
得
、
配
当
所
得
及
び

雑
所
得
を
有
す
る
場
合
に
お
け

る
第
１
２
条
、
第
１
３
条
の
２
、
第
１
３
条

の
４
、
第
１
３
条
の
６
及
び
第

２
５
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
１

２
条
第
１
項
中
「
及
び
山
林
所

得
金
額
の
合
計
額
か
ら
同
条
第
２
項
」
と
あ

る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額

並
び
に
租
税
条
約
等
の
実
施
に
伴
う
所
得
税

法
、
法
人
税
法
及
び
地
方
税
法

の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
４
４
年
法

律
第
４
６
号
。
以
下
「
租
税
条

約
等
実
施
特
例
法
」
と
い
う
。
）
第
３
条
の

２
の
２
第
１
２
項
に
規
定
す
る

条
約
適
用
配
当
等
の
額
の
合
計
額
か
ら
法
第

３
１
４
条
の
２
第
２
項
」
と
、

「
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額
（
」
と
あ

１
０
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用

利
子
等
に
係
る
利
子
所
得
、
配
当
所
得
、
譲

渡
所
得
、
一
時
所
得
及
び
雑
所

得
を
有
す
る
場
合
に
お
け
る
第
１
２
条
、
第

１
３
条
の
２
、
第
１
３
条
の
４
及
び
第
２
５
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

第
１
２
条
第
１
項
中
「
及
び
山

林
所
得
金
額
の
合
計
額
か
ら
同
条
第
２
項
」

と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得

金
額
並
び
に
租
税
条
約
等
の
実
施
に
伴
う
所

得
税
法
、
法
人
税
法
及
び
地
方

税
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
４
４

年
法
律
第
４
６
号
。
以
下
「
租

税
条
約
等
実
施
特
例
法
」
と
い
う
。
）
第
３

条
の
２
の
２
第
１
０
項
に
規
定

す
る
条
約
適
用
利
子
等
の
額
の
合
計
額
か
ら

法
第
３
１
４
条
の
２
第
２
項
」

と
、
「
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額
（
」

と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得

金
額
並
び
に
租
税
条
約
等
実
施
特
例
法
第
３

条
の
２
の
２
第
１
０
項
に
規
定

す
る
条
約
適
用
利
子
等
の
額
の
合
計
額
（
」

と
、
同
条
第
２
項
中
「
又
は
山

林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
山

林
所
得
金
額
又
は
租
税
条
約
等

実
施
特
例
法
第
３
条
の
２
の
２
第
１
０
項
に

規
定
す
る
条
約
適
用
利
子
等
の

額
」
と
、
第
２
５
条
第
１
項
中
「
及
び
山
林

所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及

び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
租
税
条
約
等
実
施

特
例
法
第
３
条
の
２
の
２
第
１

０
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
利
子
等
の
額
」

と
す
る
。

（
条
約
適
用
配
当
等
に
係
る
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）

２
０

世
帯
主
又
は
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
若
し
く

は
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
が
租

税
条
約
等
実
施
特
例
法
第
３
条
の
２
の
２
第

１
２
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用

配
当
等
に
係
る
利
子
所
得
、
配
当
所
得
及
び

雑
所
得
を
有
す
る
場
合
に
お
け

る
第
１
２
条
、
第
１
３
条
の
２
、
第
１
３
条

の
４
及
び
第
２
５
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
１
２
条
第
１
項
中
「
及

び
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額
か

ら
同
条
第
２
項
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林

所
得
金
額
並
び
に
租
税
条
約
等

の
実
施
に
伴
う
所
得
税
法
、
法
人
税
法
及
び

地
方
税
法
の
特
例
等
に
関
す
る

法
律
（
昭
和
４
４
年
法
律
第
４
６
号
。
以
下

「
租
税
条
約
等
実
施
特
例
法
」

と
い
う
。
）
第
３
条
の
２
の
２
第
１
２
項
に

規
定
す
る
条
約
適
用
配
当
等
の

額
の
合
計
額
か
ら
法
第
３
１
４
条
の
２
第
２

項
」
と
、
「
及
び
山
林
所
得
金

額
の
合
計
額
（
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林

（ 100 ）



改
正
後

改
正
前

る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額

並
び
に
租
税
条
約
等
実
施
特
例
法
第
３
条
の

２
の
２
第
１
２
項
に
規
定
す
る

条
約
適
用
配
当
等
の
額
の
合
計
額
（
」
と
、

同
条
第
２
項
中
「
又
は
山
林
所

得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
山
林
所

得
金
額
又
は
租
税
条
約
等
実
施

特
例
法
第
３
条
の
２
の
２
第
１
２
項
に
規
定

す
る
条
約
適
用
配
当
等
の
額
」

と
、
第
２
５
条
第
１
項
中
「
及
び
山
林
所
得

金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山

林
所
得
金
額
並
び
に
租
税
条
約
等
実
施
特
例

法
第
３
条
の
２
の
２
第
１
２
項

に
規
定
す
る
条
約
適
用
配
当
等
の
額
」
と
す

る
。

２
１
～
２
７

略

所
得
金
額
並
び
に
租
税
条
約
等

実
施
特
例
法
第
３
条
の
２
の
２
第
１
２
項
に

規
定
す
る
条
約
適
用
配
当
等
の

額
の
合
計
額
（
」
と
、
同
条
第
２
項
中
「
又

は
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の

は
「
若
し
く
は
山
林
所
得
金
額
又
は
租
税
条

約
等
実
施
特
例
法
第
３
条
の
２

の
２
第
１
２
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
配
当

等
の
額
」
と
、
第
２
５
条
第
１

項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は

「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に

租
税
条
約
等
実
施
特
例
法
第
３
条
の
２
の
２

第
１
２
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
配
当
等
の
額
」
と
す
る
。

２
１
～
２
７

略
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工事請負契約の変更について（報告第６号関係）

１ 工 事 名 旭が丘小学校屋内運動場長寿命化改良建築工事

２ 契約の相手方 平山・野中特定建設工事共同企業体

代表者 大村市東三城町８番地４

株式会社平山組

代表取締役 中村 人久

３ 主な変更理由 (1) 児童への安全を考慮し、屋内運動場に隣接するフェンス

の取換工事を追加したため。

(2) 床下通気口等の建具の仕様を変更したため。

４ 経 過

契約金額 変更金額 工期

当初契約

(令和 7年 7月 2日議決)
365,695,000 円 －

令和 7年 7月 7日から

令和 8年 5月 13 日まで

今回変更契約 371,633,900 円 5,938,900 円 同上
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